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 本冊子は、福島県の国際化に関する各分野の情報を関係機関の協力を得て幅広く収集

したものです。本県及び県内市町村の国際化に関する各種統計、関連施策、組織団体等、

実務に役立つ情報を収めております。また、県及び市町村の令和４年度に実施された国

内外における主な国際関連事業についても取りまとめました。 

 本県の外国人住民数は、新型コロナウイルス感染症に係る入国制限等の水際対策が順

次緩和されたことに伴い、昨年 12月末時点で 15,586人と過去最多となりました。国の

施策として外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進が図られる中、人口減少が進む本県

においては、今後、県人口に占める外国人住民の比率がさらに高まっていくことが予想

されます。 

 地域の国際化が進む状況において、この冊子が、市町村等の行政機関はもとより、国

際交流団体や大学、企業など、国際交流や国際協力に関心のあるあらゆる団体及び県民

の方々にとって、様々な取組の一助となれば幸いです。 

 

 最後に、この冊子を作成するに当たり、御協力をいただきました市町村、国際交流団

体及び関係機関の方々に、厚く御礼申し上げます。 

 

令和５年３月 

福島県生活環境部国際課 

課長 藁谷 豪 
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外国人住民の状況等 

県人口と外国人住民数の推移 

県人口と外国人住民数の推移（図 1）を見ると、県人口が減少傾向を示しているのに比べ、外国

人住民数は平成 25年から増加傾向となり、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 2年から

減少に転じていたが、令和 4年末は過去最多の 15,586 人になった。 

県人口に対する外国人住民数の割合は図 2のとおり。 

 

図１ 県人口と外国人住民数 

 

 

図２ 県人口に対する外国人住民数割合 

 

各年 12 月末日現在（国際課調べ） 

県人口は各年 10 月 1日現在の福島県の推計人口（統計課調べ）（H22,27 は国勢調査） 

 

※外国人住民：県内に住所を有している外国籍の者。 

※在留外国人：3 ヶ月以上の在留期間の在留資格を有している外国籍の者。 

※平成 24 年 7 月 9 日から新しい在留管理制度に移行したことにより、調査対象者を外国人登録法に

基づく外国人登録者数から住民基本台帳に登録されている在留外国人数（外国人住民数）に変更し

た。対象となる外国人に違いがあることから、推移数の単純な比較はできない。 
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国籍・地域別の内訳 

国籍・地域別人数の上位 3 か国はベトナム、中国、フィリピンとなっており、この上位 3 か国

の合計は全体の約 61％に達する。また、上位 3か国以外で 100 名を超える国籍・地域は韓国・朝

鮮、ネパール、インドネシア、ミャンマー、タイ、米国、ブラジル、パキスタン、インド、台湾、

スリランカである。 

国籍・地域別の内訳                                  （単位：人） 

 

各年 12 月末日現在（国際課調べ） 

                                           （単位：人） 

 

各年 12月末日現在（国際課調べ） 

※法務省在留外国人統計の記載方法に従い、H28からは韓国と朝鮮を区別して計上した。 

（単位：人） 
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ベトナム 172 223 372 736 1,325 1,901 2,657 3,488 3,612 3,373 3,700

中国 3,527 3,578 3,607 3,546 3,564 3,547 3,647 3,742 3,480 3,093 3,039

フィリピン 2,054 2,144 2,162 2,300 2,447 2,543 2,735 2,719 2,650 2,550 2,722

韓国・朝鮮 1,681 1,669 1,672 1,418 1,682 1,664 1,593 1,569 1,537 1,500 1,491

（うち韓国） (1,441) (1,439) (1,379) (1,365) (1,347) (1,319) (1,318)

ネパール 84 172 299 408 488 551 495 505 501 541 948

その他 1,546 1,643 1,851 2,311 2,311 2,588 2,926 3,334 3,110 2,885 3,686

県計 9,064 9,429 9,963 10,719 11,817 12,794 14,053 15,357 14,890 13,942 15,586
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市町村別外国人住民数 

 令和 4 年 12 月末日現在における各市町村の外国人住民の国籍・地域別人員数は、次のとおり。 

外国人住民国籍・地域別人員調査表                          （単位：人） 

 

令和 4年 12 月末日現在（国際課調べ） 

＊ 全体の国籍・地域数 103 カ所の内、合計人数が 100 人以上の国籍・地域を記載。 

＊ 個人情報保護の観点から、各国籍・地域別人員欄において 0 又は 1 のものは空欄とした。また、各市町村別

の合計欄が 5人以下の市町村は空欄とした。 

＊ 平成 24 年 7月 9日から外国人登録法が廃止されて新たな在留管理制度が開始され、対象となる人に違いがあ

ることから、平成 23 年以前の数値との単純な比較はできない。 

＊ 法務省在留外国人統計の記載方法に従い、中国と台湾、韓国と朝鮮をそれぞれ区別して計上している。  

ベト
ナム

中国
フィリ
ピン

韓国
ネパー

ル
インド
ネシア

ミャン
マー

タイ 米国
ブラ
ジル

パキス
タン

朝鮮 インド 台湾
スリラ
ンカ

その他 合計

1 福 島 市 315 487 404 156 165 72 57 31 38 28 28 3 34 12 8 194 2,032

2 会 津 若 松 市 166 228 119 117 12 20 6 15 31 2 3 13 31 37 13 137 950

3 郡 山 市 706 726 311 341 220 112 54 60 67 27 31 72 22 17 16 203 2,985

4 い わ き 市 723 420 480 266 330 133 165 65 50 12 40 43 18 21 14 167 2,947

5 白 河 市 162 111 170 29 39 26 35 21 10 26 13 7 6 11 52 719

6 須 賀 川 市 163 54 92 24 7 4 10 7 13 3 8 8 4 3 36 437

7 喜 多 方 市 123 48 65 30 3 5 6 4 4 9 3 3 8 7 318

8 相 馬 市 77 51 48 29 15 14 5 6 3 5 7 261

9 二 本 松 市 150 53 103 26 5 33 44 12 3 11 10 2 4 32 489

10 田 村 市 57 97 50 17 2 18 16 3 12 11 4 2 12 301

11 南 相 馬 市 140 41 106 61 9 13 12 14 9 7 2 3 66 483

12 伊 達 市 61 178 128 17 4 2 5 5 5 6 5 28 445

13 本 宮 市 65 50 26 17 5 18 3 3 5 2 2 30 226

14 桑 折 町 16 10 2 31

15 国 見 町 14 18 20 5 2 62

16 川 俣 町 31 28 34 2 33 3 2 4 139

17 大 玉 村 11 14 2 4 7 2 40

18 鏡 石 町 19 6 13 6 7 3 3 3 3 64

19 天 栄 村 4 18 5 10 38 78

20 下 郷 町 2 2 7 5 20

21 桧 枝 岐 村

22 只 見 町 8 3 7 18 2 2 7 50

23 南 会 津 町 9 36 12 12 3 7 82

24 北 塩 原 村 10 2 3 4 2 15 37

25 西 会 津 町 4 10 4 3 4 28

26 磐 梯 町 3 3 2 4 3 15

27 猪 苗 代 町 15 11 11 15 14 8 5 5 13 99

28 会 津 坂 下 町 40 9 5 7 4 4 4 2 18 4 5 102

29 湯 川 村 3 2 2 8

30 柳 津 町 9 3 2 17

31 三 島 町 2 2 7

32 金 山 町 2 7 10

33 昭 和 村 2

34 会 津 美 里 町 20 5 9 9 2 2 2 54

35 西 郷 村 38 39 59 9 68 3 2 2 16 3 10 26 278

36 泉 崎 村 67 12 11 3 4 7 109

37 中 島 村 20 3 4 2 33

38 矢 吹 町 55 21 37 2 9 15 18 3 3 30 2 6 201

39 棚 倉 町 58 6 33 6 10 21 2 3 141

40 矢 祭 町 14 2 14 2 34

41 塙 町 47 4 34 2 9 6 6 6 115

42 鮫 川 村 14 4 4 24

43 石 川 町 23 30 20 2 2 4 2 84

44 玉 川 村 20 13 13 49

45 平 田 村 53 17 28 2 3 2 106

46 浅 川 町 19 2 9 5 37

47 古 殿 町 4 23 35 3 2 68

48 三 春 町 19 26 17 5 6 3 78

49 小 野 町 16 13 10 6 57 13 15 2 3 136

50 広 野 町 21 3 10 7 2 6 7 2 7 66

51 楢 葉 町 67 12 11 6 10 4 2 2 4 119

52 富 岡 町 10 21 20 11 6 3 2 2 2 3 82

53 川 内 村 6 9 9 6 6 36

54 大 熊 町 11 20 7 3 44

55 双 葉 町 7 13 2 3 3 29

56 浪 江 町 3 24 17 8 3 2 2 62

57 葛 尾 村 7 8 2 18

58 新 地 町 13 6 5 5 2 2 2 40

59 飯 舘 村 6 41 6 54

合        計 3,700 3,039 2,722 1,318 948 684 468 321 290 197 190 173 142 132 110 1,152 15,586
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在留外国人の性別年齢別構成 

県内在留外国人の年齢別構成については、男女ともに 20 代の人数が多く、また、30 代後半～

60 代前半については男性に比べ女性の数が著しく多くなっている。 

 

在留外国人の年齢と性別 

 

 

年齢 男 女 合計 

0～4 歳 143 131 274 

5～9 歳 98 111 209 

10～14 歳 81 100 181 

15～19 歳 148 141 289 

20～24 歳 1,476 1,200 2,676 

25～29 歳 1,650 1,121 2,771 

30～34 歳 1,020 870 1,890 

35～39 歳 540 679 1,219 

40～44 歳 359 818 1,177 

45～49 歳 285 888 1,173 

50～54 歳 219 985 1,204 

55～59 歳 179 672 851 

60～64 歳 155 411 566 

65～69 歳 113 228 341 

70～74 歳 97 113 210 

75～79 歳 39 66 105 

80 歳以上 46 91 137 

合計 6,648 8,625 15,273  

令和 4年 6月 30 日現在 在留外国人統計（法務省、令和 4年 12 月 9日公表） 
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在留外国人の在留資格別割合 

福島県における在留外国人の在留資格別の割合については以下のとおり。 

 

 

在留資格 人数 

永住者           4,427  

技能実習           3,476  

日本人の配偶者等           1,188  

技術・人文知識・国際業務           1,135  

留学             966  

特別永住者             890  

特定活動             668  

家族滞在             651  

特定技能             630  

定住者             569  

教育             209  

技能             168  

永住者の配偶者等             117  

その他             179  

合計 15,273 

令和 4年 6月 30 日現在 在留外国人統計（法務省、令和 4年 12 月 9日公表） 
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中国帰国者 

 昭和 20 年 8 月 9 日のソ連軍対日参戦後の混乱の中で、生活手段を失い、中国人の妻又は夫とな

るなどして中国に留まった婦人等を「中国残留婦人等」と、また、親兄弟と生別又は死別し孤児

となって中国人に引き取られ、自己の身元を知らないまま今日を迎えた当時 13 歳未満の子供を

「中国残留孤児」と呼び、これらの人々を「中国残留邦人」と総称している。 

 また、昭和 47 年 9 月の日中国交正常化後に国の支援を受けて永住帰国した中国残留邦人及びそ

の家族等（国費帰国者）と中国残留邦人が自ら呼び寄せた家族等（呼び寄せ家族等）を総称して

「中国帰国者」という。 

 令和 4年 11 月末日現在、永住帰国した中国残留邦人は 6,724 人に及ぶ。（国費帰国者は 20,911

人、呼び寄せ家族等の人数は不明） 

 本県へ永住帰国した中国残留邦人は 181 人（国費帰国者は 685 人）である。 

 中国帰国者の中には日本語が不自由で、生活習慣が異なるため日本社会に適応できずにいる人、

さらに就労もままならず生活困難に陥っている人が少なくない。 

 このため、国は地方公共団体等と連携を図りながら、国費帰国者への通訳の派遣、日本語の習

得支援、就労支援、帰国者同士の交流支援など日本社会に適応するための様々な支援策を講じて

いる。 

 さらに平成 20 年度からは、中国残留邦人への老齢基礎年金の支給、生活支援を必要としている

中国残留邦人及びその配偶者への支援給付金の支給などの経済的支援策を講じている。 

なお、県内に居住している中国残留邦人の数については、把握が困難になったため、平成 28年

度版より掲載しないこととした。 

（県内データ：令和 4 年 11 月末日現在 社会福祉課調べ、全国データ：令和 4 年 11 月末日現在 厚生労働省調

べ） 

 

 

ウクライナ避難民の受入れ 

 令和 4年 2月 24 日にロシアがウクライナへ軍事侵攻を開始したことに伴い、国はウクライナか

ら国外へ避難する人々の日本への受入れを表明した。在ポーランド日本国大使館にウクライナ避

難民支援チームを設置し、政府専用機での移送や民間航空機の一部座席の借り上げなど、日本へ

の避難を希望する者の渡航支援を行った。 

 国がウクライナ避難民の国内受入れを表明した令和 4 年 3 月 2 日以降、ウクライナから日本へ

避難した者の数は、令和 4年 12 月末現在で 2,238 人に及ぶ。 

 本県にも、親族・知人を頼って避難した者や留学生として大学に入学した者がおり、令和 4 年

12 月現在、本県で生活を続けているウクライナ避難民の数は、17 名となっている。 

 国や（公財）日本財団では、ウクライナ避難民のための生活費や医療費等の支援を行うほか、

各地方自治体や民間企業等でも住居や物資・サービスの提供など、様々な支援が行われている。 

 本県では、ウクライナ避難民の生活を支援するため、「ふくしまウクライナ避難民支援金」へ

の協力を県民等に広く呼び掛け、集まった支援金の配分・支給を行った。 
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国際結婚数 

 令和３年の福島県内の国際結婚数は 115 組で、総婚姻数の約 55 組に 1 組の割合となっている。 

 なお、全国の国際結婚数は 16,496 組で約 30 組に 1組となっている。 

 

福島県の国際結婚の状況（単位：組、％） 

 婚姻総数 
夫婦とも 

日本人 

夫婦の一方

が外国人 

（Ｂ） 

が外国人 

構成比 
「夫婦の一方が外国人」の内訳 

妻：外国人 構成比 

（％） 

夫：外国人 構成比 

（％） 平成 13 年 12,623  11,973  650 5.1  606 93.2 44 6.8 

平成 14 年 11,472  10,927  545 4.8  505 92.7 40 7.3 

平成 15 年 10,991  10,516  475 4.3  429 90.3 46 9.7 

平成 16 年 10,562  10,082  480 4.5  425 88.5 55 11.6 

 平成 17 年 10,606 10,127 479 4.5 445 92.9 34 7.1 

平成 18 年 10,512 9,975 537 5.1 485 90.3 52 9.7 

平成 19 年 10,178 9,739 439 4.3 407 92.7 32 7.3 

平成 20 年 10,252 9,895 357 3.5 327 91.6 30 8.4 

平成 21 年 9,764 9,468 296 3.0 265 89.5 31 10.5 

平成 22 年 9,582 9,323 259 2.7 229 88.4 30 11.6 

平成 23 年 8,796 8,624 172 2.0 157 91.3 15 8.7 

平成 24 年 9,285 9,094 191 2.1 169 88.5 22 11.5 

平成 25 年 9,069 8,874 195 2.1 172 88.2 23 11.7 

平成 26 年 8,711 8,536 175 2.0 157 89.7 18 10.3 

平成 27 年 8,888 8,691 197 2.2 173 87.8 24 12.2 

平成 28 年 8,682 8,451 231 2.7 200 86.6 31 13.4 

平成 29 年 8,075 7,879 196 2.4 178 90.8 18 9.2 

平成 30 年 7,685 7,470 215 2.8 190 88.4 25 11.6 

令和元年 7,510 7,307 203 2.7 184 90.6 19 9.4 

令和２年 6,674 6,557 117 1.8 87 74.4 30 25.6 

令和３年 6,346 6,231 115 1.8 89 77.4 26 22.6 

 

福島県の国際結婚の推移 
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夫婦の国籍別にみた婚姻件数 

 

 妻が日本人・夫が外国人⇒夫の国籍別内訳          

国籍 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

韓国・朝鮮 2 4 2 7 6 7 2 3 4 5 5 

中国 2 2 5  3 2  3 2 4 2 

フィリピン   1  1  2 1   3 

タイ    2  1      

米国 2 6 4 4 7 4 2  1 4 6 

英国 1 2 1  1 5 1 2 1  2 

ブラジル  1 1 1 2  2   1 1 

ペルー 1       1    

その他の国 7 7 9 4 4 12 9 15 11 16 7 

総数 15 22 23 23 24 31 18 25 19 30 26 

 

夫が日本人・妻が外国人⇒妻の国籍別内訳          

国籍 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

韓国・朝鮮 15 23 25 13 12 13 15 14 14 4 4 

中国 69 70 61 45 47 58 47 44 38 16 19 

フィリピン 48 42 61 59 53 82 72 84 80 25 28 

タイ 5 8 5 6 12 8 12 8 7 9 2 

米国 2 2 1 1 1 1     2 

英国  1     1  2 1  

ブラジル    2 4 1 1 1  1  

ペルー   1         

その他の国 18 23 18 31 44 37 30 39 43 31 34 

総数 157 169 172 157 173 200 178 190 184 87 89 

 厚生労働省「人口動態統計（令和 3年）」より（保健福祉総務課調べ）  
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外国人雇用状況 

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ること

を目的として創設されたものであり、全ての事業主に対し、外国人労働者（特別永住者及び在留

資格「外交」「公用」の者を除く。以下同じ。）の雇入れ・離職時に、当該外国人労働者の氏名、在

留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）に届け出ることを義務付け

るものである。 

平成 20 年度より毎年 10月末現在の届出状況を集計し、公表している。 

 

令和 4年 10 月末現在、県内 2,127 事業所（対前年比 5.6％増）で 9,928 人（対前年比 4.2％増）

の外国人が雇用されている。外国人労働者数は、過去２番目に多い水準となった。 

これまでの推移を見ると、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、

平成 22 年 10 月末時点の外国人労働者数である 3,767 人に対して、平成 23 年 10 月末時点では、

2,493 人と対前年比で 33.8％と大幅な減少がみられた。その後、平成 24 年 10 月末現在では 2,812

人（対前年比 12.8％増）と増加に転じ、令和 4 年 10 月末の時点では 9,928 人と震災前（平成 22

年 10 月末）と比較した場合、163.6％増加している。（第 1図） 

国籍別外国人労働者数は、ベトナムが最も多く 3,255 人で全体の 32.8％を占め、次いでフィリ

ピン 1,929 人で全体の 19.4％を占めている。以下、中国（香港、マカオを含む）が 1,374 人、ネ

パール 866 人の順となっている。（第 2図） 

在留資格別では、「技能実習」が 3,456 人と最も多く、次いで「身分に基づく在留資格」2,832

人、「専門的・技術的分野」が 2,089 人、「資格外活動」が 1,115 人の順となっている。（第 3図） 

 

〈産業別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数〉                  

（単位：所、人、％） 

 
 

事業所数 外国人労働者数 

事業所 構成比 人数 構成比 

 

 

産 

 

 

業 

 

 

分 

 

 

類 

 

 

別 

 

 

 農業、林業 52 2.4 284 2.9 

 漁業 2 0.1 16 0.2 

 建設業 341 16.0 940 9.5 

 製造業 538 25.3 3,705 37.3 

 電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.1 5 0.1 

 情報通信業 16 0.8 41 0.4 

 運輸業、郵便業 32 1.5 90 0.9 

 卸売業、小売業 296 13.9 1,465 14.8 

 金融業、保険業 6 0.3 13 0.1 

 不動産業、物品賃貸業 11 0.5 37 0.4 

 学術研究、専門・技術サービス業 30 1.4 76 0.8 

 宿泊業、飲食サービス業 296 13.9 778 7.8 

 生活関連サービス業、娯楽業 54 2.5 234 2.4 

 教育、学習支援事業 84 3.9 293 3.0 

 医療、福祉 145 6.8 394 4.0 

 複合サービス事業 7 0.3 10 0.1 

 サービス業（他に分類されないもの） 167 7.9 1,347 13.6 

 公務(他に分類されるものを除く） 45 2.1 187 1.9 

 分類不能 2 0.1 13 0.1 

合  計 2,127 100.0 9,928    100.0 

令和 4年 10 月末現在（福島労働局） 
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「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】 

１ 外国人を雇用している事業所数と外国人労働者数（第 1図） 

 外国人を雇用している事業所数は 2,127 事業所(前年 2,014 事業所、対前年比 5.6％増加)であ

り、外国人労働者数は 9,928 人(前年 9,527 人、対前年比 4.2％増加)であった。 

 

 

 

２ 国籍別外国人労働者の割合（第 2図） 

  国籍別の外国人労働者数は、ベトナムが最も多く 3,255 人で全体の 32.8%を占め、次いでフ

ィリピン 1,929 人（同 19.4％）、中国 1,374 人（同 13.8％）、ネパール 866 人（同 8.7％）、

インドネシア 520 人（同 5.2％）、ミャンマー341 人（同 3.4％）、韓国 210 人（同 2.1%）とな

り、前述のアジア地域で 8,495 人と全体の 85.6％を占めている。 

 

 

, 

, 
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３ 在留資格別外国人労働者の割合（第 3図） 

在留資格別では、「技能実習」が3,456人で34.8％を占め、次いで「身分に基づく在留資格」

2,832人（同28.5％）、「専門的・技術的分野の在留資格」2,089人（同21.0％）、「資格外活動

（留学）」を含む「資格外活動」1,115人（同11.2％）となっている。 

 

 
４ 産業別外国人雇用事業所の割合（第 4図） 

産業別にみると外国人労働者を雇用する事業所は、製造業が25.3％（前年26.2％）、「建設

業」が16.0％（前年16.2％）、「卸売業・小売業」が13.9％（前年13.7％）、「宿泊業、飲食

サービス業」が13.9％（前年13.3％）の順となっている。 

なお、製造業は外国人労働者数においても最も多く3,705人が就労しており、就労する外国

人労働者全体（9,928人）に占める割合も、37.3％となっている。 
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５ 事業所規模別外国人雇用事業所の割合（第 5図） 

  事業所の規模別では、外国人労働者を雇用する事業所数は「30人未満規模の事業所」が

1,178 事業所と最も多く全事業所数（2,127 所）の 55.4％と半数以上を占めている。 
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外国人児童生徒等 

 県教育庁の調べによると、県内の帰国児童生徒(1 年以上海外に在住するなどした日本国籍の児

童生徒)は表 1のとおりである。また、外国籍の児童生徒は、小中高合わせて 286 人（表 2）であ

る。 

日本語指導が必要な児童生徒は小学校（義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。）72人、中学

校（義務教育学校後期課程を含む。以下同じ。）27 人、県立高校 9人（表 3）であった。 

 これらに対応する施策として、県教育委員会は日本語指導を必要とする児童・生徒が多い小中

学校に日本語指導教員を加配(４人)しているほか、特定の県立高校に特別枠を設け帰国・外国人

生徒に対し高等学校入学者選抜において特別な配慮をしている。 

 

表 1 帰国児童生徒（公立） 

 

帰国児童生徒 

小学校 中学校 合計 

学校数 人数 学校数 人数 学校数 人数 

H10 56 校 99 人 15 校 32 人 71 校 131 人 

H11 54 校 88 人 18 校 29 人 72 校 117 人 

H12 68 校 136 人 22 校 35 人 90 校 171 人 

H13 64 校 111 人 17 校 24 人 81 校 135 人 

H14 63 校 120 人 24 校 35 人 87 校 155 人 

H15 58 校 123 人 25 校 43 人 83 校 166 人 

H16 56 校 100 人 25 校 35 人 81 校 135 人 

H17 53 校 89 人 25 校 44 人 78 校 133 人 

H18 39 校 69 人 27 校 54 人 66 校 123 人 

H19 42 校 78 人 20 校 35 人 62 校 113 人 

H20 44 校 78 人 27 校 39 人 71 校 117 人 

H21 43 校 84 人 29 校 40 人 72 校 124 人 

H22 37 校 68 人 19 校 26 人 56 校 94 人 

H23 32 校 58 人 17 校 24 人 49 校 82 人 

H24 30 校 47 人 11 校 16 人 41 校 63 人 

H25 25 校 44 人 11 校 21 人 36 校 65 人 

H26 33 校 49 人 14 校 30 人 47 校 79 人 

H27 29 校 49 人 11 校 14 人 40 校 63 人 

H28 29 校 40 人 17 校 21 人 46 校 61 人 

H29 34 校 55 人 20 校 29 人 54 校 84 人 

H30 32 校 48 人 17 校 27 人 49 校 75 人 

R1 26 校 41 人 16 校 22 人 42 校 63 人 

R2 41 校 65 人 14 校 20 人 55 校 85 人 

R3 39 校 68 人 14 校 24 人 53 校 92 人 

R4 28 校 47 人 10 校 13 人 38 校 60 人 

※帰国児童生徒：日本国籍を有し、かつ、海外に 1年間以上在留した後に帰国した児童生徒 

※学校数の合計は、義務教育学校について、前期課程と後期課程にわけて集計しているため、延べ学校数と

なる。 
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表 2 外国籍児童生徒（公立）                     表 3 日本語指導を必要とする児童生徒数        

(単位：人)                           (単位：人) 

 小学校 中学校 高校 合計   小学校 中学校 高校 合計 

H20 181 136 93 410 H20 47 26 23 96 

H21 170 116 96 382 H21 60 27 19 106 

H22 154 96 58 308 H22 57 18 17 92 

H23 110 64 82 256 H23 44 10 16 70 

H24 87 60 68 215 H24 31 14 9 54 

H25 88 70 55 213 H25  40 17 12 69 

H26 71 57 44 172 H26 40 23 8 71 

H27 91 54 55 200 H27 57 21 6 84 

H28 86 55 51  192 H28 62 30 4 96 

H29 124 62 52 238 H29 73 26 4 103 

H30 145 55 55 255 H30 72 17 10 99 

R1 157 65 55 277 R1 72 20 14 106 

R2 140 67 46 253 R2 53 32 14 99 

R3 144 77 42 263 R3 47 23 11 81 

R4 162 82 42 286  R4 72 27 9 108 

（義務教育課・高校教育課調べ） 
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外国人住民関連施策等 

県の主な多文化共生事業（令和４年度） 

(1)多文化共生推進事業 

①やさしい日本語普及促進事業（（公財）福島県国際交流協会受託事業） 

外国人住民が地域で円滑に日常生活を送れるよう、外国人住民の日本語学習機会の拡充を

行うとともに、外国人住民との連携を強化し、地域との交流を促進する。 

  ア 日本語教育支援のためのスタートアップ講座 

    10 月 14 日（金）～12 月 2 日（金）全５回 

  イ 日本語の教え方スキルアップ講座 

    9 月 25 日（日）に実施 

  ウ ステップ日本語講座 

    市町村や企業での日本語トライアル教室の開催を支援 ７団体で実施 

  エ 地域日本語教室見学会支援 

    12 月 8 日（木）～12月 20 日（火） 全３回 

  オ 防災講座 

市町村や企業での開催を支援 ５団体で実施 

  カ 外国人住民のための生活オリエンテーション講座 

    11 月 21 日（月）会津坂下町での「外国人のための防火講座」実施 

 キ やさしい日本語セミナー 

   市町村や企業の職員研修等で、県内１８カ所で実施 

ク オンライン日本語サロン 

8 月 23 日（火）～ 9 月 13 日（火）全４回  

9 月 27 日（火）～10 月 18 日（火）全４回 

     11 月 25 日（金）～12月 23 日（金）全４回 

ケ 協働パートナーズ会議 

6 月 29 日（水）、10月 25 日（火）、1月 25 日（水） ３回開催 

 ②外国人住民と地域との共生モデル事業 

   多文化共生の推進を図るため、関係団体と連携し、外国人住民を地域が円滑に受け入れ、

互いに地域の一員として協力し、安心して生活できる環境づくりに向けたモデル事業を実施

する。令和４年度は、南相馬市内にてモデル地域を設定し、事業を実施。 

 

(2)外国人住民の相談体制整備 

   外国人住民が地域で安心して暮らせるよう、多言語生活相談窓口の運営や関係機関と連携

した専門相談を行うとともに、新型感染症に対応するため、日常生活における感染防止のた

めの普及啓発活動や外国人住民向けの新型コロナウイルス相談ホットラインを運営する。 

 ①弁護士及び行政書士による電話相談 通年開催（（公財）福島県国際交流協会受託事業） 

②日本年金機構年金事務所職員による年金セミナー及び相談会を３市で開催 

  10 月 1 日（土）南相馬市、10月 15 日（土）福島市、11 月 20 日（日）会津若松市 

 ③新型コロナウイルス感染防止のための普及啓発活動 

  ア啓発資材の配布 

   やさしい日本語や英語による「新しい生活様式」や電話相談窓口の情報を記載した携帯用

カードやチラシの配布。 

  イ保健師による出前講座 

   企業、学校、外国人コミュニティを訪問し、生活における感染防止に向けた助言等を実施。 
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県内の日本語教室 

県内の公的機関・団体又は NGO 等が運営する日本語教室は次のとおり。(令和 4 年 12 月 1 日現在) 

No 市町村名 実施者(団体) 会場 開催期間及び日時 連絡先電話番号 

1 福島市 日本語教室「ひなぎく」 福島市清水学習センター 毎週(金)9:50-11:30 024-557-6786 

2 福島市 福島移住女性支援 

ネットワーク（EIWAN） 

EIWAN 事務所 月 4回(木)10:00-12:00、 

第 1・3(土)10:00-12:00 

080-8215-1556 

3 福島市 ふくしま日本語教室 福島市中央学習センター 毎週(木)18:00-21:00 070-5097-7708 

4 福島市 ふくしま子どもの日本語

ネットワーク 

福島市市民活動サポート

センターまたは(公財)福

島県国際交流協会 

第 2・4(土)14:00-16:00 

春休み、夏休み、冬休みあり 

外国にルーツを持つ小学 1 年

生から高校3年生もしくは18

歳対象 

090-7523-8132 

 

5 福島市 福島日中文化交流会 福島市中央学習センター 毎週(火)16:00-18:00 

(中国または中華系の人対象) 

090-2360-3275 

6 福島市 蓬莱日本語教室 福島市蓬莱学習センター 毎週(日)10:00-12:00  090-7523-8132 

EIWAN 事務所 毎週(金)15:00-19:00 

小学 1 年生から高校 3 年生も

しくは 18 歳対象 

福島市蓬莱学習センター 毎週(日)10:00-11:30 

小学 1 年生から高校 3 年生も

しくは 18 歳対象 

7 福島市 こんにちは日本語 福島市市民活動サポート

センター 

毎週(木)14:00-16:00 090-2971-8692 

8 福島市 日本語教室「雪うさぎ」 (公財)福島県国際交流協

会 

月 2回(火)13:30-15:30 080-1852-3978 

9 二本松市 子どもの日本語教室 

 

二本松市福祉センター 月 2回(日)9:00-11:00 

開催日はお問い合わせください  

090-7527-8582 

10 二本松市 二本松国際交流ボランテ

ィア ざくざくネット 

 

二本松市福祉センター 毎週(金)19:00-21:00 

8 月、3月、祝日、年末年始、 

祭礼日は休み 

090-3313-5603 

11 伊達市 日本語教室伊達ニティ 伊達市梁川小学校 

コミュニティルーム 

毎週(金)19:30-20:30 090-4887-7336 

12 本宮市 もとみや日本語教室 

（新型コロナ感染症の影

響により休止中） 

本宮市中央公民館 毎週(木)19:00-20:30 

4～7 月、9～12 月開催 

090-7063-5245 

13 本宮市 本宮中国語サロン 本宮市地域交流センター 第 1・2・4(日)9:20-11:30 090-6228-7217 

14 川俣町 川俣町国際交流協会 川俣町中央公民館 6～7月（8回）、 

10～11 月（8回） 

024-566-2111 

15 郡山市 郡山市国際交流協会 郡山市総合福祉センター 5～7 月(10 回)､9～11 月(10 回)  

毎週(水)10:00-11:30、 

毎週(木)19:00-20:30 

024-924-2970 

 

 

16 郡山市 こおりやま日本語教室 郡山ニコニコこども館 第 2･4(土)14:00-16:00 

18 歳または高校在学中まで

の児童・生徒対象 

090-9634-9386 

17 郡山市 国際交流の会・かるみあ 郡山市総合福祉センター 毎週(月)10:00-11:30 090-9634-9386 

18 郡山市 郡山中国帰国者の会 

 
郡山市柴宮公民館 月 2回(月) 

冬休み、春節休み、夏休み除く 

なし 

19 郡山市 日中文化ふれあいの会幸福 郡山市富田東公民館 月 2～3回(土)17:00-19:00 080-6045-5055 

20 須賀川市 須賀川多文化共生ネット 須賀川市役所みんなの広場 毎週(木)18:30-20:00 

詳細はお問い合わせください 

090-3981-8981 

21 須賀川市 つばさ～日中ハーフ支援会 須賀川市岩瀬公民館 月 3回(水)14:00-15:30 080-1843-8506 

22 田村市 田村市国際交流協会 船引公民館（予定） 2023 年度開催に向けて準備中 0247-81-2136 

23 古殿町 ふれあい日本語教室 古殿町公民館 詳細はお問い合わせください 0247-53-2305 

24 矢吹町 矢吹町「話そう会」 矢吹町中央公民館 毎週(金)19:00～ 0248-42-2829 
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（新型コロナ感染症の影

響により休止中） 

25 白河市 白河市国際交流協会 白河市役所 11～12 月、 

月 2～3回(土)10:00-11:30 
0248-22-1111 

（内線 2332） 

26 白河市 福島移住女性支援 

ネットワーク（EIWAN） 

マイタウン白河 月 2回(日)14:00-16:00 080-8215-1556 

27 白河市 フロムココ白河 マイタウン白河 詳細はお問い合わせください 080-1804-7080 

28 

 

西郷村 にしごう地球ひろば 

（新型コロナ感染症の影

響により休止中） 

西郷村文化センター 希望者はお問い合わせください  090-3644-7316 

29 会津若松

市 

会津若松市国際交流協会 会津若松市国際交流協会 第 2・4(日)10:00-12:00 

外国にルーツをもつ小学 1 年

生から 18 歳までの子ども対

象 要会員登録（保護者） 

0242-27-3703 

会津稽古堂 春期 4～6月、秋期 9～11 月 

(木)18:30-20:00（全 12 回） 

(金)10:00-11:30（全 12 回） 

会津稽古堂 毎週(火)13:30-15:30 

オンライン 12 回（1時間/回）通年開催 

30 喜多方市 会津喜多方国際交流協会 喜多方プラザ文化センター 4～6月、9～11 月(全 11 回) 

毎週(水)18:30-20:00 

0241-24-3131 

31 喜多方市 福島県日中友の会 

（休止中） 

塩川公民館 毎週（土）20:00-21:20 0241-22-2738 

32 猪苗代町 猪苗代町国際交流協会 

日本語会話教室委員会 

猪苗代町体験交流館 

「学びいな」 

4～12 月、月 3～4回(月) 0242-62-2112 

33 会津坂下

町 

会津坂下町国際交流協会 会津坂下町中央公民館 毎週(日)13:30-15:30 0242-84-2135 

34 相馬市 NPO 法人外国人支援ボラン

ティアグループふれんず 

生涯学習会館 毎週(日)14:00-16:00 0244-36-1551 

35 南相馬市 南相馬市外国人活躍支援

協会 

南相馬市外国人活躍支援

センター「SAKURA」 

毎週(水)18:30-20:00 

(日)10:00-11:30 

事前にお問い合わせください 

0244—26-5850 

36 いわき市 (公財)いわき市国際交流

協会 

いわき市生涯学習プラザ

またはまちなか集会所 

前期：5月 22 日～7月 24 日 

後期：9月 29 日～11 月 28 日 

A:日曜日、B:水曜日 

 全て 13:00～15:30 

（各クラス 8回） 

0246-22-7409 

37 いわき市 いわき日本語教室 いわき市生涯学習プラザ 第 2・4土・日曜日 080-1659-6637 
 

県内日本語教室数の推移

 

現在、休止中の日本語教室も計上。 （令和 4年 12 月 1日現在 (公財)福島県国際交流協会調べ） 
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外国人住民向け相談窓口等 

 (公財)福島県国際交流協会では、日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・ポルトガル語・

ベトナム語に対応する相談員による相談窓口を開設しているほか、外部通訳サービスを活用し、

13 言語（日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・ネ

パール語・インドネシア語・スペイン語・ロシア語・ウクライナ語）による相談サービスを行っ

ているとともに、相談窓口が相談者と相手先の間に立って通訳することができる三者通訳電話（ト

リオフォン:専用電話番号 024-524-1316）を使用した電話通訳サービスを提供しており、それを利

用して他の相談窓口や行政機関に通訳つきで連絡することができる。 

 また、外国人住民から寄せられる生活相談の中で、日常生活上の問題でその解決に法律の知識

が必要となるものや、出入国、在留資格、国籍等の各種手続きに関するもの等に関して、専門家

による助言を行うため、関係機関と連携した専門相談を実施している。 

 福島県国際課では、外国人住民の新型感染症への不安や生活面での相談に対し、外部通訳サー

ビスを活用した最大四者間の同時通話により、保健師が助言を行うとともに、必要に応じて、受

診・相談センター等につなぎ通訳支援を実施する、新型感染症に特化した電話相談窓口を開設し

ている。 

 

 県内の主な相談窓口は以下のとおり。 

窓口(機関名) 連絡先、対応言語・時間 

○外国人住民のための

相談窓口 

(（公財）福島県国際交

流協会) 

Tel. 024-524-1316 

●外国人住民からの生活相談について、13 言語で対応します。 

 ・対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、

ベトナム語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、ロシア語、

ウクライナ語 

●ＬＩＮＥ通話からもご利用いただけます。 

●実施内容 

 ・実施日時 

【日本語、中国語、英語】（相談員による対応） 

毎週火曜日～土曜日 9：00～17：15 

※職員の用務により、対応できない場合があります。 

【韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語】（通訳員による対応） 

木曜日 10：00～14：00 ※第 4、5木曜日は事前予約が必要です。 

【韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、ネパール語、 

インドネシア語、スペイン語、ロシア語、ウクライナ語】（外部の通訳サー

ビスによる対応） 

毎週火曜日～土曜日 9：00～17：15 

  ・実施場所（来所相談、電話相談及び LINE 通話相談） 

福島県国際交流協会 

（福島県福島市舟場町 2番 1号 福島県庁舟場町分館 2階） 

○弁護士による電話相

談 

(（公財）福島県国際交

流協会) 

Tel. 024-524-1316 

 ●日常生活上の法律に関すること全般について、弁護士が対応します。 

●対応言語（通訳できる言語）：７言語（日本語、英語、中国語、韓国語、タ 

ガログ語、ポルトガル語、ベトナム語） 

●申込受付期間（令和４年度）通年 

●相談料：無料。ただし、電話の通話料はかかります。 

●その他：相談時間は、一人１時間以内。 

○行政書士による電話

相談 

(（公財）福島県国際交

流協会) 

Tel. 024-524-1316 

●出入国、在留資格、国籍等の各種手続きについて、行政書士が対応します。 

●対応言語（通訳できる言語）：７言語（日本語、英語、中国語、韓国語、タ 

ガログ語、ポルトガル語、ベトナム語） 

●申込受付期間（令和４年度）通年 

●相談料：無料。ただし、電話の通話料はかかります。 

●その他：相談時間は、一人３０分以内。 



19 

 

○外国人住民向けの新

型コロナウイルス相談

ホットライン 

（福島県国際課） 

Tel. 0120-992-860（フリーダイヤル） 

●外国人住民の新型感染症への不安や生活面での相談に対し、最大３者間の同

時通話により助言を行います。 

●必要に応じて、受診・相談センター等につなぎ、通訳支援を行います。 

●相談は無料で、通話料はかかりません。（ＬＩＮＥ通話からもご利用いただけ

ます。） 

・対応言語：20 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ポルトガ

ル語、ベトナム語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、

フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、ミャンマー語、

クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語） 

●実施内容 

・実施日時:２４時間(土日祝含む)いつでも受付いたします。 

 ・相談方法：電話の上、お話したい言語を伝えてください。 

 ・ＬＩＮＥ通話を活用した電話でもホットラインをご利用できます。 

○福島市外国人生活相

談窓口 

― Support Desk for 

Foreign Residents― 

Tel. 024-525-3739 

生活相談や、通訳など行政窓口での手続き支援を行います。 

毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）9：00～16：00 

●窓口 

福島市役所本庁舎１階（福島市五老内町３番１号） 

・相談員対応言語：英語、フランス語、日本語 

※その他、対話型翻訳機で 100 以上の言語に対応可能 

●電話 

対応言語：英語、フランス語、日本語 

●メール 

teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

●福島市国際交流協会 Facebook ページ 

メッセージで相談が可能です。 

https://www.facebook.com/Fukushima-city-International-Friendship-

Association-F-IFA-2311589939096956/ 

〇南相馬市外国人支援

センター（SAKURA） 

Tel. 0244-26-5850 

●実施日時等 

 日時：平日 9：00～17：00 

 場所：南相馬市外国人活躍支援センター（SAKURA） 

●実施内容 

・窓口における自動翻訳システムなどでの多言語対応 

・ホームページなどで多言語での情報提供 

（英語、ベトナム語、韓国語、中国語、ネパール語、インドネシア語、モンゴル 

 語、タイ語、アラビア語、ラオ語、マレー語、パシュート語、ヒンディー語、 

 クメール語、ベンガル語、スペイン語、フランス語、イタリア語） 

○ハローワーク郡山 Tel. 024-942-8609 

中国語通訳あり。（木曜日）9:00-12:00  

                                          （国際課調べ） 
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外国語の生活・行政サービス案内等 

 外国人住民向けに外国語での行政サービスなどの案内を発行している県機関等は下表のとおり。 

発行機関 表題等 言語 
作成 

年度 
備考 

国際課 国際交流員による情報

発信 

英語 

 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec

/16005e/fukushima-today.html にて閲

覧することができる。 

危機管理課 「マイ避難ノート（英語

版）」による情報発信 

英語 R3 https://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/16025b/foreign.html 

にて閲覧することができる。 

災害対策課 「防災ツイッター」等に

よる警報発令情報等の

発信 

英語 R2 https://twitter.com/fukushima_bosai 

にて閲覧することができる。 

(公財)福島

県国際交流

協会 

Fukushima NOW 日本語、中国語、

英語、韓国語、 

タガログ語、 

ポルトガル語、 

ベトナム語 

H28 ～

R2 

https://www.worldvillage.org/life/r

econstruction/fukushima_now.html 

にて閲覧することができる。 

緊急時・災害時用カード

（ＳＯＳカード） 

日本語、中国語、

英語 

H25 https://www.worldvillage.org/disast

er/card.html 

にてダウンロードすることができる。 

外国人住民のための生

活情報 

日本語、中国語、

英語、韓国語、 

タガログ語、 

ポルトガル語、 

やさしい日本語 

H24～ 生活相談や医療、子育て防災などの情報

発信 

https://www.worldvillage.org/life/

にて閲覧することができる。 

大規模地震発生時外国

出身者向け緊急放送用

CD 

中国語、英語、タ

ガログ語、タイ

語 

H26, 

H27 

https://www.worldvillage.org/disast

er/cd.html 

にてダウンロードすることができる。 

 

  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/foreign.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/foreign.html
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多文化共生・国際交流人材バンク制度 

（公財）県国際交流協会では、福島県における多文化共生による地域づくり及び国際交流活動

を推進することを目的として、「多文化共生・国際交流人材バンク」を設置し、人材を登録し紹介

している。登録実績は以下のとおり。 

 

 

【登録者数】令和 4年 12 月末日現在 

218 名(うち外国出身者 69 名。中国、韓国、タイ、フィリピン、ブラジル、オーストラ

リア、ルワンダ、スリランカ、エジプト、台湾、ベトナム、パラグアイ、パキスタン、ネ

パール、バルバドス、ニュージーランド、モンゴル、スイス、インドネシア、アメリカの

20 か国・地域) 

 

【分野別内訳(複数登録あり)】 

  

 

   分野 

 

 

居住地 

語学人材 

国際理解 

講座等人 

材 

 

外国の子

ども支援 

人材 

 

合計 
英 

語 

中 

国 

語 

韓 

国 

語 

タガ

ログ 

語 

その

他の

言語 

県北 39 11 8 3 31 48 35 175 

県中 22 16 3 0 17 29 25 112 

県南 2 2 1 1 1 4 10 21 

会津 3 1 0 0 1 3 4 12 

いわき 2 1 0 0 0 0 3 6 

相双 4 2 0 0 2 4 8 20 

合計 72 33 12 4 52 88 85 346 
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多文化共生・国際交流ボランティア登録制度 

（公財）県国際交流協会では、県民が多文化共生による地域づくりや国際交流に関するボラン

ティア活動に参加することにより、地域における担い手となり、外国人住民が暮らしやすい環境

づくりと国際交流活動が促進されることを目的に、「多文化共生・国際交流ボランティア登録制度」

を設置し、ボランティアと登録し紹介している。登録実績は以下のとおり。 

 

【登録者数】令和 4年 12 月末日現在 
 136 名（うち外国出身者 34 名。中国、フィリピン、韓国、ネパール、パキスタン、ベト

ナム、タイ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、スリランカ、エジプト、カ

ンボジア、メキシコ、台湾の 15 か国・地域) 

 

【分野別内訳(複数登録あり)】 

  

 

分野 

 

 

居住地 

 

ホストフ

ァミリー 

ボランテ

ィア 

語学ボランティア 

災害時外国出身

県民等支援ボラ

ンティア 

 

合 計 
 

英 

語 

中 

国 

語 

韓 

国 

語 

タ

ガ 

ロ

グ 

語 

そ

の 

他

の

言

語 

県北 29 45 10 5 1 19 49 158 

県中 10 31 10 2 0 8 37 98 

県南 2 2 2 0 0 0 2 8 

会津 0 2 0 0 0 1 2 5 

いわき 1 4 1 0 0 0 4 10 

相双 3 3 2 1 1 2 6 18 

合計 45 87 25 8 2 30 100 297 
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留学生 

県内の外国人留学生受入状況 

 福島県内の外国人留学生数は令和 4 年 11 月現在、736 人である。平成 14 年以降ゆるやかに増

加し、平成 22 年 490 人となったが、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故の影

響を受け、平成 23～24 年度にかけて大きく減少した。平成 25 年度以降再び増加傾向に転じてい

る。（平成 28 年度以降の留学生については FSG カレッジリーグの留学生数を合算することとした

ため、平成 27年度以前の数字と比べ、留学生の合計数は増加している。） 

大学短大高専等別でみると、その他の学校以外では、高専の 8 名を除いて全て大学への留学で

ある(表 1)。 

経費負担別でみると、93％が私費留学生である。(表 2) 

また、出身国地域別では、中国は留学生全体の 29％、ネパールは 19％であり、アジア諸国出身

の留学生が全体の 92%を占めている。（表 3） 

教育機関別では東日本国際大学が全体の 28％の留学生を受け入れている。(表 4)  

福島県留学生交流推進会議調べ（平成 24 年度までは 10 月 1日時点、 

  平成 25 年度からは 11 月 1日時点） 

 

表１ 大学短大高専等別推移 

 

    ※平成 28 年より、FSG カレッジリーグの留学生数を計上することとした。 

 

表２ 経費負担別推移 

   

    ※平成 28 年より、FSG カレッジリーグの留学生数を計上することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

大学 452 475 392 287 359 371 393 421 391 428 420 428 428 524

短大 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

高専 13 13 1 0 1 2 4 5 7 7 6 6 7 8

その他学校 111 193 222 245 224 151 204

合計 465 490 393 287 360 375 397 537 591 657 671 658 586 736

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

国費 36 28 12 11 17 18 26 30 30 33 35 35 32 33

政府派遣 13 14 9 10 5 2 2 5 8 9 8 9 13 15

福島県費 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2

私費 414 446 372 266 338 353 368 501 552 613 626 614 541 686

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 465 490 393 287 360 375 397 537 591 657 671 658 586 736
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表３ 出身国地域別推移 

 

※平成 28 年より、FSG カレッジリーグの留学生数を計上することとした。  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

中国 294 317 233 166 138 93 83 97 106 160 189 209 218 210
台湾 4 8 15 8 10 13 16 17 10 15 17 12 11 14
韓国 34 35 37 29 26 23 20 25 20 21 31 41 39 39
香港 1
ネパール 8 12 20 16 91 120 121 127 121 85 43 44 46 139
モンゴル 14 12 11 8 10 8 6 7 3 11 11 10 8 7
マレーシア 11 13 7 5 5 4 1 1 4 6 6 10 15 20
インドネシア 1 3 1 2 3 5 4 4 2 16 4 27
シンガポール 1 1 1
ミャンマー 50 42 24 18 33 49 68 61 52 58 47 31 16 61
ベトナム 16 13 15 19 23 35 51 153 185 181 188 154 105 68
ラオス 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
タイ 4 5 5 1 1 2 2 5 9 9 6 5 3 2
フィリピン 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 6
スリランカ 7 8 9 5 4 5 3 10 14 28 25 28 18 11
インド 4 4 3 2 1 1 2 6 8 9
バングラデシュ 1 1 1 6 18 23 32 29 37 58
ブルネイ 1
カンボジア 1 2 2 1 2 1 1 1 2

ブータン 8 10 3 4 4 1
パキスタン 1 1 2 2

ブラジル 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2
ペルー 3 1 1 1 1
コロンビア 1 1 2 2 2

米国 1 2 1 2 2 3 2 2 4 4 2 3
ベネズエラ 1 1 1 1
エルサルバドル 1 1 1 1 1 1
ボリビア 1 1 1
メキシコ 2

アフガニスタン 1 1
アラブ首長国連邦 2 1 1
イラン 1 1
シリア 1 1

フィジー 1 1 1 1 1 1
パプアニューギニア 1 1 1
オーストラリア 1 1 1 1 1 2 2 1

ドイツ 2 1 3 3 2 8 7 6 1 5 11
ハンガリー 1 1 4 4 4 2 4 5
ロシア 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3
ベラルーシ 1 1 1 3 5 4 3 3 2
ルーマニア 2 2 1
英国 1
スロベニア 2 3 2
セルビア 1 2 1 2
スロバキア 1 1 1
スペイン 1 3 2 1
ブルガリア 1 1 1 1 1
キルギス 1 1 1 1 1
フランス 2 2
オランダ 1
タジギスタン 1 1 1
カザフスタン 1
ウズベキスタン 1 1 2 23 15 2 2
ウクライナ 1
イタリア 2
ノルウェー 1 1

ナイジェリア 1 1 2 1 3 4 4 3
カメルーン 1 2 3 3 3 1 1
マリ 1 1 1 1 1 1
スーダン 1 1 1 1 1 1
ブルンジ 1 1 1 1 1
ブルキナファソ 1
ジンバブエ 1 1 1 1
ルワンダ 1 1 1 1
コンゴ民主共和国 1 1 1
タンザニア 1
チュニジア 1 2 2 2 2 1 1 1
セネガル 1 1 1 2 2 1
ガーナ 1 1
エジプト 1
ベナン 1

合計 465 490 393 287 360 375 397 537 591 657 671 658 586 736

アフリカ

アジア

北米・
中南米

中東

大洋州

欧州
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表４ 令和 4年度教育機関別受入数 

       

中国 28 95 45 37 5 210

台湾 3 8 3 14

韓国 1 2 5 30 1 39

香港 1 1

ネパール 2 84 53 139

モンゴル 1 1 4 1 7

マレーシア 13 1 1 1 4 20

インドネシア 1 2 1 1 22 27

シンガポール 1 1

ミャンマー 25 36 61

ベトナム 18 14 10 26 68

ラオス 1 1

タイ 1 1 2

フィリピン 3 1 2 6

スリランカ 6 1 4 11

インド 8 1 9

バングラデシュ 2 7 49 58

カンボジア 1 1 2

ブータン 1 1

パキスタン 1 1 2

ブラジル 1 1 2

ペルー 1 1

コロンビア 2 2

米国 3 3

ベネズエラ 1 1

ボリビア 1 1

メキシコ 2 2

アラブ首長国連邦 1 1

シリア 1 1

大洋州 オーストラリア 1 1

ドイツ 7 4 11

ハンガリー 5 5

ロシア 2 1 3

ベラルーシ 1 1 2

英国 1 1

セルビア 2 2

スロバキア 1 1

スペイン 1 1

タジギスタン 1 1

ウズベキスタン 2 2

ウクライナ 1 1

ノルウェー 1 1

ナイジェリア 3 3

カメルーン 1 1

スーダン 1 1

ブルンジ 1 1

ルワンダ 1 1

コンゴ民主共和国 1 1

チュニジア 1 1

セネガル 1 1

ベナン 1 1

87 2 172 2 50 5 206 8 204 736

合
　
計

地域・国別

　　　　　教育機関

福
島
大
学

県
立
医
科
大
学

会
津
大
学

奥
羽
大
学

日
本
大
学

工
学
部

合　　計

医
療
創
生
大
学

東
日
本

国
際
大
学

福
島
工
業

高
等
専
門
学
校

F
S
G

カ
レ
ッ

ジ

リ
ー

グ

アジア

北米・
中南米

中東

欧州

アフリカ
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県費留学生制度 

 県国際課では、本県出身の中南米移住者子弟を 1年間留学として受け入れている(学費、滞在費

は県費負担)。昭和 40 年度の制度発足以来、受入総数は令和元４年度までで延べ 203205 名に上

る。国別ではブラジルが多く、受入機関別では福島大学が多くなっている。（平成 23 年度～25年

度は東日本大震災により休止。令和 2 年度及び 3 年度は新型コロナウイルス感染症により休止。） 

 令和４年度は、３年ぶりに受入を再開し、東日本国際大学において留学生２名（ブラジル１名、

ペルー１名）を受け入れた。 

 

県費留学生受入実績 

 
S40 

-H12 

H 

13 

H 

14 

H 

15 

H 

16 

H 

17 

H 

18 

H 

19 

H 

20 

H 

21 

H 

22 

H 

26 

H 

27 

H 

28 

H 

29 

H 

30 

R 

1 

R 

4 
計 

ブラジル 119 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 １ 1 1 1 1 1 144 

アルゼンチン 14     1   1          16 

ペルー 19 2 1 1   1 1  1      1 1 1 29 

パラグアイ 10 1                 11 

ボリビア 3   1 1              5 

計 165 5 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 205 

 

県費留学生受入機関 

機 関 名 機 関 名 機 関 名 

福大人間発達文化学類（旧教育学部） 

福大経済経営学類（旧経済学部） 

福大行政政策学類（旧行政社会学部） 

県立医科大学・大学院 

会津大学 

会津大学短大部 

日本大学工学部 

47 

31 

2 

19 

6 

9 

23 

福島学院大学・短大 

福島女子短大 

桜の聖母短大 

奥羽大学 

郡山女子大学短期大学部 

医療創生大学 

郡山女子大 

いわき短大 

2 

11 

8 

9 

3 

4 

1 

1 

東日本国際大学 

農業(園芸)試験場 

農業短大 

養鶏試験場 

果樹試験場 

FSG カレッジリーグ 

その他 

S40～R4 計 

12 

6 

2 

2 

1 

1 

6 

206 

※農業(園芸)試験場と養鶏試験場の２か所で受け入れした者が１名いるため、留学生受入実績とは一致しない 

（国際課調べ） 

 

外国人留学生支援策 

(1) 県の支援事業 

県国際課では、県内の留学生に対し、県内文化施設の使用料等を免除する制度を各施設設置 

者の協力により設けている(外国人留学生文化施設等無料観覧制度)。協力施設は公共施設が43

か所、民間施設が 10 か所である。留学生は県に観覧証を申請し、発行を受ければ在学中につ

き利用できる。 

 

(2) 市町村等の支援事業 

 【福島市】 

福島市では、外国人留学生に、国民健康保険税相当額の全部又は一部を予算の範囲内で補助

しています。また、福島市外国人生活相談窓口―Support Desk for Foreign Residents―におい

て、生活・防災・イベントなどについて、多言語で情報発信、相談、支援をしています。 

 

 （対象となる外国人留学生） 

市内に居住し、市内の大学（※）又は専修学校の専門課程に在籍する外国人留学生 

※短期大学と大学院を含む。 

（問合せ先） 福島市定住交流課 

  Tel 024-525-3739  /  e-mail  teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

 

 

mailto:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp
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 【会津若松市】 

  会津若松市国際交流協会において、国際交流協会による相談支援と日本語会話支援を実施し

ています。 

（問合せ先） 会津若松市国際交流協会 

Tel 0242-27-3703 / e-mail mail@awia.jp 

 

 【郡山市】 

  郡山市国際交流協会において、日本語講座や外国出身者のための相談支援、情報提供を実施

しています。 

   （問合せ先） 郡山市国際交流協会 

     Tel 024-924-3711 / e-mail  kokusai-kouryuu@city.koriyama.lg.jp 

 

 【いわき市】 

いわき市では、外国人留学生に対して国民健康保険税の全部又は一部を補助しています。 

 （対象となる外国人留学生） 

市内に居住し、学校教育法に規定する市内の大学（短期大学と大学院を含む）、高等専門学校 

又は専修学校の専門課程に在籍する外国人留学生 

また、いわき市国際交流協会では、市内居住外国人を対象に生活相談・支援をはじめ、日本

語教室、防災体験やイベントの実施、多言語での情報発信を実施している。 

（問合せ先） いわき市観光文化スポーツ部文化交流課都市交流係 

Tel 0246-22-1279 / e-mail  bunkakoryu@city.iwaki.lg.jp  

   （問合せ先） いわき市国際交流協会 

     Tel 0246-22-7409 / e-mail  info@iia-fukushima.or.jp 

 

 【喜多方市】 

   会津喜多方国際交流協会において、市内在住の外国人を対象に日本語教室を実施しています。 

（問合せ先） 会津喜多方国際交流協会 

Tel 0241-24-3131 / e-mail  mailakia@seagreen.ocn.ne.jp 

 

 【田村市】  

田村市国際交流協会において、日本語教室を実施しています。 

（問合せ先）田村市国際交流協会 

Tel 0247-81-2136 / e-mail  kanko@city.tamura.lg.jp 

 

 【伊達市】   

伊達市国際交流協会の日本語教室伊達ニティーにおいて、日本語教室を実施しています。 

（問合せ先） 伊達市国際交流協会日本語教室伊達ニティー 

Tel 090-4887-7336 / e-mail  t.matsuda.2452@gmail.com 

 

 【会津坂下町】 

  会津坂下町国際交流協会において、日本語教室を実施しています。 

（問合せ先） 会津坂下町国際交流協会 

     Tel 0242-84-2135 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@awia.jp
mailto:t.matsuda.2452@gmail.com
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(3) 各大学の支援策 

県内の各大学では、授業料の減免、奨学金の支給、学生寮等への入居、民間アパート・下宿

の紹介、留学生後援会による支援などの留学生支援策を実施している。 

 

県内各大学等における支援内容 

学校名 各学校における支援内容 

福島大学 

http://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

授業料 ・授業料免除規定により全額又は一部免除制度有り 

奨学金 ・文部科学省私費外国人留学生学習奨励費 

（月額 48,000 円） 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金 

（学類生月額 100,000 円 大学院生月額 140,000 円） 

・公益財団法人平和中島財団外国人留学生奨学金 

（月額 100,000 円） 

・公益財団法人安田奨学財団奨学金 

（月額 100,000 円） 

・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金

（修学） 

（月額 40,000 円） 

・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金

（少数受入国）（月額 50,000 円） 

・公益財団法人 SGH 財団私費外国人留学生奨学金 

（月額 120,000 円） 

・彌満和奨学会奨学金（月額 30,000 円） 

・共立国際交流奨学財団奨学生 

（大学院生月額 100,000 円） 

・ふくしま未来研究会奨学金（月額 50,000 円） 

・福島大学外国人留学生後援会（月額 25,000 円） 

住宅 ・福島大学国際交流会館、福島大学学生寮への入居 

コロナ  

その他 ・福島大学外国人留学生後援会支援事業 

・生活資金無利子貸付（上限 50,000 円、12 か月以内

返済） 

・留学生住宅総合補償の加入金補助 

県立医科大学 

http://www.fmu.ac.jp/ 

授業料 ・一般的な授業料減免制度へも申請可能であり、基

準・要件を満たした場合は減免が適用される。（但

し、外国人留学生のみを対象とした特別措置等は実施

していない。） 

奨学金 ・独自の奨学金制度なし 

・外部団体による奨学金制度の案内 

住宅 ・学生寮への入居が可能（要申請・選考有） 

コロナ  

その他 ・特になし 

会津大学 

http://www.u-aizu.ac.jp/ 

授業料 ・海外大学との協定に基づく外国人留学生受け入れの

場合、授業料免除措置が適用されるものがある。 

奨学金 ・本学独自の海外大学との交流協定、覚書に基づく奨

学金制度の他、外部団体による奨学金制度の案内、申

請支援を随時実施している。加えて会津大学外国人留

学生後援会（SAISUA）による給付型奨学金制度あり。 

http://www.fmu.ac.jp/
http://www.u-aizu.ac.jp/
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住宅 ・私費外国人留学生は、大学敷地内にある学生寮への

入居が可能（要申請・選考有）。 

コロナ ・地元支援団体からの支援物資の配給 

・授業料納入期限の延長 

・渡日できない留学生のために、対面授業再開後も遠

隔授業を実施 

その他 ・留学生支援を担当する各部門・職員（学生課、グロ

ーバル推進本部、外国人教員等相談員）による学内連

携支援体制により、住居手続（外部アパート物件の紹

介、入居手続等）、官公庁手続（住民登録、健康保険

手続等）、日本語研修、地域交流活動の案内等、日常

生活全般にわたり、ケースに応じた支援を実施してい

る。 

会津大学短期大学部 

http://www.jc.u-aizu.ac.jp/ 

授業料  

奨学金  

住宅  

コロナ  

その他  

郡山女子大学 

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/ 

授業料 ・一般的な授業料減免制度への申請が可能であり、基

準・要件を満たした場合は減免が適用される。（但

し、外国人留学生のみを対象とした特別措置等は実施

していない。） 

奨学金 ・外部団体による奨学金制度の案内 

住宅 ・大学敷地内にある学生寮への入居が可能（要申請・

選考有） 

コロナ  

その他 ・特になし 

郡山女子大学短期大学部 

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/ 

授業料 ・一般的な授業料減免制度への申請が可能であり、基

準・要件を満たした場合は減免が適用される。（但

し、外国人留学生のみを対象とした特別措置等は実施

していない。） 

奨学金 ・外部団体による奨学金制度の案内 

住宅 ・大学敷地内にある学生寮への入居が可能（要申請・

選考有） 

コロナ  

その他 ・特になし 

奥羽大学 

http://www.ohu-u.ac.jp/ 

授業料 ・私費外国人留学生授業料減免 

奨学金  

住宅  

コロナ  

その他  

日本大学工学部 

http://www.ce.nihon-u.ac.jp/ 

授業料 ・日本大学私費外国人留学生授業料減免 

奨学金 ・外部団体による奨学金制度の案内 

http://www.jc.u-aizu.ac.jp/
http://www.koriyama-kgc.ac.jp/
http://www.koriyama-kgc.ac.jp/
http://www.ohu-u.ac.jp/
http://www.ce.nihon-u.ac.jp/
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 住宅 ・希望者に対し下宿・アパートの紹介 

コロナ  

その他  

医療創生大学 

http://www.isu.ac.jp/ 

学部生 

授業料  

奨学金  

住宅 ・大学敷地内にあるシェアハウスへの入居が可能 

（要申請・選考有） 

コロナ  

その他  

東日本国際大学 

http://www.shk-ac.jp/ 

学部生 

授業料 ・私費外国人留学生減免制度有り(50%免除) 

奨学金 ・文部科学省私費外国人留学生学習奨励費 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金 

・公益財団法人平和中島財団外国人留学生奨学金 

・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金 

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃 30％補助） 

コロナ  

その他   

留学生別科生 

授業料 ・私費外国人留学生減免制度有り(50%免除)  

奨学金 ・文部科学省私費外国人留学生学習奨励費 

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃 30％補助） 

コロナ  

その他   

いわき短期大学 

http://www.shk-ac.jp/ijc/ 

  

授業料 ・50%減免 

奨学金 ・文部科学省私費外国人留学生学習奨励費 

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃 30％補助） 

コロナ  

その他  

福島学院大学 

http://www.fukushima-college.ac.jp/ 

授業料 開発途上国からの留学生の場合、学費の一部又は全額

免除の場合あり。 

奨学金 成績優秀な者若しくは本学が必要と認めた者について

は、奨学金を付与する場合あり。 

住宅  

コロナ  

その他  

福島学院大学短期大学部 

http://www.fukushima-college.ac.jp/ 

授業料 開発途上国からの留学生の場合、学費の一部又は全額

免除の場合あり。 

http://www.shk-ac.jp/
http://www.shk-ac.jp/ijc/
http://www.fukushima-college.ac.jp/
http://www.fukushima-college.ac.jp/
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  奨学金 成績優秀な者若しくは本学が必要と認めた者について

は、奨学金を付与する場合あり。 

住宅  

コロナ  

その他  

桜の聖母短期大学 

http://www.sakuranoseibo.jp/ 

授業料 ・減免制度あり（当該年度授業料の 75％まで） 

奨学金  

住宅  

コロナ  

その他  

福島工業高等専門学校 

https://www.fukushima-nct.ac.jp/ 

  

授業料 ・独立行政法人国立高等専門学校機構による私費留学

生に対する授業料免除制度あり。 

奨学金 ・文部科学省外国人留学生学習奨励費へ応募可能。 

住宅 ・原則、学寮に入寮。 

コロナ ・渡日できない留学生がいた場合、対面授業開始後も

遠隔授業を独自に継続することが可能である。協定校

からの短期受入留学生について、日本の水際対策に基

づき受入の可否を判断する。 

その他 ・日本語等の特設科目の設置、英語Ⅲ等の科目の免

除。 

 

 (4) 留学生交流推進会議 

留学生の円滑な受入れの促進と交流活動の推進を図り、地域住民の国際理解に寄与するため、 

県内高等教育機関、国及び地方公共団体、経済団体、国際交流関係団体の長又は代表者が福島

県留学生交流推進会議を組織している。 

○ 事務局 

福島大学学生・留学生課国際交流センター  

960-1296 福島市金谷川１番地 TEL024-503-3067 FAX024-503-3068 

○構成員 

県内の大学、短大、高専、入管郡山出張所、福島県、県教委、福島市、郡山市、いわき市、

会津若松市、市長会、町村会、県国際交流協会、商議所連合会、商工会連合会、経営者協会連

合会、経済同友会、JC 福島ブロック協議会、LC、RC、国際ソロプチミスト福島、FSG カレッ

ジリーグ 

 

海外への留学 

 県立高校生徒の海外への留学者数は、令和 4年 4月末現在で 0名となっている。 

 なお、令和 4年 4月現在、県立高校が受け入れている留学生は 0名である。 

                                    （高校教育課調べ） 

 

 私立高校生徒の海外への留学者数については、令和 4年 12月末現在で 35名(会津ザべリオ 33、

磐城緑蔭 2)となっている。 

 また、私立高校が受け入れている留学生数は、令和 4 年 12 月末現在で 4 名(福島東陵 2、学法

石川 2)である。 

  （私学・法人課調べ） 

http://www.sakuranoseibo.jp/
http://www.fukushima-nct.ac.jp/
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海外渡航者数 

出国者数 

 法務省出入国管理統計によると、福島県からの令和 3 年の出国者数は 1,748 人で、前年比 89%

減となった。 

 

全国（人）                                 福島県（人） 

 

 

出国者数の推移                               （単位：人） 

 福島県 全国 

出国者数 前年対比 出国者数 前年対比 

平成 23 年 87,732 82% 16,994,200 102% 

平成 24 年 118,956 136% 18,490,657 109% 

平成 25 年 111,835 94% 17,472,748 94% 

平成 26 年 107,088 96% 16,903,388 97% 

平成 27 年 98,637 92% 16,213,789 96% 

平成 28 年 103,347 105% 17,116,420 106% 

平成 29 年 103,176 100% 17,889,292  105% 

平成 30 年 105,260 102% 18,954,031 106% 

平成 31 年・令和元年 106,725 101% 20,080,669 106% 

令和 2年 15,801 15% 3,174,219 16% 

令和 3年 1,748 11% 512,244 16% 

                                 法務省「出入国管理統計年報」より 
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旅券発行件数 

 本県の令和 4年一般旅券発行件数は 6,825 件で、前年比 138.3％(3,961 件)の増となった。 

 なお、全国の発行件数は 1,218,693 件で、前年比 137.1％の増となった。 

 

旅券発行件数の推移 

  
福島県 旅券発行件数 全国 旅券発行件数 

男性件数 女性件数 合計件数 前年対比 件数 前年対比 

平成 19 年 21,560  20,134  41,694  95.0% 4,209,097 97.8% 

平成 20 年 19,617  17,862  37,479  89.9% 3,801,384 90.3% 

平成 21 年 17,866  17,954  35,820  95.6% 4,015,470 105.6% 

平成 22 年 20,782  19,571  40,353  112.7% 4,185,080 104.2% 

平成 23 年 16,936  17,019  33,955  84.1% 3,961,382 94.7% 

平成 24 年 21,735  20,974  42,709  125.8% 3,924,008 99.1% 

平成 25 年 17,668  17,370  35,038  82.0% 3,296,810 84.0% 

平成 26 年 16,756  16,037  32,793  93.6% 3,210,845 97.4% 

平成 27 年 16,134 14,940 31,074 94.8% 3,249,593 101.2% 

平成 28 年 17,846 16,556 34,402 110.7% 3,738,380 115.0% 

平成 29 年 17,438 16,432 33,870 98.5% 3,959,468 105.9% 

平成 30 年 17,333 17,114 34,447 101.7% 4,182,207 105.6% 

平成 31・令和元年 17,132 17,182 34,314 99.6% 4,365,290 104.4% 

令和 2年 4,380 3,898 8,278 24.1% 1,234,928 28.3% 

令和 3年 1,641 1,223 2,864 34.6% 513,943 41.6% 

令和 4年 3,801 3,024 6,825 238.3% 1,218,693 237.1% 

 

令和 4年 年代別・男女別発行件数 

 

（単位：件） 

 

                「令和 4年旅券発給の概要」より（旅券室） 
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震災特例旅券の発給～被災者等への旅券再取得の支援 

 東日本大震災の被災で有効な旅券を紛失又は焼失してしまった方等に対して、国の「震災特例

法」（平成 23 年 6 月 8 日施行）による震災特例旅券（紛失旅券等の有効期間を限度とする特例旅

券、国手数料なし）の発給措置を平成 25 年 3 月末まで実施した。また、独自に県手数料の無料措

置の適用日を震災発生日の平成 23 年 3 月 11 日からとし、国の制度を超えて旅券再取得の支援を

行った。震災特例旅券の発給は 248 件、県手数料無料措置件数は震災特例旅券を含めて 358 件だ

った。なお、震災特例旅券は最大 5 年の有効期間をもって発行されており、紛失届を提出した旅

券の残存有効期間が 5 年を超えていた場合は、1 回目の残りの期間を有効期間とする 2 回目の震

災特例旅券の発給を受けることができる。本県で受け付けた当該対象者 154 名のうち、2 回目震

災特例旅券の発給件数は 29 件だった。 

 

令和元年台風第 19 号等災害被災者への旅券再取得の支援 

 令和元年台風第 19 号等災害によって有効な旅券を紛失又は損傷した方に対して、県独自の支援

として有効期間満了日までに福島県内において新たな旅券を申請した場合、発給に係る県手数料

の免除を実施し、県手数料免除決定件数は 33 件だった（申請期限は令和 3年 3月 31 日まで）。 

 （旅券室） 
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S62～H22
累計
(小計)

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
累計
(合計)

ALT 2,399 121 127 130 132 133 133 134 142 142 99 134 139 3,965

CIR 83 4 5 4 4 6 7 7 9 9 7 7 8 160

SEA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

計 2,487 125 132 134 136 139 140 141 151 151 106 141 147 4,130

教育の国際化 

語学指導等を行う外国青年招致事業（JET プログラム） 

JET プログラムは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」（The Japan Exchange and Teaching 

Programme）の略称で、外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルでの国際交流を推進するこ

とを目的として、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会の協力の下に

地方公共団体等が外国青年を招致する事業であり、昭和 62 年度の開始以来、令和 3 年度で 35 年

目を迎える。 

令和 4年度の JET プログラムでは、本県において 147 名の外国青年が、語学指導助手(ALT：139

名)、国際交流員(CIR：8名)として県内の自治体に任用された。語学指導助手は全員、英語の指導

助手として、日本人教員とともに県立中学校・高校(32名)や市町村教育委員会(小中学校 105名)、

私立学校（2名）で英語の指導に当たっている。国際交流員は県(3 名)と福島市、郡山市、いわき

市、伊達市、本宮市で国際交流事業の企画運営などに携わっている。  

 JET 参加者は、本県滞在中は、単に語学指導等の本業のみにとどまらず、広く地域社会の国際理

解に貢献しており、また、帰国後は母国とわが国との架け橋として活躍している。 
 

JET 招致人数の推移                           （令和 5 年 3 月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国別の招致人数(ALT+CIR+SEA)の推移                   （令和5年3月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国際課調べ） 

 

 

 

S62～H22
累計
(小計)

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
累計
(合計)

アメリカ 1,093 44 53 60 66 64 71 63 65 67 52 66 72 1,836

イギリス 413 17 18 14 16 18 21 22 27 25 12 19 22 644

カナダ 395 28 27 26 25 24 19 21 23 25 19 22 20 674

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 305 11 14 13 13 15 13 13 14 15 12 12 11 461

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 181 11 9 9 6 5 6 9 9 8 4 9 9 275

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 38 2 0 0 0 0 1 4 5 4 1 3 3 61

中国 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28

フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 11

南ｱﾌﾘｶ 17 5 2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 3 43

ジャマイカ 6 3 4 5 4 5 3 2 0 0 0 1 1 34

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 16 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19

インド 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

バルバドス 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

トンガ 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

ガーナ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

オランダ 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 14

ドイツ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

計 2,487 125 132 134 136 139 140 141 151 151 106 141 147 4,130
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(単位：人) 

教員の研修制度 

 県教育庁では、県内の教員向けに「文部科学省教員海外派遣事業」、「英語担当教員海外研修」

及び「若手教員米国派遣交流事業」を実施していた。 

 

文部科学省教員海外派遣事業 (年度別派遣人数 公立)               (単位：人) 

 元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14-R4 累計(S34-) 

長期(30 日) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 353 

短期(16 日) 23 23 25 26 27 27 27 27 51 51 51 54 88 0 1,238 

若手(60 日) 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 0 34 

日米(90 日) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 5 0 24 

計 28 27 29 30 32 32 33 33 62 63 62 63 97 0 1,649 

  

英語担当教員海外研修(年度別派遣人数 公立) 

 元 H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-22 23 24 25 26-R4 累計(S54-) 

2 か月 2 2 2 2 2 2 3 2 2      0 6 4 5 0 0 0 0 0 53 

6 か月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 29 

12 か月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

計 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 0 6 4 5 0 1 1 1 0 93 

※2 か月研修の平成 10 年度～平成 14 年度は休止              （義務教育課・高校教育課調べ） 

 

若手教員米国派遣交流事業      (単位：人) 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

-R4 

累計(H23～) 

若手(20 日) 1 1 1 0 2 4 1 0 0 10 

 

 

在外教育施設派遣教員数 

令和 4年度において、14名の教員(小学校 12名、中学校 2名)が日本人学校(在留邦人団体を母

体とし、国内の小学校又は中学校と同等の教育を行う全日制の教育施設）に派遣されている。 

派遣先 派遣人数 派遣者職名 派遣期間 

サンパウロ 1 小学校教諭 R2.4.1～R5.3.31 

香港 1 小学校教諭 R2.4.1～R5.3.31 

ヤンゴン 1 小学校教諭 R2.4.1～R5.3.31 

メルボルン 1 小学校教諭 R3.4.1～R6.3.31 

ニューヨーク 1 小学校教諭 R3.4.1～R6.3.31 

パナマ 1 小学校教諭 R3.4.1～R6.3.31 

ニューデリー 1 小学校教諭 R3.4.1～R6.3.31 

アブダビ 1 小学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

台北 2 小学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

ボコタ 1 小学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

バルセロナ 1 小学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

フランクフルト 1 中学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

ムンバイ 1 中学校教諭 R4.4.1～R6.3.31 

                                     （義務教育課調べ） 
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国際理解教育・国際交流 

(1) 国際姉妹校 

国際姉妹校は県内に 11組ある。なお、姉妹校交流という形はとらないまでも、生徒の相互派

遣をしている学校も少なくない。 

学校名 姉妹校名 国 
提携

年度 
活動状況 

会津坂下町立坂下東小学校 ホベルト・ノリオ小学校 伯 H27 
文通・作品交換、姉妹校訪問等 

(令和 2年度から休止中) 

会津若松市立東山小学校 ゴールドトレイルスクール 米 S55 

不定期で文通・作品交換、姉妹校

訪問等 

(令和 4年度は交流なし) 

棚倉町立棚倉中学校 カーディフハイスクール 豪 H 元 姉妹校訪問、児童生徒受入等 

南相馬市立石神中学校 ロセットスクール 英 S62 

姉妹校訪問、児童生徒受入等 

(2 年に一度の交流、令和 2年度、

令和 4 年度と新型コロナの影響に

より中止) 

郵送物(手紙)による交流 

福島高校 
プリンセス チュラボーン サイエンス 

ハイスクール ナコン シー タマラート 
泰 R4 

生徒・教員の交流及び学習の協力、

現地交流訪問、オンライン交流 

福島南高校 ケステブン・グランサム女子中等学校 英 H5 ビデオレターによる交流 

須賀川桐陽高校 グロスマンハイスクール 豪 H3  

田村高校 ライスレイクハイスクール 米 H12 オンラインによる交流 

会津農林高校 利川第一高校 韓 H22  

喜多方市立山都小学校 吉林省長春市西五小学校 中 H20 
作品交換等 

(令和元年度から休止中) 

大玉村立大玉中学校 桃園市立大竹國民中學 台 H29 オンラインでの交流 

（令和 4年 12 月 義務教育課・高校教育課調べ） 

(2) 県立高校による国際交流 

①教育課程(科目名：国際交流)に位置付けられたもの(令和 4年度) 

学校名 行き先 訪問都市 日数 出発日・帰着日 
参加 

生徒数 

引率 

者数 

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施なし 

（令和 4年 12 月 高校教育課調べ） 

②「令和 4年度英語でつなぐ復興の架け橋支援事業」において行うもの(令和 4年度) 

学校名 行き先 訪問都市 日数 出発日・帰着日 
参加 

生徒数 

引率 

者数 

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施なし 

（令和 4年 12 月 高校教育課調べ） 

※ 上記①及び②は、「令和 4年度英語でつなぐ復興の架け橋支援事業」の対象校として選定された学校が、
海外現地において福島県の現状を伝える活動や、福島の復興に資する各国における先進的な取組を学ぶこと
等を行うこととしていたものであるが、令和 4年度は世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により、海
外渡航が困難だったことから、各校は例年実施していた海外研修を、やむを得ず中止とした。 

③その他(令和 4年度)  

学校名 行き先 訪問都市 日数 出発日・帰着日 
参加 

生徒数 

引率 

者数 

福島高校 タイ チェンライ 7 12 月 19 日（月）～12 月 25 日（日） 3 2 

安積高校 ドイツ エッセン 6 12 月 10 日（土）～12 月 15 日（木） 12 3 

喜多方高校 アメリカ ウイルソンビル 10 12 月 3 日（土）～12 月 12 日（月） 10 2 

ふたば未来 

学園高校 

ニュージー

ランド 
オークランド 8 11 月 13 日（日）～11 月 20 日（日） 9 3 

（令和 4年 12 月 高校教育課調べ） 
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 (3) 海外への修学旅行 

平成 10 年度からは、県立高校の海外修学旅行が可能になった。平成 20年度以降の実績は次

のとおり。                                  

＜県立＞ 

高校名 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

福島 （ﾏﾚｰ

ｼ ｱ 中

止） 

    台湾 台湾 台湾 台湾      

福島東               

福島南      台湾 台湾 台湾 台湾  台湾 （ｼﾝｶﾞ

ﾎ ﾟ ｰ ﾙ

中止） 

  

梁川               

安達          台湾     

安積  

 

韓国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾 

 

 

 

 

 

 

 

 （台湾 

中止） 

（台湾 

国内 

へ変 

更） 

あさか開成 ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

 

 

 

 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

台湾 

 

台湾 

 

（台湾 

中止） 

 (台湾 

国内 

へ変 

更) 

岩瀬農業 中国   韓国           

光南  韓国             

会津               

喜多方東           台湾    

西会津           台湾    

会津農林               

南会津 韓国              

只見               

平商業     ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

         

いわき総合               

小名浜   韓国            

磐城農業  韓国             

勿来工業               

遠野  韓国             

四倉 韓国              

ふたば未来

学園 

           （ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙ･

ﾏﾚｰｼｱ

中止） 

  

小高商業 

（現小高商業技術

高校） 

    ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

        

白河第二  韓国             

(会津学鳳中

学校) 

 (韓 

国) 

            

（高校教育課調べ） 
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＜私立＞ 

高校名 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

福島高等学

校 

米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国    

松栄高等学

校 

米国 米国             

福島成蹊高

等学校 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

ト ル

コ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ 

ｶﾅﾀﾞ 

台湾 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ 

ｶﾅﾀﾞ 

台湾 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ 

ｶﾅﾀﾞ 

台湾 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ 

ｶﾅﾀﾞ 

台湾 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ 

(ﾍﾞﾄﾅ

ﾑ・ 

ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ・

ｶﾅﾀﾞ 

台

湾・ﾏ

ﾚｰｼｱ

中止) 

  

桜の聖母学

院高等学校 

 カ ナ

ダ 

 カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

 カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

カ ナ

ダ 

(ｶﾅﾀﾞ 

中止) 

  

福島東陵高

等学校 

       ﾆｭｰｼﾞ

ｰﾗﾝﾄﾞ 

 

ﾆｭｰｼﾞ

ｰﾗﾝﾄﾞ 

台湾 

ﾆｭｰｼﾞ

ｰﾗﾝﾄﾞ 

台湾 

台湾 

 

(ﾆｭｰ

ｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ中

止) 

  

聖光学院高

等学校 

       台湾       

郡山女子大

附属高等学

校 

 

台湾 

      米国 米国 米国 ﾊﾜｲ ( ﾊ ﾜ ｲ

中止) 

  

帝京安積高

等学校 

 ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

           

尚志高等学

校 

 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 (米国

中止) 

  

日本大学東

北高等学校 

 ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

           

学校法人石

川高等学校 

 ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

カ ナ

ダ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

カ ナ

ダ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

カ ナ

ダ 

台湾 

台湾 台湾 台湾 台湾 （ 台

湾･ｵｰ

ｽﾄﾗﾘｱ

中止) 

  

会津北嶺高

等学校 

  韓国 韓国 韓国          

会津若松ザ

ベリオ学園

高等学校 

      ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

(ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

中止) 

  

仁愛高等学

校 

ハ ワ

イ 

( 延

期) 

ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 

ハワ

イ 

 

ハ ワ

イ 

仏 英 ド イ

ツ 

米国 ｲﾀﾘｱ ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

   

磐城第一高

等学校 

          ﾊﾜｲ ( ﾊ ﾜ ｲ

中止) 

( ﾊ ﾜ ｲ

中止) 

 

 

磐城緑蔭高

等学校 

              

東日本国際

大学昌平高

等学校 

 韓国   ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

      (ｸﾞｱﾑ

中止) 

  

いわき秀英

高等学校 

仏、 

ﾍﾞﾙｷﾞ

ｰ 

仏、 

ﾍﾞﾙｷﾞ

ｰ 

仏、独 仏、独 仏、独 仏、独  ﾌｨﾝﾗﾝ

ﾄﾞ 

ｽ ｳ ｪ ｰ

ﾃﾞﾝ 

ﾌｨﾝﾗﾝ

ﾄﾞ 

ｽ ｳ ｪ ｰ

ﾃﾞﾝ 

ﾌｨﾝﾗﾝ

ﾄﾞ 

ｽ ｳ ｪ ｰ

ﾃﾞﾝ 

 ( 仏 ･

独 

中止) 

  

 （私学・法人課調べ） 
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(4) 朝河貫一賞 

朝河貫一賞は、県内の中学高校生を対象に国際理解・国際交流に関する論文を募集し、表

彰するもので、平成 3年に創設された。世界の様々な文化や価値観を尊重し国際社会の平和

と発展を担うことのできる国際性豊かな青少年を育成することを目的としている。 

他国の現状を様々な角度から分析し、日本と他国との関わり方から自己の生き方を見つめ

たり、国際交流の在り方について思考を深めたりするなどの作品が多く見られる。 

（義務教育課） 

 

(5) ふくしまの高校生海外留学応援事業 

福島県出身の世界的歴史学者である朝河貫一博士にならい、これからの社会に必要となる世

界的な広い視野を持ち、国際的リーダーとなるための人材を育成するため、アメリカの大学へ

の留学を支援する。 

高校在学中は、大学入学のための進路指導及びカレッジスキル等を育成する留学準備プロ

グラムを行う。また、対象大学への入学決定後は、学費等の支援として、年間最大３８０万円

を入学より４年間支給する。 

（高校教育課） 

 

県内大学の国際交流 

(1)  会津大学 

① グローバル推進本部 

会津大学では、「研究教育分野の国際的連携」、「国際的人材の養成」、「地域特性に応じ

た連携の展開」、「国際戦略実行体制の整備」を 4つの基本的な国際戦略として掲げ、平成

17 年 7 月に設置した会津大学国際戦略本部を中心として全学体制で国際交流活動を推進し

てきた。平成 26 年度以降は「スーパーグローバル大学創成支援」の採択を受け、グローバ

ル推進本部として世界へ羽ばたくグローバル人材の育成を目指している。 

 

② 国際交流協定 

〔大学間等交流協定締結先〕 

ロシア サンクトペテルブルグ大学、サンクトペテルブルグ工科大学 

中国 上海大学、上海交通大学、山東省科学院、東北大学秦皇島分校、東北大学、河北工業大学、東

南教育科学技術集団（大連東軟信息学院）、華中科技大学、ハルビン工業大学深圳校、中国地質

大学、深圳大学、深圳市科学技術開発交流センター、燕山大学、武漢理工大学、成都信息学院、

南昌大学 

台湾 淡江大学、朝陽科技大学、国立中央大学・大学院天文研究所、国立東華大学、国立曁南大学 

韓国 高麗大学、ハリム（翰林）大学 

アメリカ ローズハルマン工科大学、サンノゼ州立大学、マーサー大学 

ドイツ デュッセルドルフ専門大学、カールスルーエ応用科学大学、オストバイエルン・レーゲンスブ

ルク応用科学 

ベトナム ＦＰＴ大学、ベトナム国家大学ハノイ国際外国語大学、郵政電信工芸学院、ハノイ工科大学、 

ベトナム国家大学ハノイ・工業技術大学、ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学 

インド インド工科大学デリー校、デリー大学、インド MIT プネ芸術デザイン工科大学、インド工科大

学ハイデラバード校、アショーカ大学、国際情報科学大学ハイデラバード校、国立工科大学デ

リー校、インド経営工学研究所、ハイデラバード大学 

ポルトガル ポルト大学 

ニュージーランド ワイカト大学  

エストニア タリン工科大学 

タイ モンクット王トンブリー工科大学、チュラローンコーン大学、タマサート大学 

コロンビア バジェ大学、ハベリアナ科学技術大学 

ポーランド ポーランド科学アカデミー 

香港 香港理工大学、基督教香港信義会元朗信義高校 
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スリランカ スリランカ日本情報科学短期大学 

コロンビア ハベリアナ科学技術大学 

ルクセンブルク ルクセンブルク大学 

デンマーク コペンハーゲン IT 大学 

 

《国際単位認定(ICRP)・デュアルディグリープログラム(DDP)・学部 2＋2 プログラム（2＋2、

ICT グローバル編入学）・博士前期課程 1＋1プログラム（１+１）、グローバル 3＋2プログラム

(3+2)》 

中国 上海大学(DDP・1+1)、華中科技大学(DDP)、東北大学(3+2)、東北大学秦皇島分校(3+2)、中国

地質大学（3+2）、燕山大学 (3+2) 

アメリカ ローズハルマン工科大(ICEP) 

韓国 ハリム大学工学部大学院（DDP） 

台湾 朝陽科技大学（DDP）、淡江大学（DDP） 

ベトナム 郵政電信工芸学院（1＋1）、ハノイ工科大学（2＋2）、ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学 

(2+2) 

コロンビア ハベリアナ科学技術大学（１+１） 

スリランカ スリランカ日本情報科学短期大学 (ICT グローバル編入学)  

ドイツ カールスルーエ応用科学大学 (ICRP)、オストバイエルン・レーゲンスブルク応用科学（ICRP）、

デュッセルドルフ専門大学（ICRP） 

 

《その他》 

米国・中国 「サンノゼ州立大学・会津大学・大連東軟信息学院との一般協定」（サンノゼ州立大学、会津

大学、大連東軟信息学院） 

中国 「大連・福島の産学協同 IT 人材育成モデルの一般協定」（大連東軟信息学院、会津大学、ア

ルパイン株式会社） 

タイ 「タマサート大学とバンプーパブリック株式会社間の一般協定」（タマサート大学、会津大学、

バンプーパブリック株式会社） 

 

 

③ 令和 4年度の主な国際交流活動 

(コロナ感染予防対策を講じた上、次の活動を実施した。) 

・学部初年次から、英語のみで教養科目と専門科目を履修することにより卒業が可能なコー

ス（ICT グローバルプログラム全コース）における受入れを継続している。 

・海外の多くの大学と協定を結び、引き続き教育研究交流における連携を深めている。 

・留学生が母国を紹介するインターナショナルトークをオンラインで実施し、学生、教職員

の異文化理解を促進している。 

・地域活性化活動として、西会津町、柳津町、会津美里町、会津若松市などと連携し、国際

交流や地域課題解決につながる機会を創り出している。 

・地域の高等学校や国際交流協会等と連携し、異文化間理解教育を深めるための講師派遣を

行った。なお、留学生派遣についても、国際戦略室が主体となって、交流内容を事前に派

遣先等と綿密に調整することにより、交流内容を充実させている。 

 

④ 留学生（令和 4年 12月 1 日現在）(外国人学生含む) 

人数：171 名 

   国/地域：中国(95)、ベトナム(14)、インド(8)、バングラデシュ(7)、台湾(8)、スリランカ

(6)、ナイジェリア（3）、フィリピン（3）、コロンビア（2）、アメリカ(3)、インド

ネシア（1）、シリア(1)、ノルウェー(1)、パキスタン(1)、ルワンダ（1）、カメル

ーン（1）、カンボジア（1）、スペイン（1）、チュニジア(1)、ブルンジ(1)、ベラル

ーシ(1)、ロシア(1)、スロバキア（1） 

 



42 

 

⑤ 令和 4年度国際学術交流事業について 

開学以来、国際的な学術共同研究の実績を積み上げ、コンピュータサイエンスの分野にお

いて学術振興を図るため、国際ワークショップ、国際学術会議及び国際学術セミナーを開催

している。令和 4 年 3 月までに「情報とコミュニケーション技術に関する国際会議」をはじ

め、4つの国際会議を開催する。 

 

⑥ 外国人教員(令和 4年 12 月 1日現在） 

専任教員 108 名のうち外国人教員は 39名(36.1%) 

外国人教員の出身国は、中国(12)、ロシア(3)、カナダ(3)、インド(3)、韓国(3)、ベトナム

(3)、アメリカ(2)、エジプト(1)、チュニジア(1)、フランス(1)、ブルガリア(1)、台湾(1)、

コロンビア(1)、ニュージーランド (1)、イギリス(2)、オーストラリア(1)の計 16の国･地域 

 

(2) 県立医科大学 

① 国際交流協定 

  ア 中国：武漢大学（平成 11年当時：湖北医科大学） 

    平成 11 年 2 月に国際学術交流協定を締結。（湖北医科大学は、平成 12 年 8月に武漢大学    

に統合され武漢大学医学部となったことから、平成 13 年 9 月に武漢大学と基本協定の確

認書を締結。）平成 15 年 9 月更新、平成 20 年 11 月更新、平成 25 年 12 月更新、平成 31

年 1 月更新。 

 

   交流実績 

平成 11 年度 受入 2 名（教員） 

平成 12 年度 受入 4 名（教員） ／ 派遣 1 名（教員） 

平成 13 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 14 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 15 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 16 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 17 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 18 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 19 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 2 名（教員） 

平成 20 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 3 名（教員） 

平成 21 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 3 名（学生 2名、教員 1名） 

平成 22 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 10 名（学生 4名・4名、教員 2名）※ 

平成 23 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 6 名（学生 4名、教員 2名） 

平成 24 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 6 名（学生 4名、教員 2名） 

平成 25 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 6 名（学生 4名、教員 2名） 

平成 26 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 4 名（学生 4名） 

平成 27 年度 受入 3 名（教員） ／ 派遣 5 名（学生 3名、教員 2名） 

平成 28 年度 受入 4 名（学生） ／ 派遣 6 名（学生 4名、教員 2名）  

平成 29 年度 受入 4 名（学生） ／ 派遣 4 名（学生 4名） 

平成 30 年度 受入 6 名（学生） ／ 派遣 4 名（学生） 

令和元年度 受入 4 名（学生） ／ 派遣 4 名（学生） 

※学生派遣時期を 4月上旬～5月中旬の約 1か月間から、3月上旬～4月中旬の約 1か月間

に時期を変更したため、年度内に学生を 2回派遣 

 

  イ ベラルーシ共和国：ベラルーシ医科大学、ゴメリ医科大学 

 平成 25 年 9 月にベラルーシ医科大学、ゴメリ医科大学とそれぞれ学術交流協定を締結。 

    本学から学生を短期留学派遣、ベラルーシ医科大学、ゴメリ医科大学から医師を短期間

招へいすることとした。 

    平成 28 年 1 月協定更新、平成 31 年 3 月協定更新。 
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   交流実績 

平成 25 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 26 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 27 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 28 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 29 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 2名（学生） 

平成 30 年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 2名（学生） 

令和元年度 受入 2 名（教員） ／ 派遣 3名（学生 2名、教員 1名） 

 

  ウ アメリカ：マウントサイナイ医科大学（ニューヨーク） 

    平成 25 年 6 月にマウントサイナイ医科大学の学生を災害医療研修で受入れしたことを

契機に平成 26 年 2 月に相互に学生を派遣研修させることを内容とする学術交流協定を締

結。平成 31 年 1 月協定更新、令和 4年 1月協定更新。 

 

   交流実績 

平成 25 年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 26 年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 1名（学生） 

平成 27 年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 2名（学生） 

平成 28 年度 受入 3 名（学生） ／ 派遣 2名（学生） 

平成 29 年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 2名（学生） 

平成 30 年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 2名（学生） 

令和元年度 受入 2 名（学生） ／ 派遣 2名（学生） 

 

  エ アメリカ：オハイオ州立大学放射線腫瘍学講座（コロンバス） 

    平成 29 年 6 月に人的交流の枠組みとして包括的な学術交流協定を締結。 

    放射線腫瘍学分野における若手研究者の育成促進のため、ポスドク、医学部生の短期派

遣を実施予定。令和 4年 10 月更新。 

 

   交流実績 

平成 30 年度 派遣 4名（学生 2名、教員 2名） 

令和元年度 派遣 4名（学生 2名、教員 1名、研修医 1名） 

 

  オ ベトナム：ホーチミン市医科薬科大学との国際学術交流 

    平成 28 年 8 月、公衆衛生･保健･医療分野における JICA 草の根技術協力事業で長年のカ

ウンターパートであったホーチミン市医科薬科大学と、人的交流の更なる促進のため包括

的な学術交流協定を締結、平成 31年 3月協定更新、令和 4年 3月協定更新。 

 

   交流実績 

平成 28 年度 派遣 2名（学生 1名、教員 1名） 

平成 29 年度 受入 2 名（医師） ／ 派遣 2名（学生 1名、教員 1名） 

平成 30 年度 派遣 4名（学生 2名、教員 2名） 

令和元年度 派遣 3名（学生１名、教員 2名） 

 

  カ ロシア：メーチニコフ名称国立北西医科大学 

    文部科学省の事業「日露の大学間連携による災害・被ばく医療科学分野におけるリーダ

ー育成事業」に採択されたことを受け、平成 30年 3 月に協定を締結。長崎大学と連携し運

営している共同大学院を中心として、平成 30 年度からは教員、学生の受入・派遣を行って

いる。 
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交流実績 

平成 30 年度 派遣 6名（教員 4名、学生 2名） 

令和元年度 受入 5名（学生） / 派遣 3名（学生 2名、教員 1名） 

令和２年度 受入 6名（学生） / 派遣 3名（学生 1名） ※共にオンライン 

令和３年度 受入 0名（学生） / 派遣 1名（学生 1名） ※オンライン 

 

  キ シンガポール：シンガポール国立大学医学部 

    令和 2 年 1 月、研究者間の関わりを深めるとともに、学生を含めた幅広い交流促進につ

なげるため、大学間交流協定を締結し、調印式をオンライン形式で実施。 

 

  ク 台湾：国立台湾大学医学院 

    令和 4 年 6 月に開催された「福島県の近代医学 150 周年記念シンポジウム」での国立台

湾大学医学院長の記念講演を契機に、令和 4 年 12月、医学研究の共同プロジェクト等の更

なる推進、学術セミナー等の共同開催、及び学生の交流促進を目的に学術交流協定を締結。 

 

② 国際機関との連携協定  

  ア オーストリア：国際原子力機関（IAEA：International Atomic Energy Agency） 

    平成 24 年 12 月、人の健康の分野における協力に関して協定を締結。 

協定の主な内容は以下のとおり： 

    ・IAEA による福島健康管理調査プロジェクトの実施支援。 

    ・IAEA 及び本学による、人の健康プログラム（放射線緊急医療を含む）に関する能力開

発及び研究協力。 

    ・会議、セミナー及びワークショップの開催。 

    ・専門家による支援及び情報の交換。 

 

研究者の往来数、或いは国際会議共同開催実績等 

年度 国際会議共同開催実績等 

平成 24 年度 ・IAEA 郡山会議（12 月 15 日～17 日） 

平成 25 年度 ・FMU-IAEA 国際学術会議（11月 21 日～24 日） 

平成 26 年度 ・第 2回 FMU-IAEA 国際学術会議 

・IAEA 国際専門家会議（5月 19 日～23日） 

・FMU-IAEA 国際学術会議（7月 25日～27 日） 

・FMU-IAEA Consultancy meeting（12 月 1 日～15日） 

平成 27 年度 ・IAEA 医学物理士会議（放医研）にスピーカー派遣 

・FMU-IAEA テクニカルミーティング及びトレーニングミーティ

ング（3月 9日～11日） 

平成 29 年度 ・IAEA－STS Consultancy Meeting（広島大）（5月 23 日～24日）

にスピーカー等として参加 

・IAEA-FMU Consultancy Meeting on Review and Future of STS

（医大）（8月 29 日～30日）開催 

平成 30 年度 ・IAEA－STS Consultancy Meeting（医大）（1月 16 日～17 日）

開催 

・放射線災害・医科学研究拠点第 3回国際シンポジウム（1/13～

1/14） 

令和元年度 ・FMU-IAEA テクニカルミーティング及びトレーニングミーティ

ング（医大）（5月 28 日～30日） 

・IAEA－STS Consultancy Meeting（IAEA）（12 月 11 日～12 日）

にスピーカー等として参加 

令和 2年度 ・IAEA－STS Consultancy Meeting（医大）（10 月 21 日～22 日）

開催 
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令和 3年度 ・IAEA テクニカルミーティング（広島大及びオンライン）（11 月

9 日～11 日） 

令和 4年度 ・IAEA Consultancy Meeting （オンライン）（6月 21 日～22日） 

・IAEA テクニカルミーティング（ハイブリッド）（11 月 2 日～4

日） 

 

  イ カナダ：国際放射線防護協会（ICRP：International Commission on Radiological 

Protection） 

    平成 26 年 2 月、放射線防護のシステムに関連する情報・アドバイスの提供等に関して協

定を締結。 

    協定の主な内容は以下のとおり： 

    ・ICRP による放射線防護のシステムに関連する情報・アドバイスの提供。 

    ・本学による情報やアドバイスの提供。 

    ・本学による後方支援の提供。 

    ・両者による共同事業の開発、等。 

 

研究者の往来数、或いは国際会議共同開催実績等 

年度 国際会議共同開催実績等 

平成 23 年度 ・第 1回ダイアローグセミナー（11 月 26 日～27 日） 

平成 24 年度 ・第 2回ダイアローグセミナー（2月 25 日～26 日） 

・第 3回ダイアローグセミナー（7月 7日～8日） 

・第 4回ダイアローグセミナー（11 月 10 日～11 日） 

平成 25 年度 ・第 5回ダイアローグセミナー（3月 2日～3日） 

・第 6回ダイアローグセミナー（7月 6日～7日） 

・FMU-ICRP Informal Meeting（7 月 8 日） 

・第 7回ダイアローグセミナー（11 月 30 日～12 月 1 日） 

平成 26 年度 ・第 8回ダイアローグセミナー（5月 10 日～11 日） 

・第 9回ダイアローグセミナー（8月 30 日） 

・第 10 回ダイアローグセミナー（12 月 6 日～7 日） 

平成 27 年度 ・第 11 回ダイアローグセミナー（5月 30 日～31 日） 

・第 2回 ICRP 放射線防護における倫理ワークショップ 

（6月 2日） 

・第 12 回ダイアローグセミナー（9月 12 日～13 日） 

平成 28 年度 ・ICRP 飯舘村フォローアップダイアローグセミナー（7 月 9 日

～10日） 

・双葉地方（川内村）におけるダイアローグセミナー（10月 1日

～2日） 

・双葉・大熊におけるダイアローグセミナー（3月 11日～12 日） 

平成 29 年度 ・ICRP Task Group 93 会議（7月 5日～7日） 

・伊達ダイアローグセミナー（7月 8日～9日） 

・ICRP Task Group 101 会議等（10 月 2 日～4日） 

・山木屋ダイアローグセミナー（11 月 25 日～26 日） 

平成 30 年度 ・福島ダイアローグセミナー（12月 15 日～16 日） 

令和 2年度 ・「ICRP 原子力事故後の復興に関する国際会議」(オンライン会

議、12 月 1 日～4日)に座長・スピーカー等として参加 

 

  ウ スイス：世界保健機関（WHO：World Health Organization） 

    平成 30 年 5 月、ふくしま国際医療科学センターが世界保健機関協力センターに指定を受

ける。 
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    世界保健機関協力センターとしての主な協力内容は以下のとおり： 

    ・緊急被ばく対応に関する各国能力強化。 

   ・原子力緊急事態により影響を受けた人々に対する事故後復興期及び長期的フォローア

ップ。 

    ・放射線災害準備及び対応に関する教育・訓練・情報の普及 等。 

 

研究者の往来数、或いは国際会議共同開催実績等 

年度 国際会議共同開催実績等 

平成 30 年度 ・世界保健機関協力センター第 3回アジアフォーラム 

（11月 22 日～23 日） 

 

 ③ 国際医学生連盟（IFMSA）の短期留学生 

   平成 22年度 フリードリヒ・シラー大学(1)、バスケント大学(1)、南デンマーク大学(1) 

   平成 25年度 エルマナール大学(1) 

   平成 26年度 ベルゲン大学(1)、東フィンランド大学(1) 

   平成 27年度 フローニンゲン大学(1) 

   平成 28年度 南デンマーク大学(1)、ソノラ大学(1) 

   平成 29年度 エストニア(1)、チュニジア(1)、ポルトガル(1) 

   平成 30年度 スウェーデン(1)、ポルトガル(1) 、スロバキア(1) 

  令和元年度  トルコ(1) 、ブラジル(1) 

   令和２年度  実績なし 

   令和３年度  実績なし 

 

④ 留学生（令和 4年 12月末日現在） 

   人数：2名 

出身国/地域：ネパール(2)  

 

⑤ 外国人教員（令和 4年 12月末日現在） 

    専任教員 796 名のうち外国人教員は 6名（0.8%） 

    出身国/地域：中国(2)、韓国(1)、イギリス(1)、アメリカ(1)、スーダン(1) 

 

(3) 福島大学 

福島大学では大学間交流協定に基づき海外の 53 大学と学術交流協定を締結している。また、

37 大学と学生交流協定を締結しており、学生の派遣・受入れによる交流を行っている。 

 

① 学術交流協定締結校 23 か国・地域 53 大学 

国名・地域 協定先 

中国 北京師範大学 

華東師範大学 

河北大学 

中南財経政法大学 

西南交通大学 

重慶理工大学 

台湾 国立台北大学 

文藻外語大学 

韓国 韓国外国語大学校 

ソウル市立大学校 

中央大学校 

培材大学校 

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 



47 

 

 ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学 

ホアセン大学 

トゥイロイ大学 

マレーシア マレーシア国際イスラム大学 

インドネシア シアクアラ大学 

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 

オーストラリア クィーンズランド大学 

アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学オークレア校 

ミドルテネシー州立大学 

ニューヨーク州立大学アルバニー校 

コロラド州立大学 

サンフランシスコ州立大学 

オザークス大学 

ジョージア大学 

セント・トーマス大学 

ルイジアナ州立大学 

カナダ ブリティッシュコロンビア大学 

マクマスター大学 

英国 ノーサンブリア大学 

グラスゴー大学 

ポーツマス大学 

ドイツ 

 

ルール大学ボーフム 

ハノーファー大学 

ルードヴィヒスハーフェン経済大学 

ミュンスター応用科学大学 

オランダ ハンザＵＡＳ・フローニンゲン大学 

スペイン サラゴサ大学 

ハンガリー カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学 

スロベニア リュブリャナ大学 

セルビア ベオグラード大学 

ルーマニア ブカレスト大学 

ベラルーシ ベラルーシ国立大学 

ロシア 極東国立交通大学 

ウクライナ ウクライナ国立生命環境科学大学 

チェルニーヒウ国立工科大学 

オデッサ国立環境大学 

ノルウェー ノルウェー生命科学大学 

トルコ アンカラ大学 

中東工科大学 

エーゲ大学 

（令和 4年 12 月末日現在） 

 

② 学生交流協定締結校 17 か国・地域 37 大学 

国名・地域 協定先 

中国 華東師範大学 

河北大学 

重慶理工大学 

台湾 台北大学 

文藻外語大学 
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韓国 韓国外国語大学校 

ソウル市立大学校 

中央大学校 

培材大学校 

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 

トゥイロイ大学 

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 

アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学アルバニー校 

コロラド州立大学 

サンフランシスコ州立大学 

オザークス大学 

セント・トーマス大学 

ルイジアナ州立大学 

英国 ノーサンブリア大学 

グラスゴー大学 

スターリング大学※ 

ウィンチェスター大学※ 

ドイツ ルール大学ボーフム 

ハノーファー大学 

ルードヴィヒスハーフェン経済大学 

ミュンスター応用科学大学 

オランダ ハンザＵＡＳ・フローニンゲン大学 

スペイン サラゴサ大学 

ハンガリー カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学 

スロベニア リュブリャナ大学 

セルビア ベオグラード大学 

ルーマニア ブカレスト大学 

ベラルーシ ベラルーシ国立大学 

ロシア 極東国立交通大学 

トルコ アンカラ大学 

中東工科大学 

エーゲ大学 

（令和 4年 12 月末日現在） 

※ スターリング大学、ウィンチェスター大学は、本学学生派遣に係る付帯協定を締結 

 

≪令和 4年度学生交流実績≫（令和 4年 12月末日現在） 

・交換留学派遣 （計 8名） 

文藻外語大学(1)、ノーサンブリア大学(1)、グラスゴー大学(1)、オザークス大学(1)、 

ルードヴィヒスハーフェン経済大学(1)、ハンザＵＡＳ・フローニンゲン大学(1)、 

サラゴサ大学(1)、中東工科大学(1) 

 

・交換留学受入 （計 16名） 

河北大学(3)、文藻外語大学(2)、ルール大学ボーフム(3)、ハノーファー大学(1)、 

ルードヴィヒスハーフェン経済大学(3)、ベラルーシ国立大学(1)、 

カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学(3) 

 

③ 外国人教員（令和 4年 12月末日現在） 

専任教員数： 228 名のうち 12名（5.3％） 

出身国/地域：韓国（4）、カナダ（2）、ドイツ（1）、ロシア（1）、アメリカ（1）、中国（1）、 

ウクライナ（1）、バングラデシュ（1） 
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④ 留学生（令和 4年 12 月末日現在） 

人数：87名（オンライン受講学生含む） 

出身国/地域：中国(28)、ベトナム(18)、マレーシア(13)、ドイツ(7)、ハンガリー(5)、台

湾(3)、バングラデシュ(2)、セルビア(2)、モンゴル(1)、タイ(1)、インド

ネシア(1)、韓国(1)、ベネズエラ(1)、ベラルーシ(1)、シンガポール(1)、

スーダン(1)、ブラジル(1) 

 

 (4) 日本大学工学部 

 ① 学術交流締結校（令和 4年 12 月末日現在） 

提携先国名 提携校名 

アメリカ テキサス大学オースチン校工学部 

スウェーデン ウメヲ大学理工学部 

インドネシア 

ジェンデラル・スディルマン大学 

バンドン工科大学 

ディポネゴロ大学 

インド インド工科大学カンプール校 

イギリス アベリストウィス大学 

チェコ チェコ科学アカデミージオニクス研究所 

 

② テキサス大学オースチン校工学部との交流実績 

提携期間（希望期間） 交流実績 

1990.9.1-1995.8.31 
・教員５名、大学院生８名を派遣 

・学術研究等について情報交換を行った。 

1995.9.1-2000.8.31 

・教員４名、大学院生２名を派遣 

・テキサス大学より教員４名を招へいし、特別講義・セミナー・共同研究打

合せを行った。（1998.7.5-1998.7.11） 

・学術研究等について情報交換を行った。 

2000.9.1-2005.8.31 ・学術研究等について情報交換を行った。 

2005.9.1-2010.8.31 

＜事業計画＞ 

・短期語学研修等を行い、学生の交換を行った。 

・学術研究等の情報交換を行った。 

2010.9.1- 

＜事業計画＞ 

・短期語学研修等を行い、学生の交換を行った。 

・学術研究等の情報交換を行う 

・博士課程への進学実績あり 

・教職員の派遣・招聘あり 

2015.9.1～ 

＜事業計画＞ 

・大学院生１名を派遣 

・学術研究等の情報交換を行う 

 

③ ウメヲ大学理工学部との交流実績 

年度 交流実績 受入・派遣人数 

平成 15 年度 平成 15 年 11 月 26 日～12 月 4日（9日間） 派遣者：1名 

平成 16 年度 平成 16 年 10 月 24 日～10 月 29 日（6日間） 訪問者：8名 

平成 17 年 1月 23 日～1月 30 日（8日間） 派遣者：11 名 

平成 17 年度 平成 17 年 10 月 25 日～11 月 2日（9日間） 派遣者：1名 

平成 17 年 10 月 25 日～10 月 31 日（7日間） 派遣者：1名 

平成 18 年 2月 20 日（1日間） 訪問者：11 名 

平成 18 年度 平成 18 年 5月 28 日～6月 7日（11 日間） 派遣者：14 名 
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平成 18 年 11 月 14 日～11 月 17 日（4日間） 訪問者：6名 

平成 19 年 3月 28 日～3月 31 日（4日間） 派遣者：1名 

平成 19 年度 平成 19 年 10 月 27 日～11 月 1日（6日間） 招聘者：1名 

平成 20 年度 平成 20 年 6月 22 日～6月 26 日（5日間） 派遣者：1名 

平成 20 年 11 月 20 日～11 月 23 日（4日間） 訪問者：1名 

平成 21 年度 平成 21 年 8月 18 日～8月 22 日（5日間） 派遣者：1名 

平成 21 年 8月 28 日～9月 6日（10 日間） 派遣者：1名 

平成 21 年 10 月 26 日～10 月 29 日（4日間） 派遣者：1名 

平成 23 年度 平成 24 年 3月 24 日～3月 30 日（7日間） 派遣者：1名 

平成 24 年度 平成 24 年 10 月 16 日～10 月 17 日（2日間） 

平成 24 年 10 月 25 日～11 月 4日（10 日間） 

訪問者：2名 

派遣者：1名 

平成 25 年度 平成 25 年 11 月 24 日～11 月 28 日（5日間） 派遣者：2名 

平成 27 年度 平成 27 年 11 月 27 日～12 月 4日（8日間） 派遣者：1名 

平成 29 年度 平成 30 年 3月 1日～3月 9日（9日間） 派遣者：1名 

 

 ④ ベルガモ大学との交流実績 

年度 交流実績 

平成 26 年度 平成 26 年 8月 27 日～9月 6日（11 日間） 

平成 27 年 1月 4日～1月 12 日（9日間） 

学術研究等について情報交換を行った。 

平成 27 年度 平成 27 年 8月 31 日～9月 11 日（12 日間） 

平成 27 年 12 月 17 日～12 月 28 日（12 日間） 

学術研究等について情報交換を行った。 

平成 28 年度 平成 28 年 6月 8日～6月 15 日（8日間） 

平成 29 年 3月 27 日～3月 31 日（5日間） 

学術研究等について情報交換を行った。 

平成 29 年度 平成 29 年 4月 1日～4月 4日（4日間） 

平成 29 年 9月 3日～9月 10 日（8日間） 

平成 29 年 12 月 16 日～12 月 20 日（5日間） 

平成 30 年 3月 6日～3月 10 日（5日間） 

学術研究等について情報交換を行った。 

平成 30 年度 平成 30 年年 9月 1日～9月 7日（7日間） 

学術研究等について情報交換を行った。 

 

⑤ ジェンデラル・スディルマン大学との交流実績 

年度 交流実績 

平成 29 年度 平成 29 年 6月 8日 

平成 29 年 7月 11 日 

学術研究等について情報交換を行った。 

 

⑥ サクロ・クオーレカトリック大学との交流実績 

年度 交流実績 

平成 29 年度 平成 29 年 12 月 18 日 

学術研究等について情報交換を行った。 

 

⑦ バンドン工科大学との交流実績 

年度 交流実績 

平成 30 年度 平成 30 年 11 月 30 日 

学術研究等について情報交換及び当該大学院生へ講義を行った。 
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⑧ インド工科大学カンプール校との交流実績 

年度 交流実績 

平成 30 年度 

 

平成 30 年 2月 23 日～3月 16 日 

学術研究等について情報交換を行った。 

令和元年度 

 

令和元年 9月 12 日 

来学し、学術研究等について情報交換を行った。 

 

 (5) 東日本国際大学 

① 大学間交流協定締結校 

提携先国名 提携校名 

アメリカ 

ハワイ州カウアイ・コミュニティ・カレッジ（2011.5） 

ワシントン州立大学トライシティーズ校（2022.9） 

コロンビアベイスン短期大学（2022.9） 

韓国 
成均館大学校(1996.6)  世京大学(1997.1)   金浦大学(2001.10)  慶南大学校

（2016.9） 

台湾 和春技術学院(1995.12)  開南大学(2008.7) 

中国 

 

曲阜師範大学(1996.5)   曲阜師範学校(1993.3) 撫順師範高等専科学校(1993.3) 

中国政法大学(1999.10)  安徽大学(2009.9)     大連民族大学(2000.10)  

香港孔教学院(2002.6)   瀋陽体育学院(2002.7) 山東大学（2011．10） 

タイ ファースト・クローバル・コミュニティ・カレッジ（2001.1） 

イギリス カンタベリー・クライスト・チャーチ大学（2017.6） 

 

② 交流内容 

平成 19 年度 ・曲阜師範学校、香港孔教学院代表が本学を訪問、孔子祭に参加(H19.6) 

・撫順市友好交流代表団が本学を訪問(H19.6) 

・国際センター長他が香港孔教学院を訪問(H19.9) 

・曲阜師範学校代表が本学を訪問、鎌山祭を見学(H19.10) 

・上海電気学院代表が本学を訪問(H19.10) 

平成 20 年度 ・香港孔教学院、和春技術学院代表が本学を訪問、孔子祭及び論文発表会に参加(H20.6) 

・国際センター長他が開南大学を訪問、交流協定を締結(H20.7) 

・国際センター長他が和春技術学院校長を訪問(H20.7) 

・国際センター次長他が成均館大学校を訪問、交流活動の打合せ(H20.9) 

・事務局長、国際センター長他が上海電気学院創立 55 周年記念式典・国際フォーラム

に参加(H20.10) 

・附属高校生徒 111 名が修学旅行で成均館大学校を訪問(H20.11) 

・事務局長、国際センター長他が成均館大学校を訪問(H20.12) 

平成 21 年度 ・成均館大学校、香港孔教学院代表が本学を訪問、孔子祭に参加(Ｈ21.6) 

・経済情報学部生 1名が協定に基づき大連民族学院へ短期留学(H21.8～11) 

・安徽大学副学長他 12 名が本学を訪問(H21.10) 

・事務局長、副学長、国際センター長が成均館大学校を訪問(H21.11) 

平成 22 年度 ・理事長、副学長、国際センター長が成均館大学校を訪問し孔夫子誕降 2561 年春期釈

尊大祭（孔子祭）に参加。（H22.5） 

・国立台湾大学、成均館大学校、安徽大学、香港孔教学院の代表者が本学訪問、孔子祭、

国際交流懇親会（トークラウンジ）に参加。 

・経済情報学部 准教授１名が協定に基づき成均館大学校、儒学東洋学部に共同研究員

として派遣。（H22.７～9） 

・国際センター長が成均館大学校を訪問。（H22.7） 

・副理事長、留学生別科長、国際センター長が中国山東大学訪問（H22.9） 

・副理事長、国際センター長、国際センター職員 3名が成均館大学校を訪問（H22.9） 
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・韓国・世京大学訪問団が本学を視察（H22.10） 

・本学経済情報学部教員が中国山東大学文史哲研究院に派遣。（H23.2～3） 

平成 23 年度 ・理事長・国際センター長がアメリカ・ハワイ州のカウアイ島を訪問し、カウアイ・コ

ミュニティ・カレッジとの友好協定の打合せを実施（H23.2）し、姉妹校を協定締結

（H23.5） 

・副理事長・国際センター長・本学教員一人が韓国の成均館大学校を訪問（H23.7） 

・理事長・教授が香港孔教学院の孔子祭に参加（H23.9） 

・副理事長が団長とする中国山東大学訪問団（7人）が山東大学にて開催される創立 110

周年記念国際シンポジウムに参加し、学術交流を図るとともに姉妹校協定を締結

（H23.10） 

平成 24 年度 ・本学経済情報学部教員 1 名が台湾和春技術学院を訪問し、国際シンポジウムで講演

（H24.4） 

・台湾和春技術学院から 2名の学生が研修の為来学（H24.6） 

・協定締結校の韓国成均館大学校、中国山東大学、香港孔教学院を始め、今後の交流が

期待される国立台湾大学からの代表者が来学し、孔子祭及びシンポジウムに参加し

た。（H24.6） 

・韓国成均館大学校に本学国際センター長、経済情報学部教員が訪問し、韓国成均館大

学校の儒学大学院長と交流し、両学の協力関係をより深めるようになった。 （H24.7） 

平成 25 年度 ・協定締結校の韓国成均館大学校、中国山東大学、国立台湾大学からの代表者が来学し、

学校法人昌平黌創立 110 周年記念式典、孔子祭及びシンポジウムに参加した。 

（H25.6） 

・韓国成均館大学校に本学理事長、国際センター長、経済情報学部教員が訪問し、韓国

成均館大学校の儒学大学院長と交流し、両学の協力関係をより深めるようになった。

（H25.7） 

・国際センター係長が台湾和春技術学院を訪問し、現地の教職員及び学生と交流した

（H25.7） 

・国際センター係長がネパールの日本語教育機関を訪問し、本学への留学理解を深め

る。現地の学生と交流した(H25.7) 

・本学経済情報学部教授が中国山東大学を訪問し、現地の教職員及び学生と交流

（H26.2） 

・本学学長が、ふくしまフェスティバル IN ハノイに参加（H25.11） 

平成 26 年度 ・国立台湾大学及び孔子第 79 代直裔が本学を訪問（H26．6） 

・教育研究・交流のため、協定提携校中国山東大学教員 2名を受入れ（H26．10～11） 

・本学理事長が協定提携校韓国成均館大学校を 2回訪問（H26．7・10） 

・本学教員及び学生が協定提携校韓国成均館大学校を訪問（H26．8） 

平成 27 年度 ・日中韓三か国シンポジウムに理事長、儒学文化研究所長、東洋思想研究所長・副所長

及び教員が参加 

・学生による海外研修・異文化交流 

・教員による韓国成均館大学校での研修・交流 

・学生がイギリスに行き、英語特別講座など異文化交流 

平成 28 年度 ・学生による海外研修（2016.9） 

・韓国慶南大学校関係者が来学・学術交流（2016.9） 

・イギリスカンタベリー・クライスト・チャーチ大学教員が来学・交流（2016.10） 

・嘉悦大学学長補佐であるビシュワ ラズ カンデル氏が来学し、ネパール留学生指導要

領について講義（2016.10） 

・中国上海専門学校関係者が来学・交流（2016.10） 

・学術交流・教育関係交流のため、本学による大連民族大学訪問（2016.12） 

・カナダのクィーンズ大学教員が来学・交流（2017.1） 

・アメリカのオースティン・コミュニティ・カレッジ教員が来学・交流（2017.1） 

・学生がイギリスに行き、英語特別講座など異文化交流（2017.2） 

・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2017.3） 
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平成 29 年度 ・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2017.4） 

・理事長、学長の韓国慶南大学校訪問（2017.4） 

・理事長、学長の韓国成均館大学校及び成均館訪問（2017.4） 

・韓国慶南大学校総長・前統一部長官が来学・記念講演等学術交流（2017.6） 

・イギリスカンタベリー・クライスト・チャーチ大学教員が来学・協定調印式（2017.6） 

・理事長、大学教職員の韓国成均館大学校訪問・交流（2017.7） 

・本学学部生が大連民族大学へ短期語学留学（2017.8～9） 

・姉妹校イギリスカンタベリー・クライスト・チャーチのターナー先生によるイギリス

紹介のプレゼンテーション（2017.10） 

・日中友好交流キャンプ（2017.11） 

・駐エジプト日本大使館の大使による講演（2017.11） 

・東日本国際大学海外事務所全体会議（2018.2） 

・日本語スピーチコンテスト参加（2018.2） 

・学生がイギリスに行き、英語特別講座など異文化交流（2018.2～3） 

・エジプト考古学研究所によるエジプトツアー（2018.3） 

・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2018.3） 

平成 30 年度 ・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2018.4） 

・第八回太平洋・島サミット期間中、本学学生は交際交流の一環として活動に参加

（2018.5） 

・学生がイギリスに行き、カンタベリー・クライスト・チャーチ大学にて英語特別講座

など異文化交流（2018.9～10） 

・韓国成均館大学校・中国山東大学などの提携校が参加した本学で行った第七回日中韓

国際学術シンポジウムを通して、互いに学術交流を深めた（2018.6） 

・海外研修として、本学学生 4名が韓国へ行って提携校の成均館大学校を訪問し交流し

ていた（2018.8） 

・本学学生による日本語スピーチコンテスト参加（2018.10） 

・本学学生は地域小中高学校の生徒達と国際交流（2018.11/2019.1） 

・ペルーからの学生が本学を訪問し、日本文化を体験（2019.1） 

・本学情報発信チーム「グローバルネットワーク」が日ごろ、学生の目線でいわき市の

魅力を広く発信している（通年） 

・本学理事長孔子第 77 代嫡生誕 100 年記念行事に参加し、韓国成均館大学校及び大和

大学と交流（2019.1） 

・学生がイギリスに行き、カンタベリー・クライスト・チャーチ大学にて英語特別講座

など異文化交流（2019.2） 

・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2019.3） 

令和元年度 ・タイ青少年訪日団が来学・異文化学習及び交流（2019.4） 

・異文化交流事業「留学生と市民とのつどい」（料理教室 2019.7） 

・姉妹校表敬訪問（韓国成均館大学校 2019.7 2019.11） 

・福島復興創世研究所員米国ハンフォード地域訪問（2019.7） 

・海フェス 2019in 薄磯（留学生が運営スタッフとして参加 2019.7） 

・海外研修（台湾 開南大学 2019.8） 

・広野町との復興事業「大正大学とスタディツアーに留学生も参加（2019.8） 

・第 8回日中韓国際学術会議（中国青島 山東大学主管 2019.9） 

・留学生と中学生の異文化交流会（いわき市立中央台北中学校 2019.9） 

・ミャンマーの卒業生との交流会（2019.10） 

・福島復興創世研究所主催公開セミナー「米国ハンフォードの知見に学ぶ復興創生」開

催（2019.11） 

・いわき地球市民フェスティバル「日本語スピーチコンテスト」（2019.12） 

・ペルー青少年研修団来学（2020.1） 

・本学主催の国際シンポジウム「米国ハンフォードの知見に学ぶ福島浜通りの復興創

生」開催（2020.1） 
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・「中南米・北米移住者子弟研修受入事業」として、グローバルネットワークプラスの

方々と研修生との交流（2020.1.） 

・いわき市国際交流協会主催「留学生との交流事業・日本料理教室」（2020.1） 

・英語講座（英国）研修（英国カンタベリーCCCU 2020.2～3） 

令和 2年度 ・日本 5 大学協働事業 福島復興シンポジウム「福島復興に必要な国際教育研究拠点と

は何か？地域再生と社会イノベーションを考える」を開催（2020.08） 

・東日本大震災 と原発事故からの 10 年「災害現場の初動から真の復興、そしてウィ

ズコロナの未来へ向けて」を開催（2020.10） 

・第 19 回地球市民フェスティバル「オンライン日本語スピーチコンテスト」（2020.11） 

・本学エジプト研究所第 5回公開研究会 オンラインで開催（2020.12） 

・オンライン国際セミナー『米国ハンフォードの知見に学ぶ福島浜通りの復興創生「大

西・トリプレット レポート」を踏まえて』開催（2021．01） 

・英語講座（英国）研修 オンライン（英国カンタベリーCCCU 2021.02～03） 

令和 3年度 ・本学留学生が福島県立高校の異文化交流に講師として参加（2021.7/2021.10） 

・いわき地区商工会女性会員との交流（2021.8） 

・いわき旅づくりプロジェクト事前学習に参加し住民と交流（2021.10）                               

・広野中学校のグローバルディに本学の留学生を講師として派遣している（2021.10～） 

・第 9回日中韓国際学術シンポジウム（オンライン）（2021.11） 

・第 20 回いわき地球市民フェスティバル日本語スピーチ動画コンテストで、本学留学

生が多数参加し優勝を果たした（2021.11） 

令和 4年度 ・ウクライナ学生がいわき消防署訓練参加、地域住民と交流（2022.6） 

・いわき FC 観戦を通して地域住民と国際交流を深める（2022.6） 

・南米等の学生が国際交流の一環として日本文化体験（2022.7） 

・いわき在住ベトナム人日本語弁論大会に本学留学生が最優秀賞受賞（2022.10） 

・台湾開南大学中国語研修（オンライン）に本学日本人学生が参加（2022.10） 

・グローバル・ティに本学留学生が参加（広野町中学校・幼稚園）（2022.10～2023.2） 

・中南米及び北米の移住者子弟と本学留学生の交流イベント（2023.2） 

・姉妹校である英国カンタベリー・クライスト・チャーチ大学における語学研修「英語

講座（英国）」に本学学生が参加（2023.2～3） 

・協定校であるワシントン州立大学トライシティーズ校及びコロンビアベイスン短期

大学における海外研修に本学学生が参加（2023.3） 

 

 (6) 桜の聖母短期大学 

ア 姉妹校提携 

 ①米国  1992 年 11 月 セイクレッド・ハート大学（コネチカット州）と姉妹校締結 

②米国  1994 年 7 月 コンコーディア大学（オレゴン州）と姉妹校締結 

③米国  1998 年 10 月 セントルイス大学（ミズリー州）と姉妹校締結 

④カナダ 2017 年 6 月 マリアノポリス大学（ケベック州モントリオール）と姉妹校提携 

 

イ 米国ホームステイの実績（期間：29 日間のホームステイ） 

ホームステイの体験を通して異文化の理解を図り、学生の国際的視野を涵養することを目

的とした研修。 

実施年月 研修地 参加人数 

1979 年 12 月 ロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコ 学生 34 名、教員 2名 

1980 年 7 月 ロサンゼルス、ハワイ、サンフランシスコ 学生 40 名、教員 2名 

1981 年 7 月 バンクーバー、ホノルル、サンフランシスコ 学生 49 名、教員 2名 

1982 年 7 月 サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルル 学生 25 名、教員 2名 

1984 年 7 月 サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルル 学生 73 名、教員 4名 

1986 年 7 月 シアトル、カルガリー、バンフ、ジャスパー 学生 92 名、教員 6名 

1989 年 8 月 シアトル、バンクーバー、ビクトリア、バンフ 学生 77 名、教員 5名 

1990 年 8 月 ポートランド、ニューヨーク、アトランタ 学生 58 名、教員 3名 
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1991 年 8 月 ポートランド、ニューヨーク、アトランタ 学生 76 名、教員 3名 

1992 年 8 月 ミドルタウン、ニューヨーク、オーランド、ニューオリンズ 学生 50 名、教員 3名 

1993 年 7 月 ミドルタウン、ニューヨーク、オーランド、ニューオリンズ 学生 44 名、教員 2名 

 

ウ ヨーロッパ研修（期間：11 日間の研修旅行） 

本学の創立者である聖マルグリット・ブールジョアの生誕の地を訪ね、本学の精神のルー

ツに触れ、ヨーロッパの生活文化を探ることを目的とした研修。引率教員 1名～2名 

実施年月 研修地 参加人数 

1983 年 7 月 オランダ、スイス、パリ、イギリス 学生 12 名、教員 1名 

1985 年 7 月 西ドイツ、イギリス、フランス 学生 40 名、教員 2名 

1987 年 7 月 イギリス、フランス、ドイツ 学生 44 名、教員 2名 

1989 年 8 月 イギリス、フランス、ドイツ 学生 41 名、教員 2名 

1991 年 8 月 イギリス、フランス、ドイツ 学生 36 名、教員 2名 

 

エ インド研修（期間：約 21日間の研修マザー・テレサの施設でのボランティア活動含む） 

キリスト教見地から見た「国際化」は単なる先進国追随ではなく、真の新しい地平を見よ

うとするなら発展途上国の兄弟達に触れ、奉仕の精神を持たせることが必要だという見地か

ら、インドのマザー・テレサの施設で奉仕活動を行う。引率教員 1名～2名 

実施年月 研修地 参加人数 

1982 年 3 月 ボンベイ、ホナヴァ、デリー、ウタクモンド、ゴア 学生 1名 

1983 年 3 月 ボンベイ、ホナヴァ、デリー、コーチン、マンガロール、ゴア 学生 4名 

1984 年 3 月 ボンベイ、ホナヴァ、コーチン、ウタクモンド、マンガロール 学生 2名 

1985 年 3 月 カルカッタ、ボンベイ、ゴア、デリー、ジャイプル 学生 7名 

1987 年 3 月 カルカッタ、ボンベイ、ゴア、デリー、ジャイプル 学生 5名 

1988 年 3 月 ボンベイ、ホナヴァ、ゴア、デリー、アグラ、ジャイプル 学生 5名 

1989 年 3 月 ボンベイ、ホナヴァ、ゴア、デリー、アグラ、ジャイプル 学生 6名 

1990 年 3 月 カルカッタ、アグラ、デリー、ボンベイ、ホナヴァ、ゴア 学生 6名 

1992 年 2 月 カルカッタ、デリー、ボンベイ、アグラ 学生 21 名 

 

オ 国際ボランティア（米国：オレゴン州ポートランド市 コンコーディア大学） 

福祉の先進国であるアメリカの福祉の実情に触れることで、本学で学んだ福祉の内容を更

に発展させ、応用・実践することを目的とした研修。 

実施年月日 参加人数 

1994 年 7 月 15 日～8月 6日 学生 45 名、教員 2名 

1995 年 7 月 28 日～8月 19 日 学生 40 名、教員 1名 

1996 年 7 月 12 日～8月 3日 学生 41 名、教員 1名 

 

カ 英語学科２か月・３か月留学（米国・カナダ） 

本学教員が複数名で引率し、留学先大学にて正課授業を行う。学生はホームステイ先から

現地大学に通学する。英語を母国語とする国で英語及びその国の文化を学ぶプログラムであ

る。現地で取得した単位はそのまま認める。 

実施年月 研修地 参加人数 

1994 年 5 月～7月 カリフォルニア州ピッツァ・カレッジ 学生 88 名、教員 2名 

1995 年 5 月～7月 コネチカット州 セークレッドハート大学 学生 80 名、教員 2名 

1996 年 5 月～7月 コネチカット州 セークレッドハート大学 学生 84 名、教員 2名 

1997 年 5 月～7月 コネチカット州 セークレッドハート大学 学生 80 名、教員 2名 

1998 年 5 月～7月 ミズーリ州 セントルイス大学 学生 80 名、教員 2名 

1999 年 5 月～7月 ミズーリ州 セントルイス大学 学生 80 名、教員 2名 

2000 年 5 月～7月 ミズーリ州 セントルイス大学 学生 76 名、教員 2名 

2001 年 5 月～7月 ミズーリ州 セントルイス大学 学生 69 名、教員 2名 
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2002 年 5 月～7月 カナダ アルバータ州 セント メーリーズ大学 学生 56 名、教員 2名 

2003 年 5 月～7月 カナダ アルバータ州 セント メーリーズ大学 学生 47 名、教員 2名 

2004 年 5 月～7月 カナダ アルバータ州 セント メーリーズ大学 学生 70 名、教員 2名 

2005 年 5 月～7月 カナダ アルバータ州 セント メーリーズ大学 学生 59 名、教員 2名 

2006 年 5 月～7月 カナダ ノーザンブリティッシュ コロンビア大学 学生 47 名、教員 2名 

2007 年 5 月～7月 カナダ ノーザンブリティッシュ コロンビア大学 学生 46 名、教員 2名 

2008 年 5 月～7月 アメリカ ユタ州 ユタ州立大学 学生 43 名、教員 2名 

2009 年 5 月～7月 
アメリカ ユタ州 ユタ州立大学 

（希望したが、新型インフルエンザの影響により中止） 
 

2010 年 5 月～7月 アメリカ ユタ州 ユタ州立大学 学生 26 名、教員 2名 

2011 年 7 月～9月 
アメリカ ユタ州 ユタ州立大学 

（希望したが、東日本大震災による学事暦変更により中止） 
 

 

キ 桜の聖母短期大学 短期留学プログラム  

   旅行社主催のプログラムを本学の 1 か月語学学習プログラムとして実施。ホームステイ及

び語学研修を行う。 

実施年月日 研修地 参加人数 

2012年 2月 6日～3月 18日 カリフォルニア州サンディエゴ カプランインターナショナル  学生14名 

2013年 2月 10日～3月 3日 カリフォルニア州サンフランシスコ ILSC－SAN FRANCISCO 学生12名 

 

 ク  桜の聖母短期大学 海外研修プログラム 英語研修・国際ボランティア 

桜の聖母短期大学のルーツであるカナダ（モントリオール・キングストン・トロント）を

訪れ、建学の精神の理解・英語研修の実施・国際ボランティアプロジェクトへの参加・歴史

のある地区やカナダの自然を感じる場所への観光等を通し、国際的視野を広げることを目的

として 2013 年から開始したプログラムである。2017 年 6 月には、英語研修先として訪問し

ていた、モントリオールにあるマリアノポリス大学（Marianopolis College）と姉妹校提携

をした。 

プログラムの内容は、モントリオールにある本部修道院を訪問し、創設者の足跡を辿り、

建学の精神の理解を深め、マリアノポリス大学（姉妹校）にて現地の教員による語学研修と

現地の大学生との交流を通してカナダの文化や歴史、習慣を学ぶと共に英語力を身につけた

上で、国際的ボランティアをキングストン・トロントで行う。 

実施年月日 研修地 参加人数 

2013 年 9 月 2日～9月 16 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 19名、教員 2名 

2014 年 9 月 1日～9月 15 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 9名、教員 2名 

2015 年 9 月 4日～9月 17 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 16名、教員 2名 

2016 年 9 月 3日～9月 16 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 11名、教員 2名 

2017 年 9 月 2日～9月 15 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 7名、教員 2名 

2018 年 9 月 1日～9月 13 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 13名、教員 2名 

2019 年 8 月 31 日～9月 13 日 カナダ：モントリオール、トロント、キングストン 学生 10名、教員 2名 

2020 年は 9月 7日～9月 20 日で研修を予定したが、コロナ禍で中止となった。 

2021 年・2022 年もコロナ禍のため研修は中止とした。 

 

(7) 郡山女子大学 

① 姉妹校提携 

   米国 1995 年 ハワイ州立大学大コミュニティカレッジと姉妹校締結。 

 

② 姉妹校との交流 

   1996 年～2005 年  附属高校英語科の学生を中心に、夏休みを利用したハワイ大学での短

期語学研修を実施。 

   2012 年       附属高校生徒のハワイ大学語学研修復活。 
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2013 年      元ハワイ大学副学長兼ハワイ大学コミュニティカレッジ総長 津野

田・ジョイス・幸子氏による講演会実施。 

   2014 年 8 月 31 日 大学・短大の学生を対象にした「グローバル・レディ育成研修ツアー 

～9月 7日  in ハワイ 2014」を実施。 学生 7名教員 1名 

   2016 年 8 月 30 日 大学・短大の学生を対象にした「グローバル・レディ育成研修ツアー 

～9月 6日  in ハワイ 2016」を実施。 学生 13名教員 1名 

   2017 年 8 月 28 日 大学・短大の学生を対象にした「グローバル・レディ育成研修ツアー 

～9月 4日  in ハワイ 2017」を実施。 学生 43名教員 1名 

2018 年 8月 24 日 大学・短大の学生を対象にした「グローバル・レディ育成研修ツアー 

～8月 31 日  in ハワイ 2018」を実施。 学生 24名教員 1名 

2019 年      附属高校生徒の修学旅行先がハワイに。 

 

③ 国際交流語学講座 

   県内の社会人を対象とした語学講座を 2012 年 10 月より実施。 

   令和元年度  講師は全てネイティブ・スピーカー 

  【前期】 

英語（初級） 受講者  17 名 

英語（中級） 受講者   6 名 

   中国語    受講者   7 名 

   

  【後期】 

英語（初級） 受講者  16 名 

   英語（中級） 受講者   7 名 

  中国語       受講者   6 名 

 

  ＊令和 2年度・3 年度はコロナ禍のため休講 

 

④ 外国人教員 

専任教員 84 名のうち外国人教員 2名 

外国人教員の出身国は、アメリカ（2名） 

 

(8) 医療創生大学 

① 留学生（令和 4年 12月末日現在） 

  人数：5名 

  国籍：韓国(5) 

 

② 国際交流事業 

  学術教育に関する連携協定締結校 

連携協定締結日 締結先 国名 

2019 年 8月 23 日 シンガポール工科大学 シンガポール 

2019 年 8月 30 日 マーサ大学 マレーシア 

2021 年 2月 11 日 タシケント薬科大学 ウズベキスタン 

2022 年 9月 20 日 アイシャ大学 インドネシア 

2023 年 3月 7日 トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 マレーシア 

 

 ③ 外国人教員 

〈教員〉専任教員 104 名のうち、外国人教員は 4名 

外国人教員の出身国は、韓国(2)、アメリカ（1）、シンガポール（1） 
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(9) 奥羽大学 

国際交流協定 

国名 韓国 

締結先（大学名等） 慶熙大学 

締結時期 １９７５年（昭和５０年）１０月 

締結内容 学術交流を中心とした国際交流を行っている。大学間の友好、研究の情報

交換、学生・教職員の交流を目的としている。 

 

(10) 福島学院大学 

 ① 国際交流協定 

   令和４年度現在なし 

② 外国人教員 

〈教員〉専任教員 57 名のうち外国人教員は 1名（1.8％） 

外国人教員の出身国は、ポーランド(1) 

 

(11) 福島工業高等専門学校 

 ① 国際交流協定 

国名 フランス 

締結先（大学名等） リール第一大学付属リールＡ技術短期大学 

トゥール大学付属ブロワ技術短期大学 

ヴァラシエンヌ大学付属ヴァラシエンヌ技術短期大学 

リトラル大学付属リトラルコートドパル技術短期大学 

締結時期 ２０１０年（平成２２年）５月１０日 

締結内容 東北地区等の高専によるコンソーシアムと、フランス技術短期大学

によるコンソーシアムによる包括協定。 

教職員及び学生の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 フランス 

締結先（大学名等） アルトワ大学付属ベテューヌ技術短期大学 

アルトワ大学付属ランス技術短期大学 

締結時期 ２０１２年（平成２４年）６月１５日 

締結内容 東北地区等の高専によるコンソーシアムと、フランス技術短期大学

によるコンソーシアムによる包括協定。 

教職員及び学生の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 フィンランド 

締結先（大学名等） ヘルシンキメトロポリア応用科学大学、トゥルク応用科学大学 

締結時期 ２０１２年（平成２４年）２月３日 

締結内容 東北地区等の高専によるコンソーシアムと、フィンランドの大学に

よるコンソーシアムによる包括協定。 

学生及び教職員の交流並びに専門技術，知識及び情報の共有を行う。 

国名 ブラジル 

締結先（大学名等） サンパウロ大学サンカルロス校工学部 

締結時期 ２０１３年（平成２５年）４月２日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 オーストラリア 

締結先（大学名等） ジェイムズクック大学 

締結時期 ２０１４年（平成２６年）１０月１７日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 
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国名 メキシコ 

締結先（大学名等） グアナファト大学 

締結時期 ２０１５年（平成２７年）８月１２日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 カナダ 

締結先（大学名等） バンクーバーアイランド大学付属高校 

締結時期 ２０１７年（平成２９年）３月６日 

締結内容 学生の学術・文化交流を行う。 

国名 中国 

締結先（大学名等） 大連東軟信息学院 

締結時期 ２０１７年（平成２９年）３月３１日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 中国 

締結先（大学名等） 陝西工業職業技術学院 

締結時期 ２０１７年（平成２９年）９月１４日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 ポルトガル 

締結先（大学名等） ポルト工科ポリテクニック 

締結時期 ２０１７年（平成２９年）１１月２３日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 タイ 

締結先（大学名等） チェンマイ大学 

締結時期 ２０１８年（平成３０年）１１月２２日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 フランス 

締結先（大学名等） ルアーブル大学付属ルアーブル技術短期大学 

締結時期 ２０２０年（令和２年）３月４日 

締結内容 教職員及び学生の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

国名 アメリカ 

締結先（大学名等） シリコンバレー・ジャパン・カレッジ 

締結時期 ２０２２年（令和４年）７月７日 

締結内容 学生及び教職員の交流並びに専門技術、知識及び情報の共有を行う。 

 

② 海外協定校への学生派遣状況（令和 4年 12 月末日現在） 

人数：0名 

③ 短期留学生受入状況（令和 4年 12月末日現在） 

人数：0名 

④ 長期留学生在籍状況（令和 4年 12月末日現在） 

      人数：8名 

（マレーシア 4名、モンゴル 1名、インドネシア１名、ラオス 1名、カンボジア 1名） 

 ⑤ 外国人教員（令和 4年 12 月末日現在） 

専任教員 73 名のうち外国人教員は 4名（5.5%） 

外国人教員の出身国は、中国(1)・韓国(1) ・カナダ(1)・台湾(1) 

※常勤の教員及び短時間再雇用教員・特命教員の教員を含む教員数は 81名 
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国際理解 

出張講座等 

(1) 出前講座 

福島県国際課には、国際交流を推進する外国籍の国際交流員が配置されており、各々県内の

学校や公民館などに出張し、自分の国の紹介を中心とした国際理解出前講座を行っている。 

また、福島県国際交流協会でも、海外ボランティア活動経験者等を小中学校等に派遣し、国

籍や人種を問わず、全ての人が安心して暮らせる社会を目指して「グローバル化」に伴う国際

的社会問題をテーマにした出張講座を行っている。 

・国際理解出前講座の申込等について（国際交流員による出前講座：福島県国際課） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/demae.html 

令和 4年度の講座実績：開催回数 7回、参加者 210 名 

（一般 1回 8名、高校生 2回 95 名、小中学生 2回 33 名、園児 2回 74 名） 

・国際理解講座の申込等について（福島県国際交流協会） 

https://www.worldvillage.org/rikai/lecture/lecture.html 

令和 4年度の講座実績：開催回数 27 回、参加者 1,035 名 

（一般 2回 48 名、中・高生 17回 698 名、小学生 8回 289 名） 

 

(2)  地球体験キャラバン 

県内在住の海外出身の外国人と青年海外協力隊帰国者が学校や社会教育施設等を訪問し、参

加型で国際理解について学習するプログラムを実施。県国際課とふくしま青年海外協力隊の会

(OV 会)との共催。 

・地球体験キャラバンの申込等について（福島県国際課） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/caravan-outline.html 

令和 4年度の講座実績（公民館等で 3回開催、小中学生 43名） 

 （令和 5年 3月末日現在 国際課） 

 

セミナー・イベント等 

(1) ふくしまグローバルセミナー 

地域や学校現場などにおいて、開発と貧困、環境、人権といった地球規模の問題について理

解し、その解決に向けて取り組む人材を育成するためのセミナー。福島県（国際課）、福島県

教育委員会、公益財団法人福島県国際交流協会、ＪＩＣＡ二本松で構成する福島県国際理解教

育ネットワーク（FIENET「フィーネット」）の主催。 

   令和 4年度は、12月 17 日（土）にオンライン形式で開催し、高校生以上 41 名が参加した。 

（国際課） 

(2) 声楽アンサンブルコンテスト全国大会 

   音楽を創りあげるもっとも基礎となる要素「アンサンブル」に焦点を当てた、２名から１６

名の少人数編成の合唱によるコンテスト。音楽による友好親善を目的に、海外団体にも門戸を

開いている。福島県（文化振興課）、福島県教育委員会、実行委員会の主催。 

    

海外団体の参加 

平成 21 年度 Consonance（ロシア） 

平成 22 年度 韓国 Gloria 女性合唱団（韓国）（震災により中止） 

平成 23 年度 Piques Dames（アメリカ） 

平成 24 年度 
Túumben Paax（メキシコ） 

Siam Harmony（タイ） 

平成 25 年度 
KILYAWAN MALE CHOIR （フィリピン） 
MUNTINLUPA VOCAL ENSEMBLE （フィリピン） 
VOICES OF THE SOUTH CHILDREN’S CHOIR （フィリピン） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/caravan-outline.html
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平成 26 年度 
Xinghai Conservatory of Music Victoria Choir （中国） 
UNIVERSITY OF BAGUIO VOICES ENSEMBLE （フィリピン） 
Taipei Male Singers （台湾） 

平成 27 年度 
Jinggaswara National Institute of Technology Choir（インド
ネシア） 
The Saint Louis University Glee Club（フィリピン） 

平成 28 年度 
DON BOSCO MAKATI – BOSCORALE（フィリピン） 
HOLY ANGEL UNIVERSITY CHORALE（フィリピン） 

平成 29 年度 VOCES AURORAE GIRLS CHOIR（フィリピン） 

平成 30 年度 なし 

令和元年度 
TARLAC MÄNNERCHOR ENSEMBLE（フィリピン）（新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から中止） 

令和２年度 
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置
等のため募集せず） 

令和３年度 
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置
等のため募集せず）（地震により中止） 

令和４年度              
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスク等を考慮し、
募集せず）                                                                                                                                                                                                                          

 

外国人審査員の招聘 

平成 19 年度 ピーター・フィリップス（英国） 

平成 20 年度 ピーター・フィリップス（英国） 

平成 21 年度 ピーター・フィリップス（英国） 

平成 22 年度 ピーター・フィリップス（英国）（震災により中止） 

平成 23 年度 ボブ・チルコット（英国） 

平成 24 年度 カール・ホグセット（ノルウェー） 

平成 25 年度 ボブ・チルコット（英国） 

平成 26 年度 グンナー・エリクソン（スウェーデン） 

平成 27 年度 ピーター・フィリップス（英国） 

平成 28 年度 ボブ・チルコット（英国） 

平成 29 年度 ディーター・ワーグナー（ドイツ） 

平成 30 年度 ハビエル・ブストー（スペイン） 

令和元年度 
ヴィタウタス・ミシュキニス（リトアニア）（新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から中止） 

令和２年度 
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置

等のため招聘をせず） 

令和３年度 
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置

等のため招聘をせず）（地震により中止） 

令和４年度 
なし（新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスク等を考慮し、
招聘をせず）                                                                                                                                                                                                                          

（文化振興課） 
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海外の諸地域との交流 

 福島県では、広く世界の六大州の諸地域との交流を進めるという方針に基づいて平成 5年度「海

外との地域間交流」に着手した。これは、地域間のつながり自体を重視する(これを姉妹県州とい

う)のではなく、具体的なテーマをもった実質的な交流を進めるという理念に基づいている。これ

まで、カナダ・ブリティッシュコロンビア州、中国湖北省及びニュージーランドとの交流を実施

してきた。 

 

地域間交流 

(1) カナダ・ブリティッシュコロンビア州 

  平成 5年 (1993 年) 10 月 27 日、県はカナダ・ブリティッシュコロンビア州と「人材育成交

流計画に関する同意書」に合意した。これまで次のような事業を実施した。 

① 日本研修集中プログラム(H6～H11) 

ブリティッシュ・コロンビア州の教員を福島県に 2～4 週間受け入れる事業。参加教員は、

日本語や福島の文化を学び、多数の国際交流ボランティアや教員、児童・生徒と交流し、そ

こで得た経験と知識をＢＣ州での教育に生かしてきた。 

② 若人の翼(北米班)の派遣(H6～H9) 

③ ＲＥＸプログラムによる教員派遣(H6～H9) 

福島県の英語教員を BC州に派遣し、現地の公立高校等で日本語教育に当たらせた。4年間

で 2名を派遣したが、文部省がＲＥＸプログラムを廃止したことから、H9で終了。 

④ ふくしま･BC 生徒交換研修プログラム(H7～H12) 

両県州の中・高校生を相互に派遣し、研修・交流を通じて国際理解教育の推進を図る事業。

受け入れ、派遣とも中高生 10名前後。 

⑤ カナダ・フェア(H8) 

⑥ 国際理解講座(H6～H10) 

カナダ文化に関する連続講座。（公財）福島県国際交流協会の事業。 

⑦ 国際交流員の受入れ(H6～) 

（公財）福島県国際交流協会等で国際業務に従事。令和 3 年度までに 10 名を受け入れた。 

⑧ 多文化共生施策の導入と多文化共生 NGO の招へい(H12) 

多文化主義の先進地であるカナダの多文化主義を調査し、本県の施策に結びつけるべく、

BC 州の多文化 NGO を招へいし、県内でセミナーなどを開催するもの。以後、本県は多文化共

生を県の国際施策として採用している。 

⑨ うつくしま未来博(H13) 

国際交流ゾーンワールドビレッジにおいて、カナダ館を設置し、カナダ先住民の工芸、文

化、トーテムポールを紹介。 

⑩ 多文化共生地域づくりリーダー育成事業（H15） 

多文化共生社会の実現を目指す地域のリーダーを育成する事業。県国際交流協会事業でカ

ナダ出身の国際交流員の企画。カナダ BC州から多文化共生の担当者を招へいし「多文化共生

フォーラム」を開催。 

 

(2) 中国・湖北省 

 平成 6年 (1994 年) 5 月 31 日、県は湖北省（当時の賈志傑(かしけつ JIA ZHI JIE)省長）と

「人材と技術の交流に関する同意書」を武漢で締結した。 

 また、平成 16年（2004 年）4月 12 日、羅清泉湖北省長を本県に迎え、「福島県上海事務所を

拠点とした日本国福島県と中華人民共和国湖北省との経済交流に関する同意書」を締結した。 

① 国際交流員の受入れ (H5～) 

国際交流員(ＣＩＲ)を湖北省より受入れ、県の国際化行政、特に中国との交流事業を担当。 

(令和 3年度まで 21名受入) 

② 海外技術研修員の受入れ (H7～H20) 

湖北省より技術研修生を受け入れ、県の機関等で研修を行う。（平成20年度まで31名受入れ） 
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③ 林業技術専門家の派遣 (H7～H11) 

県職員を、JICA の専門家として湖北省に派遣し、林業振興プロジェクトの支援を行った。

(2 名派遣、5年間) 

④ 「若人の翼(中国班)」派遣(H6～H9) 

県内の若者 17名を湖北省などへ派遣。 

⑤ 中国語研修職員派遣(H7～H15) 

県職員を中国の大学へ 1年間語学研修に派遣(H15 まで計 3名)。 

⑥ 教師の相互派遣(H8～H10) 

湖北省教員 6 名、本県教員 5 名が 1 週間相互に訪問し、相手国の教育事情の理解を図る。

平成 9・11年度は受入れ。平成 8・10 年度は派遣。 

⑦ 生徒の相互派遣(H8～H11) 

両県州の生徒(10～15 名)が相互に訪問し、教育・文化について研修を行うとともに、両県

省に対する理解の促進を図る。平成 11年度は本県の中・高校生等 14名を 7日間派遣。 

⑧ 書画展の開催(H7～H12) 

両省県の小中学生の書画を交換し、書画展を開催。(奇数年は湖北省において、偶数年は本

県において開催) 

⑨ うつくしま未来博(H13) 

国際交流ゾーンワールドビレッジにおいて、編鐘の演奏と中国茶芸等を内容とする中国館

を設置。 

⑩ コンピュータサイエンスサマーキャンプ会津大学 2002(H14) 

NPO、会津大学などで構成する実行委員会のメンバーとして、湖北省中学生 30 名を受け入

れて日本人生徒とともにコンピュータプログラミングを学ぶ合宿を実施。また、同中学生は

安達地方でホームステイするなど県民との交流を深めた。 

⑪ うつくしま県民の翼「国際協力活動コース」派遣（H15） 

団員 7名を湖北省等へ派遣、湖北省出身の国際交流員が同行。 

⑫ 農業「ほ場整備」技術専門家の派遣（H18） 

県農林水産部職員 2名を、「ほ場整備」に係る技術指導のため派遣。 

⑬  パソコン甲子園に中国湖北省の高校生が初参加（H20） 

    湖北省の華中師範大学付属第１高等学校が特別招待チームとしてパソコン甲子園に初参加

した。 

⑭ 国際貢献リーダー養成講座海外研修派遣（H21） 団長、団員 13 名、事務局 1 名が武漢市

等で研修。 

⑮  湖北省人民代表大会環境保全地方立法視察団来県(H21）。視察団員 6名が猪苗代湖及び裏磐

梯湖沼群の水環境の保全に関する取組を視察した。 

⑯  福島県・湖北省「グローバルエコ」交流プログラム湖北省研修派遣（H22） 

   団長、団員7名、事務局1名が武漢市等で研修。 

 

(3) ニュージーランド 

  平成 8年 (1996 年) 10 月 24 日、県はニュージーランド政府教育省、女性省及び環境省の代

表と実質的な交流を積み上げることに合意した。ニュージーランドには国と市町村の中間レベ

ルの自治体がないため特に締結書を交わさず、柔軟で中身のある交流をすることとした。 

① ニュージーランド・フェア(H9) 

福島市、四季の里で 8月末に実施。ニュージーランドの社会、文化の紹介、物産の販売等。 

② 「若人の翼(ＮＺ班)」の派遣(H8～H13) 

平成 13 年度は、トンガリロ国立公園などへ 10 名を派遣し、NZ の自然環境保護を学んだ。 

③ 英語教員の派遣(H9～H12) 

毎年、本県教員 1 名が NZの教員養成大学で半年間の語学教育研究に従事。 

④ 陸上競技選手の派遣(H9～H16) 

県内高校の陸上選手らをニュージーランドに約2週間派遣。平成16年度は陸上選手13名、

指導者 2名を派遣した。 
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⑤ 環境保全課職員の派遣(H9)と自然保護省職員の受入れ(H10) 

平成 9 年度、環境保全政策の研修と情報交換のため、環境保全課の県職員 2 名をニュージ

ーランドの自然公園に 2か月間派遣した。平成 10年 9 月には、ニュージーランドの自然保護

省職員 1名を 1か月間受け入れた。 

⑥ ラグビー指導者招へい(H9～H14) 

ラグビーコーチをＪＥＴプログラムのスポーツ交流員として 1 年間招へいし、県体育協会

に受け入れて、県内高校ラグビーチームなどの強化を図った。(2 名招へい、5年間) 

⑦ 地域間交流きずな復興事業(教員、生徒等の受入れ）(H10～)〔令和元年度まで計 84 名受入れ〕 

  平成 10 年から平成 22 年までの 13 年間で延べ 71 名のニュージーランドの教員を本県に受

け入れ、学校訪問のほか、日本文化の研修等を実施。 

  東日本大震災により休止していたが、平成 27 年 10 月にニュージーランドのオークランド

大学及びカンタベリー大学において福島復興セミナーを開催した後、平成 28 年 7 月に 2 名、

平成 29 年、30 年、令和元年 10 月に各 2名のニュージーランド教員を受け入れ、県内の学校

との交流や県内視察を行った。平成 29 年、30 年 4 月には参加した教員が生徒を引率して再

度来県するなど、事後交流も深まった。（H29 教員 2名・生徒 4名、H30 教員 3名・生徒 11名） 

⑧ 国際交流員の受け入れ(H9～) 

ニュージーランドとの交流事業等を担当。令和 3年度までに 8名を受け入れた。 

⑨ うつくしま未来博(H13) 

  国際交流ゾーンワールドビレッジにおいて、ニュージーランドの先住民文化、自然、氷河

を展示するニュージーランド館を設置。 

（国際課） 

その他 

 (1) ドイツ 

ア 日独スポーツ少年団同時交流事業 

日独スポーツ少年団同時交流事業は、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団の主催により日

本及びドイツ両国のスポーツ少年団の優れた青少年及び指導者の相互交流により友好と親善を

深め､各種スポーツにおける国際的能力を高めることを目的として 1974 年から実施されている。 

本県は 1974 年の第１回から継続参加しており、令和 4年度末時点で、本県から 169 名の団

員を派遣し、ドイツから青少年 407 名を受け入れている。 

   （スポーツ課） 

 

イ ドイツ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州 

平成 24 年 8 月末に佐藤知事（当時）がドイツ NRW 州を訪問。医療関連産業及び再生可能エネ

ルギー分野への連携強化を図ることで同州経済大臣及び環境大臣と合意した。 

その後、平成 26年 2月に村田副知事（当時）が同地を訪れ、同州環境省（2/10）と、同年 9

月に経済省（9/1）と連携強化の覚書を締結した。 

 ① 平成 23 年 11 月に県内企業等が同地で開催される世界最大の医療機器展示会

「MEDICA/COMPAMED」に出展及び同州との共同セミナーを開催（以降、継続して実施）。 

 ② 平成 25年 2月 25 日 同州レンメル環境大臣（当時）来県及び福島県-ドイツ NRW 州再生可

能エネルギーシンポジウムを開催。 

 ③ 平成 25年 11 月 6日 再生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2013）に同州企業が

出展（以降、継続して出展）。 

 ④ 平成 26年 2月 村田副知事（当時）が訪独。同州環境省との再生可能エネルギー関連分野

における連携強化に関する覚書を締結。 

 ⑤ 平成 26 年 2 月 NRW 州エッセンで開催される欧州最大のエネルギー関連産業の展示会 E-

world energy & water に県内企業と出展（以降、継続して出展）。 

 ⑥ 平成 26年 2月 同州デューン経済大臣（当時）が来県。佐藤知事（当時）との意見交換に

より、医療機器分野における覚書締結の意思を確認。 

 ⑦ 平成 26 年 7 月 再生可能エネルギー関連産業専門家として再生可能エネルギー関連産業

推進研究会長を派遣。 
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 ⑧ 平成 26 年 9 月 村田副知事（当時）が訪独。同州デューン経済大臣（当時）と医療機器

分野における連携強化に関する覚書を締結。 

 ⑨ 平成 26 年 10 月 医療機器設計開発・製造に関する展示会「メディカルクリエーション

ふくしま」に同州企業を招へい、出展（以降、継続して出展）。 

 ⑩ 平成 27 年 10 月 鈴木副知事が訪独。同州において「新産業セミナー」を開催。 

 ⑪ 平成 28 年 9 月 畠副知事（当時）が訪独。同州において本県の復興の状況、復興に向け

た重点事業である新産業の取組の紹介を行うとともに、州政府関係者との意見交換を行う。 

 ⑫ 平成 28 年 10 月 同州ホーゼツキー経済省次官（当時）が来県。内堀知事との意見交換、

畠副知事（当時）とともに本県企業と同州企業との販売代理店契約締結式に立ち会う。 

 ⑬ 平成 29 年 1 月 内堀知事が訪独。同州クラフト首相（当時）、レンメル環境大臣（当時）、

デューン経済大臣（当時）との会談、福島ビジネスセミナー・レセプションの開催及び同州

環境省との連携強化に関する覚書の更新を実施。 

⑭ 平成 29 年 8 月 畠副知事（当時）が訪独。同州経済省 ダママン次官と医療分野に関する

覚書を更新。畠副知事（当時）が「ＮＲＷ州と日本との医療機器ビジネスミーティング」並

びに「ふくしま成長分野産業グローバル展開事業トップセミナー「福島の挑戦」」で講演 

 ⑮ 平成 29 年 11 月 エネルギー・エージェンシーふくしまとエネルギー・エージェンシー

ＮＲＷとの間で連携強化に関する覚書を締結。 

⑯ 平成 29 年 12 月 1 日 ＮＲＷ州経済省 ビュートフ局長が福島県－ＮＲＷ州共同セミナー

に合わせ来県し、講演。県からは内堀知事が講演。同日、同州エッセン市と福島県郡山市の

間で、再生可能エネルギー分野と医療機器産業分野の都市間協力に関する覚書が締結され、

ビュートフ局長並びに内堀知事が立ち会い。 

  ⑰ 平成 30年 10 月 18日 ＮＲＷ州経済省 ピンクヴァルト大臣がメディカルクリエーショ

ンふくしまに合わせて来県し、畠副知事（当時）との会談及び関係機関訪問を実施。 

 ⑱ 令和元年 5月 29日 ＮＲＷ州議会訪問団来県。内堀知事表敬、県内視察を行う。  

 ⑲ 令和元年 9 月 5 日 ＮＲＷ州経済省 ダママン次官が来日し、井出副知事との意見交換を

行う。 

 ⑳ 令和元年 10月 内堀知事が訪独。ＮＲＷ州ラシェット首相、ピンクヴァルト経済大臣との

会談、福島県－ドイツ・ＮＲＷ州セミナー及びレセプションを実施するとともに、同州経済

省との再生可能エネルギー及び医療関連産業分野における連携覚書を一本化し更新。 

㉑ 令和4年3月9日 内堀知事が日独産業協会主催気候変動関係シンポジウムにパネリストと

してオンライン参加。 

㉒ 令和4年7月4日 エネルギー・エージェンシーふくしまとNRW.Energy4Climateとの再エネ

分野における共同声明。 

㉓ 令和4年9月16日 ＮＲＷ州経済省フェリング局長来県。鈴木副知事表敬、県内企業視察。 

（医療関連産業集積推進室、次世代産業課） 

 

ウ ドイツ、ハンブルク州 

  平成 30 年 4 月にハンブルク州ホルヒ経済大臣（当時）が来県。畠副知事（当時）を表敬し、

県内視察を行った。令和元年 10 月、内堀知事が訪独し、同州との間で再生可能エネルギー関

連産業分野の連携覚書を締結した。 

① 平成 30 年 9 月７日、エネルギー・エージェンシーふくしまと再生可能エネルギー・ハンブ

ルク・クラスターとの間で連携に関する覚書を締結。 

 ② 令和元年 8 月 30 日ハンブルク州首相府タバラ次官が来日し、内堀知事と意見交換を行う。 

 ③ 令和元年 10月 内堀知事が訪独。ハンブルク州チェンチャー首相との会談、福島県－ドイ

ツ・ハンブルク州セミナー及びレセプションを実施するとともに、同州との再生可能エネル

ギー関連産業分野の連携覚書を締結。 

④ 令和元年 10 月 再生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2019）に同州企業が初出展

（以降、継続して出展）。 

⑤ 令和 2 年 12 月 ハンブルク州で開催される世界最大の風力関連展示会 Wind Energy 

Hamburg に県内企業が出展（以降、継続して出展）。 

                     （次世代産業課） 
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エ ドイツ、フラウンホーファー研究機構 

平成 26 年 2 月に村田副知事（当時）がドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州を訪れ、フラ

ウンホーファー研究機構と連携に関する覚書を締結した。 

 ① 平成 25 年 2 月 25 日 フラウンホーファー研究機構再生可能エネルギーテクニカルセミナ

ーを開催。 

 ② 平成 25年 11 月 6日 再生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2013）に出展。（平

成 26・27 年度も出展） 

 ③ 平成 26 年 5 月 16 日 フラウンホーファー研究機構のヴェーバー所長（当時）が地域イノ

ベーション戦略支援プログラム研究成果発表会に併せ来日し、講演。 

 ④ 平成 29 年 1 月 内堀知事が訪独。当地において、フラウンホーファー研究機構と連携強

化に関する覚書を更新。 

 ⑤ 平成 30 年 6 月 フラウンホーファー研究機構のヘニング所長を招へい。畠副知事（当時）

と会談を行うとともに、県内企業を視察。 

（次世代産業課） 

 

オ ドイツ、テュフ ラインランド 

平成 27 年 10 月に鈴木副知事が訪独。当地において、テュフラインランドと連携に関する

覚書を締結した。 

 ① 平成 27 年 11 月 「メディカルクリエーションふくしま」に当社が出展。同展示会にて

医療機器認証に関するセミナーにて講演（以降、令和元年度まで継続して出展）。 

 ② 平成 28 年 5 月 ふくしま医療機器開発支援センターの職員の研修受入。 

 ③ 令和元年11月 ふくしま医療機器開発支援センターがテュフラインランドジャパンの任

命ラボに認証される。 

（医療関連産業集積推進室） 

 

カ ドイツ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州クライス・ノイス郡との交流事業 

   ノルトライン＝ヴェストファーレン州クライス・ノイス郡は、地域の課題解決や地域振興に

スポーツ政策を取り入れたスポーツクラブ先進地であり、平成 16 年から本県と同州との交流事

業を開始し、本県のうつくしま広域スポーツセンターのクラブ支援や県内のスポーツ振興のモ

デルとなっている。 

① 平成 15 年 10 月に県教育長がノルトライン＝ヴェストファーレン州を訪問。スポーツ交流を

図るため教育長と同州文部大臣が同意書を締結。平成 16 年から 20 年にかけて、福島県・ド

イツ共同事業により、総合型地域スポーツクラブ関係者 52名が同州を訪問し、クラブマネジ

ャーステップアップセミナー（うつくしま広域スポーツセンタードイツ研修）を開催。 

②  平成 21 年から平成 26 年にかけて、福島県・ドイツ共同事業を発展的に移行した日本スポー

ツ協会の主催によるクラブマネジメント指導者海外研修事業に、県内クラブ関係者計 12 名が

副団長及び団員として参加。 

③  平成 23 年 8 月に、同州ライン・ノイス郡スポーツ連盟より、東日本大震災で被災した本県 

の総合型地域スポーツクラブで活動する中学生 20名が招待され、「うつくしまＢａｎｄｅ（絆） 

ドイツ派遣事業」を開催。同郡の子どもたちとの交流会や研修会を実施。 

（スポーツ課） 

 

(2) スペイン、バスク州 

令和元年 10 月に内堀知事が訪西し、県とバスク州との間で再生可能エネルギー関連産業分

野の連携に関する覚書を締結した。 

① 令和元年 5月 30日、エネルギー・エージェンシーふくしまとバスク・エネルギー・クラ

スターとの間で連携に関する覚書を締結 

② 令和元年 7月 バスク州エネルギー長官が来県し、井出副知事表敬、県内視察を行った。 

③ 令和元年 10 月 内堀知事が訪西。バスク州ウルクリュ首相、タピア経済大臣との会談、福

島県－スペイン・バスク州セミナー及びレセプションを実施するとともに、同州との再生可

能エネルギー関連産業分野の連携覚書を締結。 
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④ 令和 2 年 10 月 再生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2020）に同州企業を招へ

い、初出展（以降、継続して出展）。 

⑤ 令和 4 年 6 月 13 日 首相府対外行動庁 エロルサ長官が来県し、内堀知事表敬、県内視

察。 

（次世代産業課） 

 

 (3) デンマーク 

平成 24 年 8 月末に佐藤知事（当時）がデンマークを訪問。再生可能エネルギー分野への連携

強化を図ることで合意した。 

平成26年12月3日、在日デンマーク王国大使館と経済交流の促進に関する覚書を締結した。 

 ① 平成 24年 10 月 24 日 デンマーク・リデゴー大臣来福・知事表敬及びデンマーク再生可能

エネルギー関連企業団とのビジネス交流セミナーを実施（福島市）。 

 ② 平成 25 年１月 25 日 デンマーク企業とのビジネス交流セミナーを再生可能エネルギー関

連産業推進研究会風力分科会と合同で開催。ダムスゴー大使（当時）、デンマーク２企業が

来福（福島市）。 

 ③ 平成 25 年 7 月 再生可能エネルギー関連産業専門家として再生可能エネルギー関連産業

推進研究会長を派遣。 

 ④ 平成 25年 11 月 6日 再生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2013）にデンマーク

企業が出展。 

 ⑤ 平成 26 年 12 月 3 日 デンマーク大使館との間で経済交流の促進に関する覚書を締結。再

生可能エネルギー産業フェア（REIF ふくしま 2014）にデンマーク大使館が出展（以降、継続

して出展）。 

⑥ 平成 27 年 3 月 5 日 デンマーク王国大使館との連携により再エネ研究会セミナーを開催。 

⑦ 平成 30 年 11 月 スヴェイネ大使（当時）が来福・畠副知事表敬及び再生可能エネルギー

産業フェア（REIF ふくしま 2018）視察。同フェアに同国企業を招へい、出展。 

⑧ 令和元年 5月 23 日 エネルギー・エージェンシーふくしまとステート・オブ・グリーンと

の間で連携に関する覚書を締結。 

⑨ 令和 2 年 10 月 28 日 タクソ＝イエンセン大使が来福・知事表敬及び再生可能エネルギー

産業フェア（REIF ふくしま 2020）視察。同フェアに同国企業を招へい、出展。（一部オンラ

イン出展） 

⑩ 令和 2 年 11 月 16 日 タクソ＝イエンセン大使はじめ北欧５か国駐日大使等が来福・知事

表敬及び復興とエネルギー分野における取組状況を視察。 

 ⑪ 令和 3年 4月 12 日 福島県－デンマーク王国オンラインセミナーを開催。 

（次世代産業課） 

 

(4) タイ 

   平成 28年 11 月、タイ工業省 パス産業振興局長がふくしま医療機器開発支援センターを訪

問し、本県との医療関連産業に関する連携に強い興味を示した。その後平成 29 年 3 月、タイ

駐日大使が知事表敬訪問を行い、会談の中で両者より覚書の締結を含めた連携についての意見

交換がなされた。 

① 平成 29 年 6 月 5 日 タイ工業省 パス局長が来日し、内堀知事と連携に関する覚書を締

結した。タイ王国側としてソムキット副首相、ウッタマ工業大臣が立ち会った。 

② 平成 29 年 9 月  県内企業等がタイ王国バンコク都にて開催された ASEAN 最大級の医療

機器展示会「MEDICAL FAIR THAILAND」へ本県ブース出展（以降隔年実施） 

  ③ 平成 29年 10 月 「メディカルクリエーションふくしま」の開催に合わせ、タイ王国より

医療関連産業関係者を招聘するとともに、タイ王国ブースを出展 

  ④ 平成 30 年 8 月 7 日 畠副知事（当時）がタイ工業省を訪問し、コプチャイ産業振興局長

と両国の医療関連産業分野における意見交換を実施した。 

  ⑤ 平成 30 年 10 月 「メディカルクリエーションふくしま」に同国の医療機器関連企業を

招聘、出展 
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  ⑥ 令和元年 8 月 28 日 井出副知事がタイ王国バンコク都で開催された「タイ工業省ジャパ

ンデスク１０周年記念式典」に出席し、コプチャイ産業振興局長と両国の医療関連産業分

野における意見交換を実施した。 

  ⑦ 令和 3年 12 月タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）が主催する「HEALTH TECH THAILAND 20

21」に本県ブースをバーチャル出展。 

 （医療関連産業集積推進室） 

 

(5) インドネシア 

   平成 18 年に、県は双葉郡内の県立高校１校及び公立中学校４校との連携型中高一貫教育を

核とし、国際社会に通用する人材育成を目指す「双葉地区教育構想」をスタートさせ、インド

ネシアからバドミントンのスペシャルコーチ（現在５人目）を招へいし、県スポーツ協会に受

け入れ、ふたば未来学園中学校・高等学校におけるバドミントン部の強化を図っている。                  

              （スポーツ課） 

 

(6) ＩＡＥＡとの協力プロジェクト 

    早急な環境回復を実現するためには、世界の英知を結集して取り組む必要があることから、

平成２４年１２月、原子力に関する高度な知見を有するＩＡＥＡとの間で放射線モニタリング

及び除染の分野における協力覚書を締結した。 

   本覚書に基づき、ＩＡＥＡの活動拠点となる緊急時対応能力研修センターが福島県環境創造

センター内にオープンしたほか、ＩＡＥＡとの間で河川・湖沼等における放射性物質対策や野

生動物における放射性核種の動態調査等の協力プロジェクトを進めている。 

                                （環境共生課） 

 

(7) アクアマリンふくしまにおける海外の水族館との友好締結園館協定 

    アクアマリンふくしま（指定管理者：公益財団法人ふくしま海洋科学館）では、現在、以下

の海外の水族館と友好締結園館の協定を締結し、交流活動を行っている。 

施   設   名 所  在  地 協 定 締 結 日 

モントレー湾水族館 米国カリフォルニア州 平成１２年１１月 ３日 

香港オーシャンパーク 中国香港特別行政区 平成１４年 ６月１９日 

パラオ国際サンゴ礁センター パラオ共和国 平成１５年 ３月１３日 

クウェート国立科学研究所 クウェート国 平成２４年 ７月１２日 

ナショナルアクアリウム 米国メリーランド州 平成２６年 ７月１６日 

北京海洋館 中華人民共和国 平成２９年 ４月１５日 

上海海洋水族館 中華人民共和国 平成２９年 ４月１５日 

中国科学院水生生物博物館 中華人民共和国 平成２９年 ４月１５日 

ロッテワールド水族館 大韓民国 平成２９年 ７月３０日 

（生涯学習課）                           

   

(8) アクアマリンふくしまとクウェート国との友好関係 

東日本大震災で大きな被害を受けたアクアマリンふくしまに対し、平成２４年７月にクウェ

ート国から復興支援として３００万ドルが寄付された。同館では、寄付金を活用して、両国の

友好を記念し、平成２６年２月に「クウェート・ふくしま友好記念日本庭園」を整備した。さ

らに、この寄付金を活用して、縄文時代に萌芽が見られる里山の自然を再現し、海・山・川の

自然の循環とその中での命の営みを楽しみながら学習できる施設「わくわく里山・縄文の里」

を整備しており、開館１５周年となる平成２７年７月にオープンした。 

また、平成３０年６月にクウェートからいただいたナツメヤシの種子を発芽させて、植樹し

た。 

                                （生涯学習課） 
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 (9)  アクアマリンふくしまをホスト館とした国際会議 

  第１０回世界水族館会議 

①開催日：平成３０年１１月５日～１０日 

 ②開催地：いわき市（小名浜魚市場） 

 ③規 模：約３５か国、約５００名  

④内 容：世界の水族館関係者が一堂に会し、環境保全や飼育技術等について情報交換を行った。 

                                （生涯学習課） 

 

(10) 第３回 WBSC U-15 ベースボールワールドカップ 2016 in いわき 開催 

  平成 28 年 7 月 29 日から 8月 6日にわたり、15 歳以下の野球世界一を決める世界野球・ソフ

トボール連盟主催の大会が、いわき市内を舞台に開催された。 

予選を勝ち抜いた世界 12の国と地域から来県した選手・チームスタッフ、その他、世界各国

から集まった大会運営役員ら約 400 人を招いた県主催レセプションでの交流を行ったほか、地

元いわき市内の中学生や市民との交流、被災地の視察等ふくしまの今を感じてもらう取組でお

もてなしをした。 

 

参加地域 参加国名 

アジア地域 ① 日本  ②韓国  ③チャイニーズ・タイペイ 

北中南米地域 
①米国 ②メキシコ ③キューバ ④パナマ ⑤コロンビア 

⑥ベネズエラ 

ヨーロッパ地域 ① チェコ 

オセアニア地域 ①オーストラリア ②ニュージーランド 

                                      （スポーツ課） 

（11）第２９回世界少年野球大会 福島大会 開催 

  世界少年野球大会は、日米のホームランキングである王貞治氏とハンク・アーロン氏が、正

しい野球を全世界に普及・発展させるとともに、世界の子どもたちの友情と親善の輪を広げよ

うとの趣旨で、１９９０年から、毎年夏に開催されている。 

第２９回目となる本大会は、あづま総合運動公園等を会場に、令和元年７月３０日から８月

７日にかけて開催され、世界１４か国・地域から１３４名の少年少女が参加した。県主催の交

流行事では、ホストタウン市町村の児童とタグラグビーによるスポーツ交流や東京 2020 オリン

ピックで野球・ソフトボール競技会場となっている「あづま球場」の見学を実施し、東京 2020

大会に向けての機運醸成を図った。 

 

参加地域 参加国・地域名 

アフリカ地域 ①ガーナ 

北中南米地域 ① アルゼンチン ②ペルー ③米国 

アジア地域 
⑤ 中華人民共和国 ②ラオス ③ネパール ④タイ  

⑤日本 ⑥中華台北 

欧州地域 ① フランス ②オランダ ③スイス 

大洋州 ① オーストラリア 

                          （スポーツ課） 

（12）ホストタウン交流 

  東京 2020 大会の開催により、多くの選手・観客等が来訪する機会を最大限生かし、県 

内市町村と大会に参加する国・地域の選手・住民等が、スポーツ、文化、経済などの多様 

な分野において交流し、地域の活性化等にいかす取組を行っている。  
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ホストタウン（9自治体 6 市 2 町 1 村） 

登録団体名 相手国・地域 登録年月 

福島市 
スイス 第 3次(2016 年 12 月) 

ベトナム 第 14次(2019 年 6月) 

会津若松市 タイ 第 2次(2016 年 6 月) 

郡山市 
オランダ 第 1次(2016 年 1 月) 

ハンガリー 第 13次(2019 年 4月) 

いわき市 サモア 第 2次(2016 年 6 月) 

二本松市 デンマーク 第 18次(2020 年 2月) 

田村市 ネパール 第 8次(2018 年 6 月) 

大玉村 ペルー 第 13次(2019 年 4月) 

南会津町 アルメニア 第 15次(2019 年 8月) 

猪苗代町 ガーナ 第 1次(2016 年 1 月) 

                     

復興ありがとうホストタウン（11自治体 6市 3町 2 村） 

登録団体名 相手国・地域 登録年月 

白河市 カタール 第 16次(2020 年 9月) 

喜多方市 米国 第 5次(2018 年 7 月) 

二本松市 クウェート 第 12次(2019 年 10 月) 

南相馬市 ジブチ、台湾、米国、韓国 第 1次(2017 年 11 月) 

伊達市 ガイアナ 第 11次(2019 年 7月) 

本宮市 英国 第 1次(2017 年 11 月) 

北塩原村 台湾 第 1次(2017 年 11 月) 

楢葉町 

広野町 

川俣町 

アルゼンチン 第 12次(2019 年 10 月) 

広野町 インドネシア 第 17次(2021 年 1月) 

楢葉町 ギリシャ 第 16次(2020 年 9月) 

飯舘村 ラオス 第 1次(2017 年 11 月) 

 

共生社会ホストタウン（2自治体 1 市 1 町） 

登録団体名 相手国・地域 登録年月 

福島市 スイス 2019 年 12 月 

猪苗代町 ガーナ 2020 年 4月 

 

先導的共生社会ホストタウン（1自治体 1市） 

登録団体名 相手国・地域 登録年月 

福島市 スイス 2020 年 3月 

      （スポーツ課） 
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福島県内ホストタウン等における東京 2020 大会に向けた海外選手団の事前合宿受入状況 

 

（１）ホストタウン 

受入自治体 相手国・地域 競技 受入人数 期間 

福島市 スイス パラ・バドミントン 4 名 2021.8.24～8.28 

郡山市 ハンガリー 
オリ・競泳 46 名 2021.7.10～7.25 

パラ・水泳 9 名 2021.8.14～8.22 

二本松市 デンマーク オリ・カヌー（スプリント） 9 名 2021.7.18～7.31 

猪苗代町 ガーナ 

オリ・ボクシング、競泳、

ウェイトリフティング 

16 名 
2021.7.2～7.17 

パラ・パワーリフティン

グ、陸上競技 

10 名 
2021.8.8～8.22 

（２）復興ありがとうホストタウン 

受入自治体 相手国・地域 競技 受入人数 期間 

二本松市 クウェート オリ・競泳、射撃、空手 17 名 2021.7.8～7.31 

（３）（１）・（２）以外で事前合宿を受け入れた自治体 

受入自治体 相手国・地域 競技 受入人数 期間 

楢葉町 
オーストラリ

ア 
オリ・サッカー 35 名 2021.7.2～7.8 

  （スポーツ課） 

 

(13) 東京 2020 オリンピック競技大会 野球・ソフトボール競技 開催 

   東京 2020 大会の野球・ソフトボール競技があづま球場において、令和 3 年 7 月 21 日、22

日にソフトボール競技 6試合、7月 28日に野球競技 1試合の合計 7試合行われた。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、無観客での開催となったが、国内外のメデ

ィアを通じ、福島県の姿が広く発信された。 

出場地域 出場国名 

アジア地域 ①日本（野球、ソフト） 

北中南米地域 
①米国（ソフト） ②カナダ（ソフト） ③メキシコ（ソフト）  

④ドミニカ共和国（野球） 

ヨーロッパ地域 ①イタリア（ソフト） 

オセアニア地域 ①オーストラリア（ソフト） 

                                      （スポーツ課） 
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県内市町村姉妹友好都市提携状況 

 本県では、昭和 57 年にいわき市と中国の撫順市が石炭を縁にして姉妹都市の調印をしたのを皮

切りに、現在 23 市町村が 33組の姉妹(友好)都市交流を結んでいる。（令和 4年 12月末現在） 

 

市町村名 
提携相手

国・地域 
提携相手先 提携年月日 提携の契機など 

会津若松市 中国 
湖北省
こほくしょう

荊 州
けいしゅう

市
し

 
91.6.15 

(H3) 

 荊州市は、先の大戦で本市にその本拠地があった旧陸 

軍歩兵第 65 連隊の通称白虎隊が駐屯した地であり、昭和

47 年 9 月、日中間の国交が正常化されると、本市の関係

者が荊州市を訪問するようになった。 

また、民間交流団体である会津若松市・荊沙市友好交 

流促進協議会が、昭和 60 年頃から交流を行い、相互訪問

や研修生と留学生の交換事業を行ってきた。 

平成元年 9月には沙市市長(当時)が本市を訪問し、友好

都市締結の申し入れを行い、平成 2年 6月には市議会にお

いて「友好姉妹都市締結」に係る決議が行われた。このよ

うな民間交流の深まりと市議会の議決を受け、平成 3年 6

月 15 日友好都市締結し、各分野で活発な交流が行われて

いる。なお、締結時は沙市市。平成 6 年 10 月に荊州区と

合併し荊沙市、さらに平成 8 年 12 月に荊沙市の一部が分

割され、荊州市になる。 

米国 ミズーリ州リー

サミット市 

02.11.21 

(H14) 

平成 12 年 8 月に旧河東町が相手国訪問事業として、E

メール交流の依頼を行なったところ、リーサミット市の各

小中学校との Eメール交流が実現。平成 14 年 10 月に学校

教育国際化ホームステイ事業として、リーサミット市の各

中学校・高校での授業参加型交流が実現した。これらを契

機として、相互交流を確かなものとするため、相互に親書

を交わし姉妹都市提携を行った。 

郡山市 オランダ ヘルダーランド

州ブルメン市 

88.6.25 

(S63) 

 郡山市とブルメン市の縁は、猪苗代湖の水を本市に導く

安積疏水開削事業に尽力したオランダ人技師ファン・ドー

ルンの生誕地がブルメン市であることに由来する。1979年

6 月本市はオランダにファン・ドールンの墓碑を再建し、

1987 年 6 月にブルメン市長等を招待しファン・ドールン

生誕 150 年記念事業を実施した際、ブルメン市長より姉妹

都市提携の意向が表明され、1988 年 6 月 25 日姉妹都市の

盟約を結ぶに至った。 

いわき市 

 

中国 
遼

りょう

寧
ねい

省
しょう

撫
ぶ

順
じゅん

市
し

 

82.4.15 

(S57) 

 1977 年、田畑金光いわき市長を団長とする市代表団の

訪中を皮切りに、各界の代表が相次いで訪中し、また市内

企業への研修生受け入れや中国要人の来市等により、日中

友好の気運が盛り上がり、市民各層から中国の都市との友

好提携を求める声が多数寄せられた。これを受けて、当市

同様、石炭にゆかりの深い撫順市との交流を開始し、当市

からの先遣団の派遣や各種訪問団の相互派遣によってそ

れぞれ相手方への理解を深め、1982 年 4 月 15 日、撫順市

長全樹仁氏をはじめとする代表団をいわき市に迎えて友

好都市締結調印式を挙行した。 
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オースト

ラリア 

クイーンズラン

ド州タウンズビ

ル市 

91.8.21 

(H3) 

1982 年に中国撫順市と友好都市の提携をして以来、活

発に同市との交流を展開しているところであるが、当市の

国際化の進展につれて英語圏の都市とも交流したいとい

う市民の声が高まりをみせた。これを受けて、英語圏であ

ること、人口が 10 万人台であること、港湾都市であるこ

とを条件に世界の 120 都市を調査した結果、この３条件を

すべて満たす都市として、オーストラリア、タウンズビル

市が最終候補に残った。そこで、平成 2年度に国際姉妹都

市調査団及び先遣団の派遣を行なうとともに、タウンズビ

ル市からも同市市長を団長とする訪日団を受け入れる等

の交流 

を積み重ね、1991 年に両市での国際姉妹都市相互調印を

行なった。 

米国 ハワイ州カウア

イ郡 

11.09.12 

(H23) 

 いわき市とカウアイ郡は、官民の相互訪問をはじめ、フ

ラを中心とする民族舞踊を通じた文化交流、カウアイ郡で

行われる日本文化祭への参加、その文化祭における本市の

観光 PR、更には、いわきサンシャインマラソンとカウアイ

マラソンの優勝者の相互派遣を行うスポーツ交流など、

様々な交流を行ってきたことから、2011 年 9 月 12 日、友

好協定の締結に至った。 

 その後、締結から 5周年を迎えたことを記念し、なお一

層の相互理解と友好親善を深め、両市郡の繁栄と発展を促

進するため、2016 年 9 月 30 日に国際姉妹都市を宣言し

た。 

白河市 フランス オワーズ県コン

ピエーニュ市 

88.10.20 

(S63) 

 同市との姉妹都市締結は、パリに本社を置きコンピエー

ニュ市に主力工場のあるルセル・ユクラフ社の現地法人、

日本ルセル株式会社が当地の工業団地に進出したことを

機縁に、同社の提案と両市民の賛同のもと 1988 年 10 月

20 日、フランス・コンピエーニュ市において盟約を取り交

わした。 

米国 ミネソタ州アノ

ーカ市 

02.10.13 

(H14) 

アノーカは文化、自然、教育環境の面で優れた町である

ため、98 年から旧大信村の中学生のホームステイを派遣

してきたが、交流の相互化を図るため姉妹都市提携を行っ

た。 

須賀川市 中国 
河
か

南
なん

省
しょう

洛
らく

陽
よう

市
し

 
93.8.1 

(H5) 

 須賀川市は、昭和 54 年に須賀川市日中友好協会が結成

されたのを機に、中国最大級の規模を誇る牡丹園(名称：

王城公園)のある洛陽市と、牡丹を架け橋に市民各界各層

にわたり交流を深めてきたことから、日中国交正常化 20

周年及び福島空港開港等を記念して、1993 年 8 月１日、

日中友好の翼市民及び中学生訪中団が、洛陽市を訪問し、

両市の市長が友好都市締結議定書に調印した。なお、この

締結に基づき、1995 年から 2004 年まで洛陽市の派遣技術

研修生の受け入れ事業を展開した。 
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喜多方市 米国 オレゴン州ウィ

ルソンビル市 

88.10.17 

(S63) 

 1986 年 10 月１日、喜多方市商工会議所とウィルソンビ

ル商工会議所との県内初の姉妹会議所提携の調印が行な

われ、ウィルソンビル市長より喜多方市長宛に姉妹都市提

携の要望についての親書が託された。それにより、市内の

各界、団体の代表 16 名により、喜多方市国際姉妹都市に

関する懇談会が設置され、最近の社会情勢は地方レベルの

国際化の積重ねが重要であり、世界各国との人的交流を図

りながら、相互理解を深め姉妹都市の提携を図り、友好親

善を推進すべく提言がなされた。 

1988 年 9 月定例議会においての議決により、1988 年 10

月 17 日ウィルソンビル・喜多方両市長との間で、国際姉

妹都市提携の調印を行ない、永遠の友情を誓い合った。 

中国 
江蘇省宿遷
こうそしょうしゅくせん

市
し

 
22.7.28 

(R4) 

2014 年に、王華元新潟総領事が宿遷市を訪問し、日本有

数の観光地として「喜多方」との交流を推薦。その後、2016

年に喜多方市長が宿遷市を訪問したことを皮切りに往来

を重ね、2017 年には交流促進に向けた覚書を締結し、さら

に 2019 年 10 月には、友好都市関係締結に関する意向書に

調印した。 

 その後も新型コロナウィルスの感染防止に向けた支援

を互いに行うなど、友好関係を深め、2022 年 7 月 28 日に

友好都市協定を締結した。 

二本松市 中国 
湖北省
こほくしょう

京
けい

山県
ざんけん

 
94.10.16 

(H6) 

国史跡「旧二本松藩戒石銘碑」(藩主が、藩政改革と網

紀粛正の指針として藩士の戒めとするため、瀋庁入口の自

然石に 4 句 16 字を刻ませたもの)の起源が中国にあると

され、かつてこの碑が中国湖北省京山県に実在したことが

判明したことにより、湖北省京山県に対し、この碑の史実

に基づく再建を要請したところ、平成元年、京山県人民政

府前に再建された。また、同年、戒石銘刻銘 240 年にあた

り、二本松市においても、碑周辺の修景整備事業を実施し

た。 

その後、市庁舎の落成を記念して、京山県に再建された

ものと同じ戒石銘の石碑が贈呈されたり、当市が日本梨の

苗木を寄贈するなど文化交流や農業技術交流を続けてお

り、1994 年 10 月 16 日友好提携関係を締結した。 

米国 ニューハンプシ

ャー州ハノーバ

ー町 

99.7.30 

(H11) 

 二本松市が生んだ世界的歴史学者朝河貫一博士が学び

教鞭をとったダートマス大学があるハノーバー町は、平成

5年からの「市民の翼」中学・高校生海外派遣事業等によ

り交流を深めてきた。市制施行 40 周年を記念し市長を団

長とする公式訪問団を派遣し、将来の友好都市提携を視野

に入れた交流を促進するため「交流促進に関する覚書」を

交わし、記念式典に市がハノーバー町評議会議長をはじめ

大学関係者を招待した。これにより友好都市提携の機運が

一気に盛り上がり、平成 11 年 7 月にハノーバー町におい

て友好都市締結の調印式を開催した。令和元年 10 月 4 日

～6日ハノーバー町・ダートマス大学関係者ら 5名を二本

松市に招待した。また 10 月 4日には友好都市 20 周年祝賀

会を市内で開催した。 
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田村市 米国 オハイオ州マン

スフィールド市 

07.5.15 

(H19) 

 旧船引町時代に十数年来、町内の私立わかくさ学園園長

牧公介氏と前マンスフィールド市国際交流協会長ネザリ

ー氏との長年の交際から、子供たちの海外学習が行なわれ

てきた。 これを契機として町も一般町民を海外研修団と

して派遣し、マンスフィールド市からも訪問団が派遣さ

れ、お互いの交流を深めてきた。  

1999 年 6 月友好宣言と予備協定。 2000 年 10 月 21 日調

印。 その後、2005 年 3 月 1日に旧滝根町、大越町、常葉

町、船引町、都路村の 4 町 1 村が合併し田村市が発足し

た。これに伴い本市は旧船引町がマンスフィールド市との

間で締結していた姉妹都市提携を継承することとなり、新

市名による再提携文書を、本市において取り交わすことと

なった。   

南相馬市 米国 オレゴン州ペン

ドルトン市 

98.10.25 

(H10) 

※旧原町市 

 

06.7.21 

(H18) 

※南相馬市 

 民間企業の経済交流（木材の輸入）から端を発し、1991

年 7 月に相馬野馬追を見学した一行が両市の「馬」に関わ

るイベント「ラウンドアップ（ロデオ）と相馬野馬追」を

通した文化交流を希望し、1994 年 9 月に両市の商工会議

所間で姉妹クラブが提携され、経済団体をはじめとする市

民交流へ発展した。 

これら民間交流の進展もあり、1996 年 11 月には姉妹都

市を提携するための予備合意書を取り交わし、1998 年 10

月に正式に本調印を行なった。   

伊達市 米国 マサチューセッ

ツ州リヴィア市 

16.8.2 

(H28) 

伊達市とリヴィア市は、1994 年（平成 6 年）から中高

生の派遣と受入を隔年で行う相互派遣交流事業を実施し、

絆を深めてきた。 

これまでの交流により培ってきた友好関係を礎に、市民

の交流を推進し、相互の理解と友情を深め、より良い地域

社会を形成するために、姉妹都市を締結することとなっ

た。伊達市長がリヴィア市を訪問し、リヴィア市長と伊達

市長とが姉妹都市提携書に調印し、平成 28 年 8 月 2 日に

リヴィア市役所にて姉妹都市提携調印式が行われた。 

桑折町 米国 ケンタッキー州

エリザベスタウ

ン市 

92.5.15 

(H4) 

 現地法人ＡＭブレーキ㈱より曙ブレーキ工業㈱にエリ

ザベスタウン市で姉妹都市提携の話があり、当町に打診さ

れ、相互が合意した。1992 年 4 月 28 日臨時議会で議決さ

れ、同年 5 月 15 日、町長はじめ商・工・農の代表者がエ

リザベスタウン市を訪問して、姉妹都市提携協定書にエリ

ザベスタウン市長と桑折町長とが調印し、姉妹都市交流が

始まった。 

大玉村 ペルー マチュピチュ村 15.10.26 

(H27) 

1941 年にマチュピチュ村が創設される以前から、マチュ

ピチュ集落最高責任者である行政官に任命され、その後村

長も務めた地域の尽力者であった大玉村出身の野内与吉

氏との縁で友好都市締結した。 

北塩原村 ニュージ

ーランド 

タウポ市ツラン

ギ・トンガリロ地

区 

97.11.7 

(H9) 

 村第二次総合振興計画の中で、あたたかい「人」を育て

るための交流活動の一つとして国際交流の推進を掲げた。

これにより、平成 6年から当村と環境（気候、地理等）の

よく似ているニュージーランド・タウポ市ツランギ地区と

交流を始める。 

平成 8 年 2 月 各団体長 14 名で組織する国際親善訪問団

を派遣 

平成 8年 6月 ツランギ視察団来村 

平成 9年 3月 小学生の国際交流（小学 5年生 23 名派遣）   
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平成 9 年 4 月 タウポ市タウハラ高校生村内でホームス

テイ 

平成 9年 8月 テ・コハイマオリ民族舞踊団来村 

平成 9年 11 月 姉妹友好都市提携調印式   

磐梯町 カナダ ブリティッシュ

コロンビア州オ

リバー市 

88.4.23 

(S63) 

＜昭和 61 年(1986) 7 月 28 日～30 日＞ 日本経団連の招

きをうけて、来日中のカナダ・ブリティッシュコロンビ

ア州(ＢＣ州)サマーランド市教育長ラリー・トーマス氏

と同市高校教師モーリン・ピコーニ女史が来町。 

＜昭和 62 年(1987) 1 月 9 日～11 日＞ 国際親善磐梯ウ

ィンターカーニバルを磐梯町・猪苗代町共催で、猪苗代

リゾートスキー場で開催。カナダ本国よりＢＣ州サマー

ランド市教育長ラリー・トーマス氏、バーノン・ウィン

ターカーニバル・クイーンのタミ・ローズマンさん外 4

名と在日カナダ大使館よりレドリュー駐在武官夫妻、バ

ーチェル観光局参事官夫人及び在日カナダ大使館職員子

弟 8 名が参加。この期間中、町単独事業として、在日カ

ナダ大使館職員子弟 8 名を招いて、7 戸の協力を得て初

のホームステイを実施。 

＜昭和 62 年(1987) 2 月 4 日～11 日＞ 磐梯町からＢＣ

州オカナガン地方のサマーランド市、バーノン市とオリ

バー市へ穴沢武正町教育長、足利功企画室長とミス磐梯

ウィンターカーニバル阿部由希の３名を、カナダ親善訪

問使節団として派遣。 

＜昭和 62年(1987) 4月 1日＞ 磐梯第一小が県教育委員

会指定の国際交流推進研究校となり、昭和 62～63 年度の

継続事業として取り組み、実践活動に入った。 

＜昭和 62 年(1987) 8 月 17 日～22 日＞ 磐梯町からＢＣ

州オカナガン地方のサマーランド市、バーノン市とオリ

バー市へ鈴木政英町長、川井猪次郎議会議長、伊関彰雄

同副議長、小野潤企画係長の 4 名を第 2次カナダ親善訪

問使節団として派遣。オリバー市においては、姉妹都市

締結についての意見交換を行う。 

＜昭和 62 年(1987) 10 月 18 日～21 日＞ 松野下浅義夫

妻来町。 

＜昭和 62 年(1987) 10 月 25 日～26 日＞ カナダ大使館

職員ケイス・プローマン、マッケンゼン・クロストンの

2名来町。 

＜昭和 63 年(1988) 2 月 19 日～21 日＞ 磐梯町へ在日カ

ナダ大使館職員子弟 9 名を招いて、8 戸の協力を得なが

ら第 2 回ホームステイを行う。カナダ大使館商務参事官

バーチェル夫妻も同行し、日カ・チルドレン交歓会を盛

り上げる。 

 ＜昭和 63 年(1988) 4 月 21 日～28 日＞ 姉妹都市締結

のため、ハート・バッケンダールオリバー市長外 9名が、

日・カ親善使節団として来町。4月 23 日、磐梯町・カナ

ダ国オリバー市と国際親善・姉妹都市締結の調印式を行

う。 
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西郷村 中国 
天
てん

津
しん

市
し

薊
けい

県
けん

 
95.4.26 

(H7) 

 薊県との間では数年前から西・薊日中友好協会(山縣重

信会長)を中心に民間レベルで交流を深めていたが、平成

4年に天津市人民政府代表団が西郷村を表敬訪問し、行政

レベルでの交流も始まった。平成 6 年 11 月、村長らが薊

県を訪問し友好都市提携の事前協議を行い、平成 7年 4月

に宋悦明薊県長ら 6 名が来村して国際友好都市提携調印

に至った。 

泉崎村 オースト

ラリア 

ニューサウスウ

ェールズ州テモ

ラ町 

89.7.22 

(H 元) 

 昭和 60 年より外国人教師による英語の指導助手を招致

し村内に英語の普及を図っていたが、88 年 8月 14 日より

豪州クインズランド州ケアンズ市で開催される国際姉妹

都市会議及びワールドフォーラム並びに同月 19 日より開

催される第 2 回日豪姉妹都市シンポジウムに職員(総務課

長・田崎文能、企画開発課長・中野目伝)2 名を参加させ、

リンダ・トンプソン氏(泉崎村で 1 年間英語指導助手とし

て活躍)の紹介で同年 8 月 24 日～27 日までニュー・サウ

ス・ウェールズ州テモラ町を 3人で訪問。姉妹都市の打診

にテモラ町より歓迎を受けた。 

その後、小中学生の作品等の交換等を通して友好を深め89

年 5 月テモラ町ピーター・スピィーズ氏の来村の意向を受

け、同年 7 月 22 日泉崎村役場会議室に於いてテモラ町ピ

ーター・スピィーズ氏町長夫妻と泉崎村長海上博之夫妻が

出席し、泉崎村議会議員全員の立会にて泉崎村とテモラ町

との間で姉妹都市提携に関する盟約を取り交わし、両町村

の永遠の発展と協力を誓い合った。 

中国 
北
ぺ

京
きん

市
し

房
ぼう

山
さん

区
く

竇
どう

店
てん

鎮
ちん

竇
どう

店
てん

村
むら

 

96.10.29 

(H8) 

1993 年 6 月 新華社東京事務所長龍占泉氏が「日本一の

村づくり」を目指している村長として海上村長を取材訪問

のために来村。 

1994 年 9 月 「中国一の村づくり」を目指している北京

市竇店村長振亮氏より「泉崎村の近代化について」という

講演依頼があり、泉崎村長が竇店村の招待で竇店村を訪問

する。 

1995 年 3 月 泉崎村民（32 名）竇店村訪問。竇店村長よ

り「相互発展のため友好関係を締結し、ますます交流を深

めたい」旨の要望があり、泉崎村長も同意の意向を示した。 

1996 年 10 月 9 月より事務レベルで協議に入り、9 月末に

双方の了解が得られたので、10 月 29 日に竇店村役場にお

いて友好関係締結の調印を行なった。 
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棚倉町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ ラコニア県スパ

ルタ市 

86.9.23 

(S61) 

当町のギリシャ風建築物が立ち並ぶリゾートスポーツ

プラザ「ルネサンス棚倉」の建設に際し、イメージシンボ

ルとしたのが国際友好都市ギリシャのスパルタ市である。 

(1)スパルタ市は棚倉町と同様北緯 37 度に位置する  

(2)スパルタ市はスパルタ教育で世界的に有名である 

(3)ギリシャはスポーツの祭典「オリンピック」発祥の地

である等で、スパルタ市を提携相手として希望した。 

1985 年 8 月、棚倉町スポ・レク基地建設専門委員会に

おいて、スパルタ市との国際友好都市提携が発議され、ギ

リシャ大使館・ギリシャ政府観光局の尽力により、1986 年

9 月 23 日国際友好都市提携に至った。 

オースト

ラリア 

ニューサウスウ

ェールズ州レイ

クマコーリー市 

94.5.12 

(H6) 

 1987 年にレイクマコーリー市出身の国際交流員が棚倉

町に派遣されて以来、子供たちを中心にホームステイによ

る相互交流が始まり、1989～90 年にかけ、国際理解教育の

一環として棚倉町立小中学校全校がレイクマコーリー市

内の小中高校と姉妹校の盟約を結んだことから、未来を担

う青少年の国際理解交流をさらに推進するため、友好都市

の提携を結んだ。なお調印式は、1994 年 5 月 12 日に棚倉

町において行われた。 

 その後さらに交流が深まったことで、2002 年 10 月 8 日

には国際姉妹都市提携に至っている。 

玉川村 台湾 
南投
なんとう

県
けん

鹿
しか

谷郷
たにごう

 
88.5.3 

(S63) 

玉川村は、福島空港を核とした自然的条件、社会的条件

を生かし、個性的で活力のある村づくりを進めているが、

そのためには「人づくり」が最重要と考え、広い視野と国

際的な間隔をもったひとづくりを行うことが産業の振興

と活力ある村づくりに結びつくものと考え、海外との交流

先について種々検討した結果、日本と最も近く、伝統、文

化の源を同じくする台湾に決定した。  

台湾との交流をするにあたっては、村長の知人を介し、

鹿谷郷と友好都市提携を行った。 

古殿町 ニュージ

ーランド 

ロドニー地方ワ

ークワース地区 

99.10.20 

(H11) 

 1993 年 11 月、古殿町海外派遣事業で初めてワークワー

スを訪問し、ホームステイ等を通し交流が始まる。以後、

相互訪問が継続されて両町間の友好が深まり、双方に姉妹

都市提携の意向もあったことから 1999 年 3 月の古殿町議

会において姉妹都市締結を議決し、同年の 10 月 20 日に代

表団が NZ を訪問して締結した。   

三春町 米国 ウィスコンシン

州ライスレイク

市 

87.8.21 

(S62) 

 1986 年、三春町教育委員会がアメリカ合衆国ウィスコ

ンシン州ライスレイク市より英語教育助手を招聘したこ

とをきっかけに、両市の教育交流が始まる。のち、民間団

体とも話し合いを重ね、1987 年 1 月、国際交流を通して、

教育、文化等の交流を行い、海外諸国との親睦、相互理解、

相互協力を促進するとともに、三春町の国際化を図り、三

春のまちづくりの推進に寄与することを目的に、三春町国

際交流協会を設立。同年 8月、ライスレイク市との姉妹都

市締結が実現する。 

楢葉町 中国 
黒龍
こくりゅう

江省
こうしょう

五常
ごじょう 92.2.13 

(H4) 

 楢葉町日中友好協会事務局長である須田氏が、終戦間際

の中国でお世話になった恩人との再会がきっかけとなり、
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市
し

 
中国の政府高官から水稲栽培の盛んな五常市との交流に

ついて提案があり、相互訪問を重ね、1992 年 2 月に友好

関係の調印を行い、1993 年 7 月第 1 次技術研修生として

五常市より 8名の研修生を受け入れ、研修を行った。 

米国 オハイオ州ユー

クリッド市 

93.5.30 

(H5) 

 町内の工業団地内に外資系企業が立地したことから外

資系企業の本社のあるユークリッド市を訪ね、市の教育委

員長等を招聘し、中学校に英語指導教師を招いたり、中学

生をユークリッド市に派遣したり交流を重ねた結果、1993

年 5 月姉妹都市提携に調印した。 

富岡町 ニュージ

ーランド 

オークランド市

マウンガキエキ

エ自治区 

83.12.6 

(S58) 

 昭和 52 年 11 月、但野前町議会議長が全国町村議会議長

会のオーストラリア・ニュージーランド行政調査団の団長

としてワン・トリー・ヒル市を公式訪問、友好を深めた。 

翌 53 年同市のデッキー市長夫妻が来日し全国町村議会

議長会を訪問。但野前議長と再会し、親交を深める。 

昭和 57 年、3 名の町議会議員が同年に実施された前記

の調査団のメンバーとして同市を訪問、デッキー市長や市

議会議員と交流を深める。昭和 58 年 3 月に全国町村議会

議長会の大島事務総長からワン・トリー・ヒル市の要請に

基づき、姉妹都市の相手都市として同市が紹介される。 

これを受け、遠藤前町長が町議会に諮り、同市との姉妹

都市提携の議決を得て、同年 4月にワン・トリー・ヒル市

を訪問、早い機会に姉妹都市提携をするよう双方が努力す

ることで合意に達し、その覚書を取り交わす。58 年 12 月

同市の招きで、関本町長を団長とする親善訪問団を結成

し、渡新、姉妹都市提携の盟約を調印した。 

中国 
浙
せっ

江
こう

省
しょう

海
かい

塩
えん

県
けん

 
95.6.20 

(H7) 

アジア諸国の国民と富岡町民との国際親善交流ができ

るきっかけづくりに寄与する目的で、平成 4 年 10 月に富

岡町と類似性の高い中華人民共和国浙江省海塩県人民政

府への行政視察を実施。交流会談の結果、双方の相互訪問

を重ね、将来に向けて交流を続けて行くことで合意に至

り、平成 7年 3月に議会に諮り、同県との友好交流関係締

結の議決を得て、6月に締結のための訪中団を派遣し、調

印式を実施した。  

大熊町 オースト

ラリア 

ニューサウスウ

ェールズ州バサ

ースト市 

91.3.25 

(H3) 

 1990 年 3 月、平成元年度ふるさと創生事業として、国

際化と人材育成を目的とした海外派遣事業「大熊町 21 世

紀の翼」で町民 250 名をバサースト市へ派遣し、ホームス

テイや文化交流を実施。翌 1991 年 3 月 25 日、2回目の訪

問時にはバサースト市において姉妹都市提携を調印。以

来、大熊町からは中学生と高校生を主体とした親善訪問団

を毎年派遣し、バサースト市からは大熊町の中学校へ英語

指導助手や親善団が派遣されている。2015 年には姉妹都

市が 25 年目となったことから、5 月にバサースト市にお

いて姉妹都市締結 25 周年を祝賀した。2021 年 3 月、締結

30 年の記念式典をコロナ禍の影響によりオンラインにて

開催した。 

 (市町村回答) 
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県内市町村姉妹友好都市提携状況 
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市町村の主な国際関連事業（令和４年度） 

 

市町村名 事業名 事業内容 実施主体 

福島市 国際交流推進事業 海外からの訪問団受け入れ、国際交流事業の広報を行う。 市、国際

交流協会 

 福島市国際交流協

会運営補助事業 

福島市国際交流協会の事業費を補助する。 市 

 外国人生活相談事

業 

「福島市外国人生活相談窓口」を設置し、在住外国人等の生活全

般に関する相談に対応するとともに、行政手続きの補助を多言語

で行う。 

市、国際

交流協会 

 外国人留学生生活

補助事業 

外国人留学生の生活費の一部（国民健康保険税相当額）を補助す

る。 

市 

 多文化共生促進事

業 

多言語による生活情報パンフレットを作成し、市相談窓口での配

布および市ホームページで公開。これまでやさしい日本語、英語、

中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語版を作成

した。 

市 

 ふれあいネットワ

ーク事業 

各国及び福島の自然・歴史・文化をテーマとしたふれあいイベン

トを開催。毎年総合的な多文化共生イベント「結・ゆい・フェス

タ」を開催。 

国際交流

協会 

 外国の子どもサポ

ート事業 

市内小・中学校に在籍する外国にルーツを持ち日本語指導の必要

がある児童・生徒や保護者に対して、日本語指導や母語による通

訳を行うサポーターを派遣し学校生活等への早期適応を図る。 

市 

 地域日本語教室活

用支援事業 

市内で開催する地域日本語教室に対し、教材購入費の一部を補助

する。 

市 

 国際交流推進団体

助成事業 

市内で国際交流を推進する団体に対して事業費の一部を助成。 国際交流

協会 

 語学指導等を行う

外国青年招致事業 

外国青年が小・中・特別支援学校において語学指導等を行い、英

語力の向上や異文化に触れ親しむ活動を行っている。 

教育委員

会 

 国際交流員設置事

業 

CIR（国際交流員）を設置し、翻訳・通訳業務、国際交流事業の企

画・運営、SNS による英語での情報発信、外国人来庁者の行政相

談及び手続きの補助等を行っている。 

市 

 多言語情報発信事

業 

市 HP 内の外国人住民向け特設ページおよび福島市国際交流協会

Facebook や Instagram において、在住外国人向け生活情報、災害

情報等をやさしい日本語、英語などで発信。 

スマートフォンアプリ『カタログポケット』を活用した市政だよ

りの多言語化を行う。 

市、国際

交流協会 

会津若松

市 

国際交流推進事業 情報誌の発行、ホームステイ受入れ、文化紹介講座、外国語会話

教室等の開催などによる、市民と外国人との交流機会の促進と、

国際理解を深めるための学習機会の充実。 

国際交流

協会 

 在住外国人支援事

業 

生活相談・医療相談、日本語会話教室の開催、翻訳・通訳、英語・

中国語の情報誌発行などによる、外国人が暮らしやすい環境の整

備。 

国際交流

協会 

 国際交流ボランテ

ィア事業 

ボランティアによる、在住外国人への日本語指導や日本文化体験

講座、海外からの訪日研修団等のホームステイ受入れ、市内観光

地での通訳ガイドなど。 

国際交流

協会 

 会津若松市国際交

流協会負担金 

会津若松市国際交流協会の運営費の一部を負担。 市 

 友好都市交流事業

（技術研修生受入

補助事業） 

会津若松市国際交流協会が行う友好都市の技術研修生受入れ事

業に対して事業費を補助。 

市、国際

交流協会 

 友好都市交流事業

（青少年書画交換

交流事業） 

両市の小中学生の書画交換事業を通じた青少年交流の促進。 

 

 

市 

 グローバル人材育 高校生を対象としたワークショップや日常英会話の講座、グロー 市 
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成事業 バル企業や駐日大使館への訪問等により、参加者の国際社会への

興味関心と異文化理解を深め、グローバルな視点を持った人材の

育成を図る。 

 外国語指導助手等

派遣事業 

市内在住の外国人が、小・中学校において語学指導等を中心とし

た国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

郡山市 外国青年招致（派

遣）事業 

小中学校の英語教育を充実するため、年次計画により、JET プロ

グラムによる英語指導助手及び市単独雇用による英語指導助手

の全市立学校への派遣を行っている。 

また、外国人が参画する国際交流活動により、本市の国際化を図

るため、JET プログラムによる国際交流員の配置を行っている。 

市、教育

委員会 

 国際交流推進事業 JICA 研修員による安積疏水施設見学等、海外からの訪問団の受

入れを行う。 

市 

 国際交流特使設置

事業 

海外に拠点を持つ等国際的に活躍している方を委嘱し、郡山市の

魅力の紹介、海外から見た郡山市に関する情報提供、世界で活躍

できる人材育成の支援を依頼。 

市 

 郡山市国際交流協

会運営補助事業 

郡山市国際交流協会の運営費補助。 市 

 多文化共生推進事

業 

国際化及びユニバーサルデザインの推進から、外国人住民等の利

便性の向上と観光誘客及び交流人口の増加を図るため、情報媒体

の多言語化や多言語情報の周知を行っている。 

市 

 ホストタウン交流

事業 

東京 2020 大会のホストタウン相手国であるオランダ・ハンガリ

ーをはじめとする大会参加国・地域との人的・経済的・文化的交

流を図るとともに、地域の活性化等を推進。オンラインによる共

同応援、eスポーツ、オンライン交流などを実施した。 

市、郡山

市国際交

流協会 

 在住外国出身者支

援事業 

外国出身者を対象とした日本語講座、1対 1の日本語プライベー

トレッスンや、やさしい日本語で料理を学ぶ機会などを提供。 

市、郡山

市国際交

流協会 

 市民活動支援事業 JICA 海外協力隊員への助成、日本語ボランティア講座、「やさし

い日本語」に関する講座、国際交流に係る人材紹介や、ユニセフ

外国コイン募金箱を設置。 

郡山市国

際交流協

会 

 異文化理解事業 異文化理解講座（料理教室、地球 Café）、英語・中国語・韓国語・

スペイン語でのフリートーキング、CIR を活用した国際理解講座

等を実施。 

市、郡山

市国際交

流協会 

 外国語学習事業 英語、フランス語の語学講座等を実施。 郡山市国

際交流協

会 

 広報事業 郡山市外国語ポータル（市ウェブサイト）で、外国人住民へ生活

情報や多言語の情報リンク先を周知。 

国際交流事業の啓発を図るため、市民に向けた情報交換紙・機関

紙等の発行及びウェブサイトへの情報掲載、Facebook 等の SNS で

の情報発信。 

市、郡山

市国際交

流協会 

 加盟団体への後

援・助成事業 

郡山市国際交流協会に加盟している国際交流関係団体が行う事

業に対する後援及び助成。 

郡山市国

際交流協

会 

 産業イノベーショ

ン事業 

ドイツ連邦共和国エッセン市との産業分野における都市間協力

に関する覚書に基づくこおりやま圏域内の事業者等を対象とし

た経済交流促進プログラムの実施、欧州連合（EU）の国際都市地

域間協力（IURC）プログラムへの継続採択とキックオフイベント

及びビジネスセミナー等の開催。 

市 

 こおりやま広域圏

農産物等輸出創出

事業 

こおりやま広域圏内の農産物等、酒類を含む飲料等について、新

たな販路開拓による地域経済の活性化を図るため、ベトナム・香

港・ドイツへの輸出を創出・促進。 

市 

 国際化推進事業 CLAIRとの共催で海外自治体幹部交流協力セミナーを実施し、「選

ばれ、住み続けられる地域づくりについて」をテーマに、本市の

取り組みの紹介、こおりやま広域圏内の施設視察や意見交換を実

施した。 

市 
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 インバウンド推進

事業 

郡山市でしか体験できないコンテンツ開発を実施しており、令和

４年度においては、北欧に向けてマーケティング調査を実施し

た。また、猪苗代一周サイクルツーリズムで台湾、フランス、ベ

トナム人のモニターツアーを実施。 

市 

 タイ物産プロモー

ション事業 

2022 年 6 月よりインバウンドが再開され、地域産品の輸出振興

及び地域におけるインバウンド観光拡大のため、アジア最大級の

エキスポである Japan Expo Thailand 2023 への農商工連携によ

り出展のほか、テストマーケティングの実施及び海外事業者への

営業活動等を実施。 

市 

いわき市 中国・撫順市交流

事業 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

いわき市小中学生書写交流撫順市訪問団の派遣。 

公式訪問団の受入。 

友好都市締結 40 周年に係る代表団の派遣。 

※代表団派遣の代替事業として、撫順市と親書交換。 

市 

 オーストラリア・

タウンズビル市交

流事業 

いわきサンシャインマラソンへの選手受入。 

【以下、新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

タウンズビル市日本理解コンテスト優勝者受入。 

公式訪問団の派遣・受入。 

市 

 アメリカ・ハワイ

州・カウアイ郡交

流事業 

いわきサンシャインマラソンへの選手受入。 

【以下、新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

カウアイ日本文化祭への訪問団派遣。 

公式訪問団の受入。 

市 

 いわき市外国人留

学生勉学奨励費補

助 

市内に居住する外国人留学生の国民健康保険税の全部又は一部

を補助。 

市 

 日本語普及事業 外国人のための日本語教室の開催、日本語支援ボランティア養成

講座の開催等。（いわき市国際交流協会へ委託） 

市、いわ

き市国際

交流協会 

 国際交流協会運営

費補助金 

公益財団法人いわき市国際交流協会の運営費補助。 市 

 国際交流員設置事

業 

CIR（国際交流員）を設置し、外国人向け広報紙の発行や SNS（フ

ェイスブック、インスタグラム）での情報発信、国際理解に関す

る講座等を実施。 

市 

 外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、小・中学

校等において語学指導を中心として、国際理解教育を行ってい

る。 

教育委員

会 

 国際交流アドバイ

ザー設置事業 

国際交流アドバイザー(4 名)を設置し、国際交流、国際理解、国

際化推進等に関する事業に対する意見や助言をいただく。 

市 

 多文化共生推進事

業 

外国人に対してのコミュニケーション支援、生活相談等の各種支

援活動や、市公式ホームページの多言語化に関する翻訳監修、市

政情報等の翻訳及び申請の際の通訳補助、市内に居住する外国人

等に対する支援を行う多文化共生相談員（英語、中国語、韓国語、

ベトナム語）の設置。（いわき市国際交流協会へ委託） 

市、いわ

き市国際

交流協会 

 多文化共生意識醸

成支援事業 

外国人が安心・安全な生活を送るうえで必要不可欠な「防災」と

「やさしい日本語」に関する活動を地域住民とともに行い、相互

の理解を深める。（いわき市国際交流協会へ委託） 

市、いわ

き市国際

交流協会 

 異文化理解講座 語学講座や文化体験イベントを実施して、市内在住外国人との相

互理解を深める。 

国際交流

協会 

 多文化共生に関す

る特別講座 

外国出身者に、法律や制度の知識を深めてもらう講座を開催。 

外国出身者を含めた市民の精神的支援のための精神医学講座を

実施。 

国際交流

協会 

 情報発信 会報誌「ワールド・アイ」の発行。 

ホームページ、フェイスブックによる情報発信。 

国際交流

協会 

 市民主体の国際交

流活動推進 

地球市民フェスティバルへの参加。 

国際交流協会会員による自主企画事業（オーダーメイドプラン）

の推進。 

国際交流

協会 
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白河市 白河市国際交流協

会運営費補助事業 

白河市国際交流協会の事業費補助。 市 

 情報提供 市ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語、韓

国語、ポルトガル語、スペイン語、及びフランス語で情報提供。 

市、白河

市国際交

流協会 

 英会話講座 日常生活等で使える基礎的な英会話を学ぶことを目的として、初

心者向けに英会話講座を開催。 

 期間：令和 4年 10 月～令和 5年 2月（計 8回開催） 

 会場：白河市役所 

 参加人数：10 名 

白河市国

際交流協

会 

 しらかわ日本語教

室 

外国出身者を対象とした日本語教室を開催。 

 期間：令和 4年 11 月～令和 4年 12 月（計 5回開催） 

 会場：白河市役所 

 参加人数：11 名 

白河市国

際交流協

会 

 外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、小学校及

び中学校において語学指導を中心として、国際理解教育を行って

いる。 

教育委員

会 

須賀川市 市ホームページ等

の多言語化  

市ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語及び

韓国語で情報提供している。 

SNS（市公式 Facebook、市公式チャンネル Youtube）翻訳サービ

スによる行政情報の提供。 

スマホアプリによる広報紙の多言語翻訳・自動音声読み上げ。 

市（秘書

広報課） 

 世界寺子屋運動募

金活動 

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の世界寺子屋運動（世界中

のすべての人が、読み書きや算数を学べる機会を支援する運動）

に、学校やマスコミ等を通じて募金の呼びかけや書損じハガキの

回収に協力する。 

須賀川地

方ユネス

コ協会 

 平和の鐘を鳴らそ

う事業 

社団法人日本ユネスコ協会連盟の趣旨に沿って、「民間ユネスコ

運動の日」を中心に平和の鐘を鳴らすことによって、世界中の平

和を願う心を共鳴させ、地域や広く社会に向けて「平和の文化」

を発信することを目的とする。 

 期  日  令和 4年 7月 17 日 

 会  場  市内 十念寺・長松院 

 参加人数  25 人 

須賀川地

方ユネス

コ協会 

 英語指導助手招致

事業 

中学校の英語の授業における外国人による語学指導。 

招致人数：独自雇用 4名 

市教育委

員会（学

校 教 育

課） 

 小学校英語活動推

進事業 

小学校の英語の授業における外国人講師の派遣による語学指導。 

派遣人数：8名 

市教育委

員会（学

校 教 育

課） 

 国際理解出張講座 福島県国際交流協会に依頼し、市内の小・中学生等を対象に国際

理解出張講座を開催。 

市（観光

交流課） 

喜多方市 姉妹都市交流事業 

（ウィルソンビル

市） 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

喜多方市とウィルソンビル市が姉妹都市を締結して以降、派遣と

受入を毎年交互に実施し交流を深めている。 

会津喜多

方国際交

流協会 

 在住外国人支援事

業 

市内在住の外国人の方を対象に、生活相談や日本語教室を開催。

日本語の日常会話や文字を学習するとともに、生徒同士や市民ボ

ランティアとの交流を行っている。また、外国にルーツを持つ子

供に対して、日本語ボランティア講師を学校に派遣し、日本語学

習支援を行っている。 

【日本語教室】 

 開催時期：春期 4 月～6月 秋期 9 月～11 月  

               （週 1回、各期全 11 回開催） 

【太極拳交流会】 

 開催日：令和 4年 5月 18 日 

会津喜多

方国際交

流協会 
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 会 場：喜多方プラザ文化センター 

【外国人とろうあ者のための生活安全講座】 

 開催日：令和 4年 10 月 12 日 

 会 場：会津喜多方商工会議所 

【外国にルーツを持つ子どもの支援事業】 

 フィリピン出身の中学生 1名を支援 

 外国語講座 市民を対象に、国際感覚の醸成と国際理解を深めるため、外国語

で絵本の読み聞かせを開催。 

【英語で絵本の読み聞かせ】※4歳～8歳まで 

 開催日：令和 4年 7月 31 日・令和 4年 12 月 18 日 

 会 場：喜多方市立図書館 

【英語で絵本の読み聞かせ会出張版】 

 開催日：令和 5年 1月 23 日 

 会 場：喜多方市立姥堂こども園 

会津喜多

方国際交

流協会 

 ホストタウン交流

事業 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の米国を相手

国としたホストタウン交流事業として、姉妹都市ウィルソンビル

市の関係者と、小中学校の児童・生徒らとのオンラインによる交

流会を実施。 

また、東京大会ボート競技に出場した米国代表選手らにインスタ

グラムを通じて、市民からの応援メッセージを送り、米国代表選

手からは多くの感謝のメッセージが届くなど交流を深めた。 

市教育委

員会、会

津喜多方

国際交流

協会 

 外国人講師派遣 協会と繋がる多言語人材を、関係機関に派遣。 

【英語で街歩き】 

開催日：令和 4年 9月 7日 

会 場：喜多方市小田付通り 

会津喜多

方国際交

流協会 

 情報発信 会報誌「Future」の発行、Facebook による情報発信。 会津喜多

方国際交

流協会 

 国際交流協会運営

事業補助 

国際交流協会に対し、補助金交付要綱に基づき運営経費の一部を 

補助。 

市 

 外国語指導助手招

致事業 

外国人の外国語指導助手（ALT）を小中学校へ派遣し、英語学習

の意欲向上を図りながら国際理解教育を行っている。 

市教育委

員会 

 図書の寄贈 国際的視野を広げることを目的として、山都小学校、山都中学校

に国際理解に関する図書を寄贈する。 

山都町国

際交流協

会 

 中国（宿遷市）との

児童生徒絵画交流

事業 

中国江蘇省が世界各国の友好都市との文化交流・協力の更なる強

化や青少年の理解・友情を図るため、『第 6 回「友好都市の絵」

江蘇省青少年国際絵画展』が開催され、喜多方市のこども園児童

による絵画作品 137 点を宿遷市経由で送付した。 

 絵画のテーマ：「持続可能な発展、緑の未来」 

市 

相馬市 わくわくワールド

フェスタ 

ワールドフェスタでは、市内に居住する外国人などが国ごとにブ

ースを設置し、食べ物や衣装、言葉などの文化を紹介する。コミ

ュニケーションをしながら楽しく国際感覚を養うことを目的と

している。 

わくわく

ワールド

フェスタ

実行委員

会 

 情報発信 市ホームページを平成 31 年 3月 29 日に、全編リニューアルし、

多言語に対応できるサイトとした。 

市 

 国際交流事業（日

本語教室事業） 

本市に居住する外国人がスムーズに日常生活を送れるよう日本

語教室を行う。 

市 

 外国語教育推進事

業 

市委託で外国語指導助手 5人を招致し、市立幼稚園、小学校及び

中学校で英語指導を実施している。 

教育委員

会 

二本松市 市民の翼中学生海 

外派遣事業 

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止】 

二本松市が生んだ世界的歴史学者である朝河貫一博士の足跡を 

訪ね、その業績について理解を深め、世界的視野に立って社会に

参加できる国際人を育てる。 

市 

 ダートマス大学生 【新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止】 市 
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受け入れ事業 ダートマス大学は朝河貫一博士が日本人として最初に卒業し、本

市が友好都市締結をしたハノーバー町に所在する。その縁でダー

トマス大学生をホームステイで受け入れ、市民との交流を進め、

更には市民の国際感覚を養う。 

 青年海外協力隊支

援事業 

二本松青年海外協力隊を支援するとともに、訓練所を核として国

際理解の促進を図る。また、国際交流のボランティア団体を支援

し、各種事業を実施する中で国際社会に貢献できる市民、団体等

を支援する。（随時） 

市 

 青年海外協力隊候

補生及び訓練所支

援事業 

JICA 二本松訓練所に入所する JICA ボランティアの出迎えや、会

員と候補生及び訓練所語学講師等との交流を図るため、イベント

や交流事業を実施。（随時） 

にほんま

つ地球市

民の会 

 広報事業 国際交流事業の啓発及び活動報告を図るため、会員に向けた会報

の発行（にほんまつ地球市民の会） 

二本松市ウェブサイトへの情報掲載等。 

市・にほ

んまつ地

球市民の

会 

 定住外国人支援事

業 

二本松市くらしのガイドブック（英語・中国語）を市役所窓口等

で配布。 

市 

 英語指導外国青年

招致事業・外国語

活動講師派遣事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を３名招致し、市

内中学校（７校）において語学指導を中心として、国際理解教育

を行っている。また、市内の英語スクールより、市内小学校（１

６校）の外国語活動の全時間に外国人講師を派遣し、指導の充実

を図っている。 

教育委員

会 

田村市 中学生海外派遣研

修事業 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

国際交流を深めるため、姉妹都市のアメリカ合衆国オハイオ州マ

ンスフィールド市へ中学生を派遣し、各種機関への表敬訪問実

施、また現地中学生との交流やホームステイによるホストファミ

リーとの交流を図っている。 

場 所 マンスフィールド市、ワシントン D.C. 

教育委員

会 

 

 山梨県・国内留学

アチーブイングリ

ッシュキャンプ語

学研修 

山梨県アチーブイングリッシュキャンプにおいて、外国人講師に

よる集中的な英語レッスンによりコミュニケーション能力の向

上を図るとともに、日常的な英語によるコミュニケーションを通

して、国際理解を深め、多様な考え方等があることに気付き、豊

かな国際性の育成を図る。 

教育委員

会 

 中学生夏季英語研

修事業 

「サマーイングリ

ッシュキャンプ」 

中学生を対象とし、ＡＬＴや大学生を講師に英語を使った活動を

通して、他校生徒との親睦を深めながら、英語に親しみ、コミュ

ニケーション能力の向上を図る。 

教育委員

会 

 

 人材育成基金制度 国際的な感覚とコミュニケーション能力を持つ人材を育成する

ため、高校生等のアメリカ合衆国等への留学に必要な経費を支援

する。 

 留学先  アメリカ合衆国及び英語圏の諸外国 

 留学期間 ６か月以上１年間以内 

教育委員

会 

 英語が使える人材

育成 

外国語指導助手（11 名）を活用し、小・中学生に対して日常生活

で英語が使える人材育成のための英語教育の充実を図る。 

教育委員

会 

 国際交流団体補助

金 

田村市国際交流協会の運営費を補助。 市 

 国際交流運動会 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催

に向けた機運を醸成し国際交流を図るため、田村市民と市内に住

む外国人及び FSG カレッジリーグの学生と交流を深め運動会を

開催する。 

市、教育

委員会 

 ハート to ハート 

in 田村 

外国人との交流事業。文化交流など通して国際理解を深める。 市国際交

流協会 

 各種教室の実施 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

英語指導で訪れている田村市在住外国人の先生を講師に招き、ゴ

スペル教室を開催。 

市国際交

流協会 
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英語指導で訪れている田村市在住外国人の先生を講師に招き、英

会話教室（初級・中上級）を秋冬、対面・オンライン併用にて実

施。 

 外国人のための日

本語教室 

【新型コロナウイルス感染症の影響により規模縮小】 

在住の外国人の方を対象に、日本語講座を開催予定。また、市内

の日本語支援ボランティアの育成も兼ねる。２月に対面で１会場

のみ実施。 

市国際交

流協会 

 世界の絵本読み聞

かせ事業 

市内幼稚園と小学校を対象に、多言語による絵本の読み聞かせを

行っている。（随時） 

市国際交

流協会 

 国際理解出張講座 福島県国際交流協会に依頼し、市内の小中学校を対象に国際理解

出張講座を開催。 

市国際交

流協会 

 広報事業 田村市国際交流協会 Facebook での情報発信。（随時） 市国際交

流協会 

 たむらを知る会 田村市内を市内在住の外国人と一緒にバスで巡り交流を進める。

今年は都路・常葉地区をめぐる。１８名参加。 

市国際交

流協会 

 日本・世界の料理

教室 

日本料理（田村の郷土料理など）、中国料理、アメリカのお菓子

を地元の日本人・外国人から教わり交流を促進する。３回実施。 

市国際交

流協会 

 外国語で話そう 高校生以上を対象に、英語で話す機会を設ける。４回実施。 市国際交

流協会 

 日本語交流サロン 外国人の日常で気になることを気軽に話せる場を設ける。 

１２月はテーマ（クリスマスについて）を設けて実施。 

市国際交

流協会 

 

 

先進地視察 県内で国際交流（多文化共生）を推進している団体を１月に見学。

候補地：南相馬市多文化共生センター 

国際交流

協会 

南相馬市 総   括 

 

 

 

・南相馬市が目指す、「外国人が活躍できる多文化共生社会の 

構築」のため、関係組織の連携及び体制強化を図ることを目 

的として、南相馬市外国人活躍支援センターの管理運営を委 

託している「（一社）南相馬市外国人活躍支援協会」と国際交 

流推進に取り組む「南相馬市国際交流協会」の組織再編を行 

い、「（一社）南相馬市外国人活躍支援・国際交流協会」とし 

て新たな体制で再出発することとした。 

・上記の組織再編に伴い、令和 3年度に開所した「南相馬市 

外国人活躍支援センター」についても、「南相馬市多文化共生 

センター」へと施設名称を改めるとともに、支援内容の拡充 

を図った。 

市 

（一社）

南相馬市

外国人活

躍支援・

国際交流

協会 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 姉妹都市交流事業 ・姉妹都市相互派遣交流事業は、アメリカ合衆国ペンドルト 

ン市との「姉妹都市合意書」及び「姉妹都市相互派遣交流事 

業議定書」に基づき、交流を通じた友好・親善を図り、本市 

の次代を担う人材を育成する。 

今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響によ 

り相互派遣の実施が困難な状況のため、国内の視察旅行を通 

じてやさしい日本語や英会話の研修を実施。 

なお、令和 5年度は、ペンドルトン市との相互派遣を計画 

している。 

①時 期：令和 4年 8月 7日～9日 2 泊 3日 

②参 加 者：南相馬市内に在住若しくは通学する高校生 

③人  数：高校生 4名 ・引率者 2名 

④内  容：日本の古都「鎌倉」、首都「東京」の視察を通 

じ、歴史、伝統、文化などを来日者に対し案 

内できるよう研修する。 

⑤研 修 先：東京都、神奈川県 

⑥事前研修：参加者に、アメリカ出身者（オレゴン州）を 

      講師として、英会話やアメリカの生活習慣や 

      文化、オレゴン州の気候風土などについて研 

修を行う。 

市 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 
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 外国語指導助手配

置事業 

・外国語指導助手（ALT）11 名を配置し、中学校及び小学校 

等において、語学指導を行い、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 中学生海外研修事

業 

・中学 3年生を対象とする海外研修の代替事業の実施と事後研修

会の開催 

 ※令和 3 年度新型コロナウイルスにより海外渡航ができない

ことによる事業中止の代替事業【R3 事業中止による代替】 

 ①参加者：市内中学 3年生 10 名 

 ②期 間：1泊 2日（令和 4年 7月 21 日～22 日） 

 ③行 先：ブリティッシュヒルズ（福島県岩瀬郡天栄村） 

 ④内 容：英国文化体験・語学研修 

 ⑤研修会：研修参加中学生及び保護者を対象に、留学経験 

者の講演会を開催 

・中学 2年生を対象とする海外研修の代替事業の実施と事後研修

会の開催 

 ※令和 4 年度新型コロナウイルスにより海外渡航ができない

ことによる事業中止事業中止の代替事業 

 ①参加者：市内中学 2年生 11 名 

 ②期 間：1泊 2日（令和 4年 7月 22 日～23 日） 

 ③行 先：ブリティッシュヒルズ（福島県岩瀬郡天栄村） 

 ④内 容：英国文化体験・語学研修 

 ⑤研修会：研修参加中学生及び保護者を対象に、留学経験 

者の講演会を開催。 

教育委員

会 

 【マッチング支

援】 

企業向け外国人雇

用セミナー 

・市内事業所向けに、外国人留学生や技能実習生、特定技能 

といった外国人材を雇用する手法についてのセミナーを企画 

  日 時：令和 5年 2月中旬予定 

  参加者：外国人雇用を検討する市内事業所 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【マッチング支

援】 

行政書士による専

門相談会 

・宮城県行政書士会と連携し、市内事業者向けに在留資格取得に

係る相談会を企画 

  日 時：令和 5年 2月中旬予定 

  参加者：外国人雇用を検討する市内事業所 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【マッチング支

援】 

外国人留学生向け

雇用マッチング 

・近隣専門学校等と連携し、外国人留学生を対象とした市内 

企業訪問を実施。訪問企業先についても、外国人材の雇用に 

関心を持っている企業であることから、外国人留学生との市 

内企業のマッチングに資することを目的として開催 

  日 時：令和 4年 10 月 26 日 

  参加者：外国人留学生 14 名、市内 4企業 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【生活支援】 

外国人労働者向け

日本語学習講座 

・相談窓口における自動翻訳システムなどの多言語相談対応 

を実施。相談内容としては、雇用・労働、日本語学習、医療、 

入管手続、結婚・出産など多岐にわたり、令和 4年 11 月末時 

点で延べ 127 件の相談が寄せられている。 

・外国人を雇用する企業や雇用を検討している企業からの相 

談にも対応。電話相談も可。 

  日 時：平日 9：00～17:00 

  場 所：南相馬市多文化共生センターSAKURA 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【生活支援】 

相談窓口の運営 

・市内で働く外国人を対象に、日本語学習講座を開催。 

【前期】 

  日 時：令和 4年 4月～9月 

  （会話コース 20 回、JLPT コース 22 回 計 42 回実施） 

  場 所：南相馬市多文化共生センターSAKURA 

  参加者：会話コース 19 名、JLPT コース 21 名  

会話＆JLPT43 名 計 83 名 

【後期】 ※開催中 

  日 時：令和 4年 10 月～令和 5年 3月 

  （会話・交流コース 13 回、JLPT コース 14 回 計 27 回実施） 

  場 所：南相馬市多文化共生センターSAKURA 

  参加者：会話・交流コース 18 名、JLPT コース 17 名 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 
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      会話＆JLPT40 名 計 75 名 

 【生活支援】 

防災講習会 

・生活支援事業として、市内の外国人を対象に開催。ハザー 

ドマップや非常食を配布。大地震や大雨などの災害が起きた 

ときの避難の仕方や避難場所について、やさしい日本語で確 

認を行ったほか、配布された非常食の使い方などを確認した。 

日 時：令和 4年 9月 25 日 

  参加者：外国人 20 名、日本人 3名 

  場 所：南相馬市多文化共生センターSAKURA 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【交流支援】 

コミュニティ形成

を目的とする各種

イベントの開催 

・SAKURA 一周年記念まつり 

南相馬市多文化共生センターSAKURA の開所一周年を記念し、 

手巻き寿司体験や日本語での伝言ゲーム、「日本でやってみた 

いこと」をテーマにしたワークショップを実施。 

  日 時：令和 4年 6月 26 日 

  参加者：外国人 31 名、日本人 4名 

・その他、令和 4年 7月の相馬野馬追開催に併せて、盆踊りパレ

ードへの参加や野馬追観覧ツアー、10 月にハロウィンパーティ、

12 月にクリスマスイベント、令和 5年 1月に新年会などを企画。 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【交流支援】 

サロンの開設 

・外国人のための憩いと交流の場として「SAKURA サロン」を 

開設。サロンの開催に合わせ、ハロウィンパーティやクリス 

マスイベント、新年会など季節に合わせた企画を実施。 

  日 時：毎月第 4日曜日 9：00～17：00 

  場 所：南相馬市多文化共生センターSAKURA 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【交流支援】 

地域や他団体との

交流事業 

・県が実施する「外国人住民と地域との共生モデル事業」に 

おいて、市内の行政区がモデル地区に選定されたことにより、 

市内企業の外国人労働者と地域住民との交流親睦会を実施。 

  日 時：令和 4年 7月 31 日 

  参加者：外国人労働者 17 名、地域住民 15 名 

・その他、モデル地区における文化祭での母国料理の振る舞い

や、中学校文化祭での多文化共生に関するパネル展示、市商工会

主催の「あきいち」でのベトナムコーヒーの試飲会、地域農業法

人主催の収穫祭への参加など、地域や他団体と交流する企画を実

施。 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【受入環境整備支

援】 

日本人向け研修 

・外国人労働者を雇用している事業所の職員を対象として、 

外国人と接する際の「やさしい日本語」を学ぶ講座を開催。 

  日 時：令和 4年 4月 26 日、6月 9日 

  参加者：市内事業所職員 73 名 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 【受入環境整備支

援】 

市内企業訪問 

・外国人を雇用する企業や外国人雇用を検討している企業等 

を訪問し、外国人雇用に関わる情報交換や相談対応、ニーズ 

調査を実施。 

・令和 4年 11 月末時点で、市内企業 22 社を訪問。 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 会 議 ・南相馬市外国人活躍推進協議会：令和 4年 7月 14 日 

・（一社）南相馬市外国人活躍支援・国際交流協会社員総会 

  日 時：令和 4年 6月 21 日 

・（一社）南相馬市外国人活躍支援・国際交流協会理事会 

  日 時：令和 4年 5月 31 日、10 月 28 日 

・その他 

市 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 広 報 ・ホームページ：随時更新 

・Facebook：随時更新 

・生活支援ガイドブック作成/配布 

・広報誌の発行：年３回程度 

多文化共

生センタ

ーSAKURA 

 復興「ありがとう」

ホストタウン事業 

・ジブチ共和国ビレ駐日全権大使来市 

 （令和 4年 7月 12 日～13 日） 

市 

 南相馬市・杉並区

スポーツ交流事業 

・交流自治体中学生親善野球大会 

 ※杉並区・台湾代表野球選手団との交流 

 （令和 4年 10 月 8日～10 日） 

市 

伊達市 伊達市国際交流協 伊達市国際交流協会が主催する事業に補助金を交付。 市 
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会補助金 

 英語が溶け込むま

ちづくり事業 

国際交流員を配置し、市内の幼稚園等や小中一貫校の月舘学園に

おいて英語活動を実施したり、市民を対象とした英語講座を行っ

ている。 

そのほかにも市広報誌の英訳や SNS による英語での情報発信、国

際交流員による日本語講座等、市内の外国人住民に向けての情報

発信も実施している。 

市 

 地域サポーター 国際交流協会の会員の中から「地域サポーター」を選出。各地域

の外国人住民からの相談に対応する。 

伊達市国

際交流協

会 

 かかしで国際交流 県内在住の外国出身者が日本の農村文化を知る機会として、市民

と力を合わせてかかしを製作する「かかしで国際交流」事業を実

施した。 

令和 4年 9月 11 日 

伊達市国

際交流協

会 

 日本語教室 市内在住の海外出身の方を対象に、生活日本語を教えている。 

日常的に使う言葉や緊急時に使う日本語の学習機会や季節イベ

ントの機会を提供している。 

日本語サ

ークル 

伊達二テ

ィー 

 外国青年招致事業 JET プログラム外国語指導助手(ALT)及び市委託による外国語指

導助手（ALT）を配置し、小学校及び中学校においてネイティブス

ピーカーによる指導を行っている。児童・生徒は、外国語をより

身近なものとし、英語学習に対する関心意欲を高めながら、コミ

ュニケーション能力を育んでいる。 

教育委員

会 

 外国出身児童･生

徒への日本語支援

サポーター派遣事

業 

市内小・中学校に在籍する外国にルーツを持ち日本語指導の必要

がある児童・生徒に対して、日本語を指導するサポーターを派遣

し日本語指導・学習指導を支援する。 

教育委員

会 

本宮市 復興ありがとうホ

ストタウン事業 

・ふくしま復興レセプションへのブース出展 

外務省と福島県が主催の「ふくしま復興レセプション～挑戦を続

ける Fukushima～」にてホストタウン交流を紹介するブースを出

展。世界各国の駐日大使や駐日商工会議所など約 140 人に本宮市

の魅力を PR した。(7 月 25 日) 

 

・英国ダヴェナント・ファウンデーション・スクール生徒の招待 

復興ありがとうホストタウンの取り組みとして、東京 2020 大会

に招待していたダヴェナント校の生徒ら 18 名が来市。 

プリンス・ウィリアムズ・パークなど市内を視察し、市内中高生

との交流を通して友好を深めるとともに、国際性豊かな人材育成

を図った。（10 月 19 日） 

教育委員

会 

 英国関係者招へい

事業 

プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園開園 5周年記念式典に、

もとみや国際交流親善大使や駐日英国大使（代理）、元駐英国特

命全権大使を招待し、英国とのネットワークの強化と本市の魅力

を広く海外へ PR することができた。（5月 28 日） 

市・教育

委員会 

 国際交流推進事業

（英国訪問） 

プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園の姉妹庭園である、ロ

ンドン市ホランドパーク福島庭園の開園 10 周年記念式典に市を

代表して副市長が参列。 

併せて、福島県と共に県産品の魅力を発信するイベントを在英国

日本国大使館で実施。（9月 7日） 

教育委員

会 

 海外（英国）への物

産品等ＰＲ事業 

在英の関係機関（在英国日本国大使館、在英福島県人会）が主催

するイベントに市の物産品やパンフレットを提供し、英国向けの

ＰＲを実施。 

教育委員

会 

 国際交流員招致事

業 

英国出身の国際交流員（CIR）を 1 名配置し、英国との連絡・調

整及び通訳・翻訳業務をはじめ、英国文化の紹介や語学教育など

の国際理解教育を実施。また、SNS を活用し、英語で市の紹介な

ど情報発信も行っている。（JET プログラム） 

教育委員

会 
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 国際交流情報発信

事業 

市の広報紙やホームページ（国際交流ポータルサイト）、

Facebook、instagram、Youtube を活用し、国際交流課の取組や在

住外国人向け情報などを発信。 

教育委員

会 

 英国グルメＰＲ事

業 

・市民に英国の食文化を伝え、英国料理で地域を盛り上げるた

め、「英国風メニュー創作」に参加を希望する市内飲食店等を募

集（4月 4日～8月 31 日） 

・参加店を巡り「英国グルメ」を楽しんでもらう食べ歩きキャン

ペーンを実施 (5 月 28 日～6月 5日) 

・もとみや夏祭りで「英国グルメブース」の出展（8月 15 日～16

日） 

教育委員

会 

 小中学校国際理解

講演会の開催 

児童・生徒の異文化理解の機会を増やし国際理解を進めるため、

国際理解講演会を実施。福島県国際交流協会の講師による講演会

を市内すべての小中学校で計 21 回開催。 

教育委員

会 

 フレンドシップカ

フェ（英国文化・英

会話講座）の開催 

市民の異文化理解の機会を増やし国際理解を進めるため、国際交

流員による英国の文化や英語を学ぶ講座を開催。 

教育委員

会 

 外国語指導助手派

遣事業 

外国語指導助手（ALT）を 3 名配置し、保育所、幼稚園、小学校

及び中学校において、語学指導を中心とした国際理解教育を行っ

ている。また、毎月外国語指導助手による ALT 通信を発行。 

教育委員

会 

 教員外国語教育研

修事業 

小学校教員の英語力と実践的な指導力の向上を図るため、オンラ

インによる英語指導力向上研修の実施。 

教育委員

会 

 やさしい日本語研

修の実施 

職員のコミュニケーション能力の向上および市民サービスの向

上を図るため、福島県国際交流協会の講師によるやさしい日本語

研修を 2回実施。(6 月 27 日) 

教育委員

会 

 市民向けやさしい

日本語講座の実施 

在住外国人に対する理解やコミュニケーションの活性化を図る

ため、福島県国際交流協会の講師による市民向けのやさしい日本

語講座を実施。（3月 18 日） 

教育委員

会 

 外国人住民対象防

災講座事業 

外国人住民と地域住民が「やさしい日本語」を使って一緒に学ぶ

防災講座を実施。(2 月 18 日) 

教育委員

会 

 多文化共生活動助

成事業 

多文化共生のまちづくりを目的とした活動を行う団体等へ助成

金を交付。 

教育委員

会 

 外国人住民のため

の生活ガイドブッ

クの作成 

本宮市に在住する外国人住民へ日本や本宮での生活情報を届け

るため、やさしい(分かりやすい)日本語でまとめた外国人住民の

ための生活ガイドブックを作成。外国人住民および外国人を雇用

する企業等へ送付。 

教育委員

会 

 日本語教室の開催 【新型コロナウイルス感染症の影響により活動休止】 

外国人のための日本語教室の開催 

語学ボランティアの研修と実践 

相互の理解を深めるための活動 

もとみや

日本語教

室 

 中国語サロンの開

催 

【新型コロナウイルス感染症の影響により活動休止】 

中国語教室の開催 

文化体験、自然体験等の日中交流活動 

本宮中国

語サロン 

桑折町 外国青年招致事業 外国語指導助手（ALT）を招致し、保育所、幼稚園、小学校及び中

学校において語学指導を中心とした指導を行い、国際理解教育を

行っている。（JET プログラム） 

教育委員

会 

 姉妹都市交流事業 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

アメリカ合衆国ケンタッキー州エリザベスタウン市との相互訪

問による交流事業。 

町・ 

教育委員

会 

国見町 外国青年招致事業 中学校、小学校において、生徒児童の英語指導と国際交流の推進

を行った。外国語指導助手１名配置。 

教育委員

会 

 英会話体験活動事

業 

英語学習に対する興味関心及びコミュニケーション能力を高め

るため、以下の事業を行った。 

・中学２年生：外国人講師６名による１日英会話体験教室 

教育委員

会 

 国際理解教室 東アジアの教育に関する講演を開催。 

講師：NPO 法人シーエスアールスクエア代表 宍戸仙助氏 

教育委員

会 
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対象：国見小学校６年生 

 日本語教室 にほ

んごこんにちは 

外国人のための基礎レベルの日本語教室の開催 町 

川俣町 日本語教室の開催 町内在住外国人を対象に実施した。 

開催期間：令和 4年 7月、8月、10 月、11 月（計 15 回） 

川俣町国

際交流協

会 

 世界の料理教室 南米料理教室を年度内に開催予定。 川俣町国

際交流協

会 

 国際理解セミナー 多文化共生をテーマにしたセミナーを年度内に開催予定。 川俣町国

際交流協

会 

 川俣町国際交流協

会補助金交付 

補助金の交付により、活動の支援を行った。 町 

 外国青年招致事業 小学校、中学校に対して外国語指導助手を 1名派遣し、生徒児童

の英語指導と国際交流の推進を行った。 

教育委員

会 

大玉村 国際交流事業 ・村内の企業に勤務する外国人を対象に大玉村国内外交流協会

の会員らと日本語の語学力向上や習慣等の相互理解を深めるた

め下記の事業を開催した。 

開催日：令和 4年 12 月 11 日 

内 容：名倉山登山と芋煮会 

参加人数：約 20 人 

村・大玉

村国内外

交流協会 

 運営補助事業 大玉村国内外交流協会へ運営補助金の交付。 村 

 国際交流事業 

「友好の翼」 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

 

村 

 外国青年招致事業 外国語指導助手 1名を招致し、中学校において語学指導を中心と

した指導を行い、国際理解教育を行っている。（JET プログラム） 

教育委員

会 

 外国語教育推進事

業 

村委託で外国語指導助手 1名を招致し、幼稚園及び小学校で英語

指導を実施している。 

教育委員

会 

 広報事業 国際交流事業の啓発を図るため、村民に向けた広報紙の発行及び

ウェブサイトへの情報掲載。 

村 

鏡石町 国際化推進事業 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

「オランダ・秋祭り」 

唱歌「牧場の朝」の舞台である岩瀬牧場が、日本で初めてオラン

ダからホルスタイン 13 頭と西欧式牧場の設備機材を輸入したこ

とで生まれた交流を記念して開催。 

オランダ大道芸などのストリートイベント、よさこいステージ、

歌手によるコンサートライブが行われる。 

町（産業

課） 

町商工会 

  【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

「オランダ・秋祭り」出店事業 

町の国際交流関連イベントであるオランダ祭りへ協力団体とし

て参加。フェアトレードに関するブースを設置し、商品 PR 及び

販売等を行う。 

国際交流

推進協議

会 

  「視察研修」 

国際交流推進協議会の会員などを対象に先進地を視察し、町の国

際化と地域活性化を目的とした各種活動や事業に寄与する。 

国際交流

推進協議

会 

 国際文化理解推進

事業 

町内在住で外国人と交流機会のある方を対象にやさしい日本語

教室を開催 

国際交流

推進協議

会 

 町ホームページの

多言語化 

町ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語、韓

国語（他７か国語）で情報提供している。 

町（総務

課） 

 外国青年招致事業 JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）1 名を招致し、保育

園、幼稚園、中学校において語学指導等の国際理解教育を行って

いる。 

また、Non-JET の外国語指導助手 1名を震災前より継続して採用

教育委員

会 
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しており、小学校にて国際理解教育を行っている。 

 英会話教室 幼児と親、小学生、一般を対象に開催。日常会話の基礎や表現に

ついて、楽しいゲームなどを通して習得する。 

かがみい

しスポー

ツクラブ 

天栄村 小・中学生異文化

体験事業 

村内小・中学生が対象。異文化に触れることにより、心豊かな国

際的な視野をもった児童を育成する。 

教育委員

会 

 外国語指導助手事

業 

外国語指導助手（ALT）2 名を受け入れ、村立の幼稚園、小学校、

中学校において語学教育や体験活動を実施し、国際的な視野をも

った子ども達を育成する。 

教育委員

会 

下郷町 学校交流事業 

（英文化体験学

習） 

宿泊を伴う集団行動を通して、望ましい人間関係を育成すると共

により異文化への理解を深め、英語に対する興味を喚起する。 

 ◆日時 令和 4年 11 月 4日（1年生） 

令和 4年 11 月 2日（2年生） 

令和 4年 10 月 31 日（3年生） 

 ◆場所 ブリティッシュヒルズ（天栄村） 

 ◆対象 下郷中学校 1年生 36 名，2年生 29 名、3年生 33 名 

教育委員

会 

 

 外国青年招致事業

（JET プログラム） 

町内の保育所及び小中学校において、外国語指導助手（ALT）によ

る英語の授業を行い、英語を学ぶとともに外国の文化に触れる。

（各保育所、小学校で年約 40 回ずつ実施、中学校は常時） 

教育委員

会 

檜枝岐村 外国青年招致事業 

（JET プログラム） 

英語担当教師と協力し、中学校での英語指導、小学校での外国語

活動や国際理解教育を行い、英語教育の推進に取り組んでいる。 

外国青年（外国語指導助手）１名配置。 

教育委員

会 

 英語教室 児童館児童及び放課後子どもクラブ利用児童向けに週１回、外国

語指導助手による英語教室を開催（幼児～小学３年生対象）。 

教育委員

会 

只見町 ユネスコスクール

推進事業 

加盟校との交流を図るとともに、郷土愛を育てる学習を通して、

持続可能な社会づくりの担い手を育む。平成 26 年度に朝日小学

校がユネスコスクール認定校となった。只見中学生が自分達の

ESD の取組について様々な発表の場で英語により紹介したり、国

際連合宛てに手紙を書いたりするなど世界的な視野で発信を行

っている。明和小学校では町内在住の就労外国人と児童の交流学

習を設け国際教育を進めている。平成 29 年度に只見小、明和小、

只見中の申請が認められ、町内全ての小・中学校がユネスコスク

ール認定校になった。 

教育委員

会 

 短期海外留学 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

生徒に海外での短期留学の機会を与え、生活体験を通した異文化

理解と英語での実践的コミュニケーション能力の向上を図り、国

際性を養い、視野を拡大させることにより只見町の将来を担う只

見高校生の育成に寄与する。 

教育委員

会 

 外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、町内の

小・中学校で英語の指導を中心に国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 国際文化交流会 町内に在住し就労している外国人と町民の交流の機会を設け、町

民の国際交流を推進する。 

明和振興

センター 

南会津町 中高生海外交流事

業 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

21 世紀を担う中高生を外国に派遣し、現地の人々との交流を通

じ、豊かな国際感覚と日本人としての自覚、そして責任感を身に

付け、国際社会に貢献できる人材の育成を目的として毎年実施し

ている。 

町、教育

委員会 

 アジア大洋州、北

米、中南米の各国

との青少年交流

（対日理解促進交

流プログラム） 

日本への理解促進を図り、各国との絆を強めることを目的とし

て、アジア大洋州地域及び北米地域の青少年を受け入れ、農業体

験や地元高校生等との交流事業を実施している。（アメリカ 23

人、ミャンマー28 人） 

南会津農

村生活体

験推進協

議会 

 外国青年招致事業 

（JET プログラム） 

町内の保育所及び小中学校において、外国語指導助手（ALT）によ

る語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

外国青年（外国語指導助手）４名配置。 

教育委員

会 

 ホストタウン交流 アルメニア共和国のホストタウンとして交流事業を実施してい 南会津町
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事業（アルメニア

共和国） 

る。 

◇アルメニア料理に町の農産物をコラボした新たなメニューを

商品化するための料理講習を開催し、コラボメニューを飲食店や

宿泊施設で提供し観光客の増加を図る。 

◇アルメニア文化デーとして、アルメニアの伝統楽器であるドゥ

ドゥク奏者を招待してコンサートを開催した。 

◇日本・アルメニア外交関係樹立 30 周年記念イベントとして、

日本アルメニア文化交流コンサート 2022 を開催した。 

・現代日本を代表するクラシック音楽アーティストによる演奏

と地元合唱団との共演 

・アルメニア共和国の文化を紹介するためのパネル展示 

・アルメニアの特産品の試飲と販売 

・首都圏の方にツアーを募集し、本町の文化と歴史を体験してい

ただくとともに、コンサート拝聴と関係者との交流会の実施 

・駐日アルメニア共和国大使の招待 

◇2025 大阪万博に向けてのホストタウンイベントへの参加と万

博参加に向けての準備 

◇駐日アルメニア共和国大使館表敬訪問 

ホストタ

ウン推進

実行委員

会 

 英語が話せる人材

育成事業（ブリテ

ィッシュヒルズ研

修学習） 

「高等学校卒業までに簡単な日常会話ができる人材の育成」を目

標に、町内中学校及び高等学校生徒を対象に異文化体験学習を実

施している。 

 ◆日程 ７月～11 月 

 ◆場所 ブリティッシュヒルズ（天栄村） 

 ◆対象 中学校の１、２年生（田島中学校、荒海中学校、舘岩 

中学校、南会津中学校） 

     高等学校の 1年生（田島高等学校、南会津高等学校） 

教育委員

会 

北塩原村 中学生台湾派遣交

流事業 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

幅広い視野を持ち、国際感覚を持った人材に育成するため、村

内中学 2年生の希望者を対象とし現地中学生との交流や台湾の

文化等に触れてもらう。 

村友好都

市交流推

進委員会 

 外国語指導推進事

業 

外国語指導助手（ALT）を招致し、村内小中学校において語学指導

を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

西会津町 西会津国際芸術村

事業 

学校統合によって空き校舎となった木造校舎を、アトリエとして

整備して国内外から芸術家を招き、そこで創作活動に取り組んで

もらい、町民との交流を深めるとともに、毎年公募展を開催し、

芸術を通した交流をすることで、町の活性化を図る。 

町 

 外国青年招致事業

（JET プログラム） 

小学校・中学校の英語の授業で、TT による指導を行っている。

またこども園では年長（４・５歳児）を対象に月４回程度交流

を行っている。 

学校教育

課 

 英会話教室（一般） 外国語指導助手が講師となり、英語の基礎知識を身に付け、日

常の英会話に慣れる。月 2～3回 

公民館 

 こども英語教室

（小学生） 

外国語指導助手が講師となり、国際文化に親しみながら英語の楽

しさを学ぶ。（月 1回） 

公民館 

 公民館各種講座 各種講座に外国語指導助手が参加して交流を行っている。 公民館 

磐梯町 姉妹都市交流事業 

 

昭和 63 年 4 月オリバー市と姉妹都市を締結から継続した交流を

続けている。 

令和元年度は教育交流として生徒９名を派遣。外国の文化、歴史、

生活、風土などを直接体験し、相互理解と国際協調の精神を養い、

国際的感覚の豊かな人材を育成することを目的として行ってい

る。 

町、教育

委員会、

国際交流

協会 

 

 英会話教室 英語指導助手が講師となり、町内外の方を対象に開催（年１２回） 教育委員

会 

 英語教育推進事業 外国語指導助手（ALT）２名を招致し、幼小中一貫教育の中で学力

の向上を目指した教育プログラムを展開し、グローバルに活躍で

きる人材育成を行っている。 

教育委員

会 

猪苗代町 国際交流事業 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 国際交流
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会員及び町民を対象に異文化理解を図るため国際交流のつどい

を開催。地元の伝統祭りである磐梯まつりへ参加。 

協会 

 日本語会話教室 【新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止】 

外国人のための日本語教室の開催、料理教室、日本伝統文化体験

（茶道等）、情報交換会 

国際交流

協会 

 企画広報事業 【新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止】 

視察研修会の開催、世界の料理教室の実施、年 1回会報の発行 

国際交流

協会 

 国際交流協会運営

事業補助 

猪苗代町国際交流協会へ運営補助金を交付 町 

 ホストタウン事業 ガーナ共和国関係者とスポーツ・伝統文化・食文化の体験や交流

活動を行った。 

教育委員

会 

 外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、中学校に

おいて語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 国際化教育推進事

業 

小学校において海外居住経験者による語学指導を中心に国際理

解教育を行っている。 

教育委員会 

 英会話教室 外国語指導助手が講師となり、中学生以上の町民を対象に開催

（年１２回） 

教育委員

会 

 こども英会話教室 外国語指導助手が講師となり開催（年１２回） 教育委員

会 

会津坂下

町 

異文化交流事業 「ふれあい教室」として海外生活や海外及び日本文化について触

れるイベントや、料理教室、異文化に関する講演会、イベントで

のフェアトレード商品販売。隔年で国際交流に関するコンサート

を開催。 

国際交流

協会 

 広報事業 国際交流協会広報誌「アジアの風」の発行（随時町内全戸配布）

や会員のための広報誌「フレンド」の発行。ホームページの設置。 

国際交流

協会 

 在住外国人サポー

ト事業 

・町内に住む外国人を対象に、ボランティア講師により日本語教

室を開催している。日本語を教えるだけではなく、日本文化や日

本の生活習慣についても学ぶことができる場となっている。（毎

週日曜日） 

・防火講習会や防犯講習会といった居住する外国人に対して

日々の生活に役立つ講習会を開催している。 

国際交流

協会 

湯川村 英会話教室 外国語指導助手が講師となり、英語の基礎知識を学び、日常で実

践出来る英会話を身につける。 

教育委員

会 

 外国語指導助手招

致事業 

 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、小学校及

び中学校において語学指導を中心として、国際理解教育を行って

いる。 

教育委員

会 

柳津町 外国語指導助手招

致事業 

 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、小学校及

び中学校において語学指導を中心として、国際理解教育を行って

いる。 

教育委員

会 

三島町 外国語指導助手招

致事業 

 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、保育所、

小学校及び中学校において語学指導を中心とした指導を行い、国

際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 英会話教室 外国語指導助手（ALT）を講師として町民を対象に開催している。 公民館 

 台湾交流推進事業 ・只見線「第１只見川橋梁」が世界的に情報発信されており、特

に台湾からの来訪者が多い。 

・アジアの歌姫「テレサ・テン」交流事業 

 町が展開していた「ふるさと運動」をきっかけに、1977 年にテ

レサ・テンが町を訪れ、特別町民になられた経緯から、台湾の

テレサ・テン文教基金会やファンの方々との交流を実施してい

る。 

・町と国立台湾工芸研究センター等と交流協定を締結した経緯

から、双方の作り手同士の交流やイベントへの参加、オンライ

ンによる地域づくりの勉強会を実施している。 

町（地域

政策課） 

金山町 外国語指導助手招

致事業 

外国語指導助手（ALT）を招致し、小学校及び中学校において語学

指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 
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 異文化体験事業 中学校の宿泊学習事業（1泊 2日）において、ブリティッシュヒ

ルズ（天栄村）での体験活動を実施した。 

教育委員

会 

昭和村 外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、小学校及

び中学校において語学指導を中心としていて、国際理解教育を行

っている。 

教育委員

会 

 英会話教室 村民を対象に、前期４回、後期４回に分けて英会話教室を開催し

た。 

教育委員

会 

会津美里

町 

外国語指導助手招

致事業 

JET プログラムにより外国語指導助手（ALT）を招致し、こども園、

小学校及び中学校において語学指導を中心とした指導を行い、国

際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

西郷村 国際交流事業 昨年度同様、国際友好都市を締結している中国天津市薊県との交

流は中止している。 

生涯学習

課 

 

 異文化体験事業 村内の中学 1年生全員を対象に、日帰りで天栄村ブリティッシュ

ヒルズにおいて語学研修や体験活動を通し異文化体験を行った

（174 名） 

西郷村異

文化体験

事業実行

委員会 

 外国語指導助手招 

致事業 

外国語指導助手（ALT）4 名を招致し、村内の幼稚園、保育園、小

学校及び中学校において語学指導実施。また、これを通し国際理

解教育も行っている。 

学校教育

課 

泉崎村 異文化体験事業 村内小学 6年生を対象に、ブリティッシュヒルズ(天栄村)にて異

文化体験研修。英語圏における日常会話やマナーについて学び、

英語学習の成果実践を図る。（66 名） 

学校教育

係 

 英語指導事業 英語力の向上と相互理解を目的として、英会話教室を実施（キッ

ズクラス・アダルトクラス） 

中央公民

館 

 外国語指導助手招

致事業 

外国語指導助手（ALT）2 名を招致し、村内の幼稚園、小学校及び

中学校において語学指導実施。 

学校教育

係 

中島村 英語指導助手招致

事業 

英語指導助手（ALT）を 1 名招致し、幼稚園、小学校及び中学校

において語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 異文化体験事業 村内小学 6年生及び、村内中学生がブリティッシュヒルズ（天栄

村）にて異文化体験を実施。 

教育委員

会 

 LEE（英会話教

室） 

英語を楽しむことを目的に「Let’s Enjoy English!」という教

室名で、下は幼稚園、小学生から一般までが、前半一緒に活動し、

後半は原則成人対象の活動を行っている。日常で使う英単語を使

ってのゲーム的な活動を中心としている。ＡＬＴが講師を務め、

参加者との交流、海外の文化や生活慣習の紹介等も行っている。 

生涯学習

課 

 中島村国際交流協

会運営費補助事業 

中島村国際交流協会の事業費補助。 村 

 マレーシア生徒受

入 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

平成 28 年より修学旅行で交流しているイナナムセカンダリース

クールから生徒３～４名、引率者１名を招待している。 

中島村国

際交流協

会（企画

振興課） 

矢吹町 日本語教室 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

町民及び町内在住の外国人を対象に開催。 

ボランティアの方が、随時、希望者に応じて日本語教育を実施し

ている。  

教育委員

会 

 外国語指導助手招

致事業 

外国語指導助手（ALT）を 3名招致し、保育園、幼稚園、小学校

及び中学校において語学指導を中心として、国際理解教育を行っ

ている。 

教育委員

会 

棚倉町 オーストラリア姉

妹校訪問ホームス

テイの旅事業 

中学 2年生を対象に姉妹校があるオーストラリアに派遣し、スク

ーリングとホームステイを実施する予定だったが、新型コロナウ

イルス感染症感染拡大防止のため、中止とした。 

 期 間 令和 4年 7月下旬～8月上旬 

 参加者 生徒 15 名、引率 2名程度 

(一財)棚

倉町活性

化協会 
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 町ホームページの

多言語化   

町ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語及び

韓国語で情報提供している。 

町（地域

創生課） 

 外国語指導助手招

致事業 

外国語指導助手（ALT）を 2 名招致し、幼稚園、小学校及び中学

校において語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

矢祭町 外国語指導講師招

致事業 

外国語指導講師を 2名招致し、幼稚園、小学校及び中学校におい

て語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

 

 異文化体験事業 町内小学 6年生を対象に、ブリティッシュヒルズ(天栄村)にて英

語研修・異文化体験研修を行った。 

期 間 令和 4年 11 月 24～25 日 

参加者 児童 48 名 

教育委員

会 

塙町 異文化体験研修事

業 

町内小学校５年生、中学校２年生を対象に、ブリティッシュヒル

ズ（天栄村）の英国式施設の中で、外国人講師による英語研修を

行い、生の英語に触れ、英会話の楽しさや異文化を体験させ、英

語を学ぶ動機付けを図る。 

教育委員

会 

 町ホームページの

多言語化 

町ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語及び

韓国語で情報提供している。 

町 

 外国語指導助手派

遣事業 

外国語指導助手（ALT）を 2 名招致し、幼稚園、小学校及び中学

校において語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

鮫川村 小学校外国人交流

活動支援事業 

村内の小学 6年生を対象にブリティッシュヒルズ（天栄村）にお

いて、1泊 2日で英語研修・異文化体験研修を行い、児童の国際

理解を深めている。 

 参加者 児童 25 名、引率 5名 

教育委員

会 

 外国語指導助手 外国語指導助手（ALT）を受け入れ、幼稚園、小学校及び中学

校での国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

石川町 町ホームページの

多言語化   

町ホームページに自動翻訳サービスを導入し、英語、中国語（簡

体・繁体）及び韓国語で情報提供している。 

町 

 英国文化体験教室

事業 

英国の生活習慣と生きた英語に触れ、異文化に対する理解を深め

る。 

 期 間 令和 4年 6月 23 日～24 日 

場 所 ブリティッシュヒルズ（天栄村） 

 参加者 107 名（小学 6年生） 

教育委員

会 

 外国青年招致事業 外国語指導助手（ALT）を招致し、保育所、小学校及び中学校に

おいて語学指導を中心として、国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

玉川村 日華友好交流事業 ・村文化祭に鹿谷郷の児童生徒の絵画等の作品を展示した。 玉川村日

華友好協

会 

 外国語指導助手 外国語指導助手（ALT）を受け入れ、幼稚園、小学校及び中学校で

の国際理解教育を行っている。 

教育委員

会 

平田村 外国語指導助手 外国語指導助手（ALT）を受け入れ、小中学校及びこども園での国

際理解教育を行っている。 

村 

浅川町 外国青年招致事業 オーストラリア・キャンベラより外国語指導助手（ALT）を受け入

れ、こども園、小学校及び中学校での国際理解教育を行っている。

（JET プログラムによる） 

町 

古殿町 中学生国際理解研

修事業 

中世イギリスの様式を再現した総合施設「ブリティッシュヒル

ズ」において、外国人スタッフによる英語での研修及び異文化生

活の体験を通して、英語のコミュニケーション能力の向上と国際

理解を深める。 

参加者 中学 1年生 38 名参加 

町 

 語学指導助手 こども園、小学校、中学校での国際理解教育 町 

 英会話教室 小学生から一般が対象。日常英会話の実践、講師や参加者との交

流、海外の生活慣習の実践。 

公民館 

 ふれあい日本語教

室 

簡単な日常会話を修得、日本在住外国人との交流と親睦を深め

る。 

公民館 

三春町 ライスレイク高校 令和３年度から４年度にかけて、ライスレイク高校より受け入れ 町、教育
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交換留学生派遣事

業 

枠２名を確保してもらっている留学生派遣は、新型コロナウイル

ス感染症拡大のため見送った。 

委員会、

国際交流

協会 

 英語教育助手の招

聘 

アメリカ・ウィスコンシン州、オークレア大学より英語教育助手

（ALT）２名を招き、小学校及び中学校での英語および国際理解

教育を行っている。（Non-JET） 

教育委員

会 

 青少年国際理解教

育推進事業 

グローバル化する社会に対応するため、英語教育や異文化体験及

び交流に基づく国際理解に関する 3 つのプロジェクトを実施し

た。 

1 青少年国際理解教育プログラム 

 中高生を対象にした国際理解に資する講座を月 1 回のペース

で実施するとともに、コロナ禍により実施できていないアメリ

カサマーキャンプの代替事業として、ブリティッシュヒルズで

の 2泊 3日の体験事業を実施した。 

2 小学生イングリッシュプログラム 

 小学 5年生から英語が教科化されたことを受け、小学 5、6年

生を対象とした英語学習プログラムを用意するとともに、ブリ

ティッシュヒルズでの国際理解に資する体験事業を実施した。 

3 県立田村高等学校と同校の姉妹校であるアメリカウィスコン

シン州のライスレイク高校との間で生徒同士のオンライン交流

事業を月 1回のペースで開催した。 

県立田村

高校、教

育 委 員

会、国際

交流協会 

 国際交流館「ライ

スレイクの家」運

営事業 

町の国際交流の拠点である三春町国際交流館「ライスレイクの

家」で、アメリカ文化体験やサロン活動を実施。 

教育委員

会 

 三春町国際交流協

会活動支援 

国際交流を通して教育、文化等の交流を行い諸外国との親睦、相

互理解、相互協力を促進するとともに三春町の国際化を図り、町

づくりの推進に寄与する目的で活動する三春町国際交流協会へ

の活動支援（交付金の支給、事業の共催・後援） 

主な活動： 

○三春中学生英語弁論大会：英語のコミュニケーション能力や表 

  現力の向上を図るため、町内中学生による英語弁論大会を開 

  催。町内２中学校 15 人参加（令和 4年 11 月 20 日） 

○異文化体験を通した国際理解の推進 

  町国際交流館などで、異文化体験や交流に資する各種イベント

を開催。 

町、教育

委員会、

国際交流

協会 

小野町 外国人社会教育指

導員・外国語指導

助手 

小・中学生の英語力の向上と町民の生涯学習活動や英語学習活動

を支援するために、外国人社会教育指導員を 1名、外国語指導助

手を１名配置。 

町 

 英会話教室 町民を対象に、英語の基礎知識を身につけ、国際理解を深める一

環として英会話教室を開催。（通年） 

町 

 国際交流団体補助 国際交流を推進する団体に対し、町補助金要綱に基づき活動費の

一部を補助する。 

町 

 小学生国際交流体

験事業 

６年生を対象に天栄村ブリティッシュヒルズにおいて英語研修・

異文化体験研修を実施。 

町 

 中学生国際交流体

験事業 

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

２年生を対象に天栄村ブリティッシュヒルズにおいて英語研修・

異文化体験研修を実施。 

町 

 海外研修助成事業 日本国外で行われる語学、スポーツ、芸術、ボランティア活動等

を目的とする研修に参加する町内在住の中・高生に対し、町補助

金要綱に基づき研修費の一部を補助する。 

町・教育

委員会 

広野町 外国青年招致事業 こども園、小、中学校において国際理解教育、語学教育を支援す

るため、外国語指導助手（ALT）1 名を配置。 

町 

 英会話教室 広野町民を対象に、ALT を講師とした基礎的な英会話のレッスン

を実施。毎週月曜日に公民館において実施。 

町 

 広報事業 毎月１回発行の町広報誌において、国際理解を深めるため ALT の

記事「英語であれこれ」を掲載。 

町 
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 異文化体験交流 英国文化・マナーに触れながら活きた英語を学び、異文化への興

味を養うため、小学５年生と中学１年生を対象に天栄村にあるブ

リティッシュヒルズにおいて宿泊体験を伴う異文化体験交流を

実施。 

町 

 グローバル・デイ

事業 

広野中学校において、学術連携協定に基づく東日本国際大学との

連携による東日本国際大学留学生との交流を通じ、文化の違いや

互いの歴史などに触れることにより、グローバル感覚の醸成及び

コミュニケーション能力の向上を図る。 

町 

楢葉町 外国青年招致事業 外国語指導助手（ALT）を受け入れ、こども園、楢葉南・北小学

校、楢葉中学校での国際理解教育や語学教育を実施。 

町 

 中国語教室 楢葉町民を対象に、月 2回コミュニティセンターにおいて、基本

的な中国語レッスンを実施。 

町 

富岡町 外国語指導助手 民間より委託した外国語指導助手（ALT）1 名により、富岡小学校・

富岡中学校での国際理解教育及び語学教育を行っている。 

富岡町教

育委員会 

川内村 外国語指導業務委

託事業 

村独自で令和元年度 ALT を招聘。 川内村教

育委員会 

大熊町 海外派遣事業 中学生～22 歳の町民をオーストラリア・バサースト市に派遣し、

同市民との国際交流、語学研修を実施している（コロナにより

R2,3 年度は中止） 

町 

 国際交流サロン

（異文化理解事

業） 

町内企業に勤務するモンゴル人研修生５名と、地域自住民による

交流サロンを実施した。歌、踊り、食、観光地紹介等音楽や映像

も惜しみなく活用し、モンゴル国の多面的な文化に触れること

で、ホストとしてだけでなく相互に広範な体験を行う等、研修生

と地域住民との交流機会を設定することで、異文化理解に対する

住民の啓発を推進している。 

大熊町教

育 委 員

会、おお

くま国際

交流協会 

双葉町 外国青年招致事業 イギリスより外国語指導助手（ALT）2 名を昨年に引き続き受け入

れ、いわき市で再開した双葉町立幼稚園、小・中学校での国際理

解教育、語学教育を行っている（町単独） 

町 

浪江町 外国青年招致事業 民間委託による外国語指導助手（ALT）1 名を受け入れ、なみえ創

成小学校・なみえ創成中学校で国際理解教育や語学教育を行って

いる。 

教育委員

会 

 海外学習事業 町立学校の児童生徒を対象に、国内にて海外学習を実施する予定

であったが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止とな

った。 

教育委員

会 

葛尾村 外国語指導助手 民間より委託した外国語指導助手（ALT）1 名により、葛尾村内で

再開した葛尾村立幼稚園・小学校・中学校での国際理解教育及び

語学教育を行っている。 

村 

新地町 外国語指導助手 外国語指導助手（ALT）2 名（町採用 1 名、民間委託 1 名）によ

り、新地町立小学校・中学校での国際理解教育及び語学教育を行

っている。 

町 

飯館村 外国語指導助手 外国語指導助手（ALT）1 名を受け入れ、義務教育学校での国際理

解教育を行っている。 

村 
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民間団体の国際交流 

（1）県内ロータリークラブの国際交流 
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